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はじめに 

台東区新型インフルエンザ等対策行動計画改定の目的 

令和２年１月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９） （以下「新型

コロナ」という。）の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が拡大する中で、人々の

生命及び健康が脅かされ、経済や暮らしなど社会全般に重大な影響がもたらされた。この

未曽有の感染症危機において、台東区（以下「区」という。）では、国や東京都（以下「都」と

いう。）、台東区両医師会（以下「地区医師会」という。）をはじめ、関係機関の協力のもと、

全庁を挙げて全力で新型コロナ対策に取り組み、幾度もの感染の波を乗り越えてきた。 

今般の台東区新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「区行動計画」という。）の改定

は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「特措法」という。）

を始めとする法改正等に対応するとともに、新型コロナ対応で明らかとなった課題や経験

を踏まえ、いつ現れるとも知れない新たな感染症危機に対応できる区を目指すものである。 

区行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事には、

感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施していく。 

 

区行動計画の改定概要 

区では、国や都の行動計画やガイドラインを踏まえ、平成２０年１１月に「台東区新型イン

フルエンザ対策行動計画」を、平成２１年９月に「台東区新型インフルエンザ対策マニュア

ル」、平成２３年２月に「台東区事業継続計画（新型インフルエンザ編）」を策定し、新型イン

フルエンザ対策を推進してきた。 

平成２５年４月に特措法が施行されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策政府行動

計画（以下「政府行動計画」という。）が新たに作成され、平成２５年１１月に「東京都新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画」（以下「都行動計画」という。）が作成された。これを受け、区

は、平成２６年９月に区行動計画を、平成２８年４月に「台東区新型インフルエンザ対策マニ

ュアル」を名称変更及び修正し「台東区新型インフルエンザ等対策マニュアル」を策定した。

また、平成２９年３月に「台東区事業継続計画（新型インフルエンザ編）」を名称変更及び修

正し、「台東区業務継続計画（新型インフルエンザ等編）」（以下、「ＢＣＰ」という。）を策定し

た。 

今般、令和６年７月に政府行動計画が抜本改定となったことを受け、令和７年５月に都行

動計画が抜本改定された。これを受け、区においても区行動計画の抜本改定を行うもので

ある。 

対象とする疾患については、新型インフルエンザや新型コロナ等だけでなくその他の幅

広い呼吸器感染症をも念頭に置くこととした。 

また、発生段階を３期（準備期、初動期及び対応期）に分け、特に準備期（平時）の取組を

充実させている。 
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更に、対策項目をこれまでの８項目から政府行動計画及び都行動計画に合わせた１３項

目に拡充し、記載の充実を図る。 

感染が長期化する可能性も踏まえ、複数の感染拡大の波への対応や、ワクチンや治療

薬の普及等、社会状況の変化に応じた、柔軟かつ機動的な対策の切替えについても明確

化する。 

感染症に係る緊急事態に際して、速やかに事態を把握し、緊急かつ総合的な対応を行う

ため、区の初動対応についても区行動計画において明らかにする。 

第１部 基本的な考え方 

第１章 計画の基本的な考え方 

第１節 対策の目的 
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第１部 基本的な考え方 

第１章 計画の基本的な考え方 

１.根拠 

区行動計画は、特措法第８条の規定に基づき、都行動計画を踏まえ策定する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.対象とする感染症 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以

下「感染症法」という。）第６条第７項から９項に定める以下の感染症 

ア 新型インフルエンザ等感染症  

イ 指定感染症 （既知の感染症であって当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤で

あり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

ウ 新感染症 （全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

上記アからウまでの感染症を「新型インフルエンザ等」と表記する。 

 

３.計画の推進 

（1）政府行動計画及び都行動計画に基づき、区における新型インフルエンザ等への対策の実

施に関する基本的な方針や区が実施する対策を示すとともに、新型インフルエンザや新型コロ

ナ以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ、発生した新型インフルエン

ザ等の特性を踏まえ、病原性の強弱等の様々な状況下で対応ができるよう、対策の選択肢を
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示す。  

 

（2）国、都、区、医療機関、指定（地方）公共機関
１

、事業者及び区民等の役割を示し、区や事業

者の新型インフルエンザ等の対策が緊密に連携して推進されるようにする。 

 

（3）国内外から多くの来街者が訪れる日本有数の観光都市であること、高い人口密度、医療

提供体制、区民の受診行動も考慮しつつ各種対策を総合的、効果的に組み合わせてバランス

の取れた対策を目指す。 

 

（4）新型コロナ対応で積み重ねた知見・経験を盛り込むことで、今後発生し得る未知なる感染

症等の危機に備える。 

 

４.計画の改定 

区行動計画には、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見を取り入れていく。 

また、新型インフルエンザ等の発生に備え、区や関係機関、区民等について、平時から教育・

訓練・啓発の実施などを通して対応能力を高めるとともに、機動的に計画を検証し、必要に応

じて修正を行っていくこととする。 

  

 

１ 指定公共機関は、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、

医薬品、医療機器の製造・販売、電気・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの。特措法第２条第７号

に規定されている。 
指定地方公共機関は、都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器・再生医療等製品の製造・販売、電気・ガスの供給、輸送、通信そ

の他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、指定公共機関以外のも

ので、当該都道府県の知事が指定するもの。特措法第２条第８号に規定されている。 

第１部 基本的な考え方 

第２章 対策の目的等 

第１節 対策の目的 
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第２章 対策の目的等 

第１節 対策の目的 
区は、新型インフルエンザ等対策を危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点を主

たる目的として対策を講じていく。 

 

１.感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護 

（1）感染拡大の速度を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備や治療薬・ワクチ

ン製造等のための時間を確保する。 

 

（2）流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減するととも

に、迅速かつ効率的な医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制のキャパ

シティを超えないようにすることにより、治療が必要な患者が適切な医療を受けられるようにす

る。 

 

（3）適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

＜対策の概念図＞ 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイドライン） 

 

２.区民生活及び経済活動に及ぼす影響の最小化 

（1）感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことにより、

新型インフルエンザ等そのものによる影響や新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措

置による区民生活及び経済活動への影響の軽減・安定を図る。 
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示す。  
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（2）地域での感染対策等により、区、医療機関、事業者等の欠勤者等の数を減らす。 

 

（3）ＢＣＰの作成や実施等により、医療の提供の業務又は区民生活及び経済活動の安定に寄

与する業務の維持に努める。 

 

第２節 対策実施上の留意点 
区は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階に、特措法その他の法令、国が定め

る基本的対処方針又は区行動計画に基づき、国、都及び指定（地方）公共機関等と相互に連

携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合におい

て、次の点に留意する。 

 

１.平時の備えの整理や拡充 

感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、以下の（１）から（５）

までの取組により、平時の備えを充実させ、訓練により迅速な初動体制を確立することを可能

とするとともに、迅速かつ効率的な情報収集・共有、分析のための基盤となるＤＸの推進等を

行う。 

 

（１）新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理 
将来に高い確率で起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を関係者間で

共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。 

 

（２）初発の感染事例の探知能力の向上と迅速な初動の体制整備 
初動対応については、未知の感染症や新型インフルエンザ等が国内で発生した場合も含め

様々なシナリオを想定し、初発の探知能力を向上させるとともに、初発の感染事例を探知した

後速やかに初動対応に動き出せるように体制整備を進める。 

 

（３）関係者や区民等への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善 
感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる関係者や区民

等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全なものとするために、多様なシ

ナリオや多様な実施主体による訓練の実施等を通じて、平時の備えについて不断の点検や改

善を行う。 

 

（４）医療提供体制、検査体制、リスクコミュニケーション等の備え 
感染症法や医療法（昭和２３年法律第２０５号）等の制度改正による医療提供体制等の平時

からの備えの充実を始め、有事の際の速やかな対応が可能となるよう、検査体制の整備、リス

クコミュニケーション等について平時からの取組を進める。 
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（５）ＤＸの推進や人材育成等 
保健所等の負担軽減（システムへの入力作業の負担を含む。）、医療関連情報の有効活用、

国と都及び区市町村の連携の円滑化等を図るためのＤＸの推進や人材育成を進める。 

なお、ＤＸの推進に当たっては、ＡＩ（人工知能）技術などの新技術の進展や普及状況も注視

しながら、関係者間の迅速かつ効率的な情報共有体制の整備や現場の負担軽減に資する技

術の活用、システム開発等を検討していく。 

 

２.感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 

感染拡大防止対策に当たっては、社会経済活動とのバランスを踏まえた対策と適切な情報

提供・共有により区民生活及び経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的、精神的及び

社会的に健康であることを確保することが重要である。このため、以下の（１）から（５）までの取

組により、感染状況等に応じ感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替

えを円滑に行い、区民の生命及び健康の保護と区民生活及び経済に及ぼす影響が最小とな

るよう対策を講ずる。 

 

（１）可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替え 
対策の切替えに当たっては、感染症の特徴、病原体の性状、感染症の発生状況等も含めた

リスク評価を考慮する。可能な限り科学的な根拠に基づき対応するため、平時からそのための

データ収集の仕組みや適時適切なリスク評価の仕組みを構築する。 

 

（２）医療提供体制と区民生活及び経済活動への影響を踏まえた感染拡大防止措置 
有事には予防計画及び都が策定する医療計画に基づき、医療提供体制の速やかな拡充を

図りつつ、各段階における医療提供体制で対応できるレベルに感染規模を収めるべく、感染

拡大のスピードやピークを抑制することが重要である。注意深く実施するリスク評価に基づき、

このレベルを超える可能性がある場合等には、適時適切に感染拡大防止措置等を講ずる。そ

の際、影響を受ける区民や事業者を含め、区民生活や経済活動等に与える影響にも十分留意

する。 

 

（３）状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え 
科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の整備、ワクチン

や治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わせて、適切なタイミングで、柔軟

かつ機動的に対策を切り替えることを基本として対応する。あわせて、対策の切替えの判断の

指標や考慮要素について可能な範囲で具体的に事前に定める。 

 

（４）対策項目ごとの時期区分 
柔軟な対応が可能となるよう、対策の切替え時期については、リスク評価等に応じて、個別
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の対策項目ごとに具体的な対策内容を記載し、必要に応じて個々の対策の切替えのタイミン

グの目安等を示す。 

 

（５）区民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 
対策に当たっては、区民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時から感染症や

感染対策の基本的な知識を、様々な場面を活用して普及させ、子供を含め様々な年代の区民

等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可

能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、区民等が適切な判断や行動をとれる

ようにする。特に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制限を伴う対策が講

じられる場合には、対策の影響を受ける区民等や事業者の状況も踏まえ、対策の内容とその

科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。 

 

３.基本的人権の尊重 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、特措法に

よる要請や行動制限等の実施に当たって、区民の自由と権利に制限を加える場合は、その制

限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提として、リスク

コミュニケーションの観点からも、区民等に対してその意義や必要性等を十分説明し、理解を

得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗（ひぼう）中傷等の新型インフルエン

ザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならないものであ

る。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可

能性がある。また、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者等の人権の保護や士気の維

持の観点等からも、防止すべき課題である。 

更に、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より大きな影響を受ける可能性があ

る者への配慮について留意するなど、感染症危機においても区民の安心を確保し、新型インフ

ルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。 

 

４.危機管理としての特措法の性格への留意 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な

措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエンザ等が発生した

としても、病原性の程度や、ワクチン・治療薬等による対策が有効であること等により、まん延

防止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要性にも相違が生じることが考えられ、どのよう

な状況下でもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。 
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５.関係機関相互の連携・協力の確保 

区は、新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」という。）及び東京都新型イン

フルエンザ等対策本部（以下「都対策本部」という。）と相互に緊密な連携を図りつつ、総合的

に対策を推進する。台東区新型インフルエンザ等対策本部（以下「区対策本部」という。）を設

置した場合には、必要に応じ、区対策本部長から都対策本部長に対して、新型インフルエンザ

等対策に関する総合調整を行うよう要請する。 

 

６.高齢者施設や障害者施設等（以下「高齢者施設等」という。）の社会福祉施設等における対応  

感染症危機における高齢者施設等の社会福祉施設等において必要となる医療提供体制等

について、平時から検討し、有事に備えた準備を行う。 

 

７.感染症危機下の災害対応 

感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄、医療提供体制の強化、避

難所施設の確保、自宅療養者等の避難のための情報共有等の連携体制を整えること等を進

める。また、発災時には、都と連携し、発生地域における状況を適切に把握するとともに、必要

に応じ、避難所における感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を

速やかに行う。 

 

８.記録の作成・保存 

区は、区対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、

これを公表する。 

 

第３節 対策推進のための役割分担 
新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済活動への影響を最小限に

するためには、国、都、区、医療機関、事業者、区民等が互いに協力してそれぞれの役割を果

たし、一体となって感染拡大防止に努めるとともに、区民生活及び経済活動を維持しなければ

ならない。新型インフルエンザ等が発生すれば、誰もがり患する可能性があり、互いに協力し

てそれぞれの役割を果たすことが求められる。 

 

１.国 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

また、国は世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保し、対策

に取り組む。 

国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査や研究の推進
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の対策項目ごとに具体的な対策内容を記載し、必要に応じて個々の対策の切替えのタイミン

グの目安等を示す。 

 

（５）区民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 
対策に当たっては、区民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時から感染症や

感染対策の基本的な知識を、様々な場面を活用して普及させ、子供を含め様々な年代の区民

等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可

能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、区民等が適切な判断や行動をとれる

ようにする。特に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制限を伴う対策が講

じられる場合には、対策の影響を受ける区民等や事業者の状況も踏まえ、対策の内容とその

科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。 

 

３.基本的人権の尊重 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、特措法に

よる要請や行動制限等の実施に当たって、区民の自由と権利に制限を加える場合は、その制

限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提として、リスク

コミュニケーションの観点からも、区民等に対してその意義や必要性等を十分説明し、理解を

得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗（ひぼう）中傷等の新型インフルエン

ザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならないものであ

る。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可

能性がある。また、新型インフルエンザ等に対応する医療従事者等の人権の保護や士気の維

持の観点等からも、防止すべき課題である。 

更に、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より大きな影響を受ける可能性があ

る者への配慮について留意するなど、感染症危機においても区民の安心を確保し、新型インフ

ルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。 

 

４.危機管理としての特措法の性格への留意 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な

措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエンザ等が発生した

としても、病原性の程度や、ワクチン・治療薬等による対策が有効であること等により、まん延

防止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要性にも相違が生じることが考えられ、どのよう

な状況下でもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。 
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５.関係機関相互の連携・協力の確保 

区は、新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」という。）及び東京都新型イン

フルエンザ等対策本部（以下「都対策本部」という。）と相互に緊密な連携を図りつつ、総合的

に対策を推進する。台東区新型インフルエンザ等対策本部（以下「区対策本部」という。）を設

置した場合には、必要に応じ、区対策本部長から都対策本部長に対して、新型インフルエンザ

等対策に関する総合調整を行うよう要請する。 

 

６.高齢者施設や障害者施設等（以下「高齢者施設等」という。）の社会福祉施設等における対応  

感染症危機における高齢者施設等の社会福祉施設等において必要となる医療提供体制等

について、平時から検討し、有事に備えた準備を行う。 

 

７.感染症危機下の災害対応 

感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄、医療提供体制の強化、避

難所施設の確保、自宅療養者等の避難のための情報共有等の連携体制を整えること等を進

める。また、発災時には、都と連携し、発生地域における状況を適切に把握するとともに、必要

に応じ、避難所における感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を

速やかに行う。 

 

８.記録の作成・保存 

区は、区対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、

これを公表する。 

 

第３節 対策推進のための役割分担 
新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済活動への影響を最小限に

するためには、国、都、区、医療機関、事業者、区民等が互いに協力してそれぞれの役割を果

たし、一体となって感染拡大防止に努めるとともに、区民生活及び経済活動を維持しなければ

ならない。新型インフルエンザ等が発生すれば、誰もがり患する可能性があり、互いに協力し

てそれぞれの役割を果たすことが求められる。 

 

１.国 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

また、国は世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保し、対策

に取り組む。 

国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査や研究の推進
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に努めるとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努め

る。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の発生時におけるワクチンや診断薬、

治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推進する。 

国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位置付けられた

新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等により新型インフルエ

ンザ等対策の点検及び改善に努める。 

また、国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議（以下「閣僚会議」という。）及び閣僚会議を

補佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の枠組みを通じ、政府一体となっ

た取組を総合的に推進する。 

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフルエンザ等

が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応をあらかじめ決定

しておく。 

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定し、対策

を強力に推進する。その際、新型インフルエンザ等対策推進会議（以下「推進会議」という。）等

の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行う

ため、感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。 

 

２.都 

都道府県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担って

おり、基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確保やまん延防止に関し的確

な判断と対応が求められる。 

都は、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、

後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供体制を整備するほ

か、民間検査機関又は医療機関等と検査等措置協定を締結し、検査体制を構築する等、医療

提供体制、検査体制、宿泊療養等の実施体制並びに保健所の対応能力の確保について、計

画的に準備を行う。これにより、感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実

行する。こうした取組においては、都は、特別区及び保健所を設置する市（以下「保健所設置

区市」という。）、感染症指定医療機関、東京都医師会等の関係団体等で構成される東京都感

染症対策連携協議会等を通じ、予防計画や医療計画等について協議を行うことが重要である。 

また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に報告し、進捗確認を行う。これらにより、平

時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や新型インフルエンザ等のまん延を防止

していくための取組を実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づき改善を図る。 

 

３.区 

区は、住民に最も近い行政単位として、区民に対するワクチンの接種や、自宅療養を行う区

民の生活支援、新型インフルエンザ等の発生時における高齢者や障害者等の要配慮者への支
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援に関し、基本的対処方針及び区行動計画に基づき、迅速かつ的確に対策を実施する。対策

の実施に当たっては、都や近隣自治体と緊密な連携を図る。 

区は、感染症法においては、まん延防止に関し、都道府県に準じた役割を果たすことが求め

られている。平時から人員の確保等について計画的に準備を行うとともに、予防計画に基づく

取組状況を毎年度、東京都感染症対策連携協議会において共有するなど、進捗確認を行う。

感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。 

また、都とまん延防止等に関する協議を行い、新型インフルエンザ等の発生前から連携を図

っておく。 

 

４.医療機関等 

医療機関は、新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、新型イン

フルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、都と医療措置協定を

締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具を始めとした感染症対策物資等の確保等を

推進することが求められる。また、新型インフルエンザ等の患者の診療体制を含めた、業務継

続計画の策定及び地域の関係機関との連携を進めることが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保するため、

医療機関は、医療措置協定に基づき、都からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養

者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 

 

５.指定（地方）公共機関 

指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に基づき、新型イ

ンフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

６.登録事業者 

特措法第２８条に規定する特定接種
２

 の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び国

民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発生時にお

いても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができる

よう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策の実施や重要業務の事業

継続等の準備を積極的に行うことが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める。 

 

２ 特措法第２８条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するために行うものであり、国がその緊急の

必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。特定接種の対象となり得る者は、 
①医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の登録を受けているもの

（以下「登録事業者」という。）のうちこれらの業務に従事する者（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。） 
②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員 
③新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員 である。 
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に努めるとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努め

る。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の発生時におけるワクチンや診断薬、
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７.一般の事業者 

事業者は、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求

められる。 

区民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ等の発

生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も想定される。特に

多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹底が求められるため、

平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を行うように努める等、対策を行う必要があ

る。 

 

８.区民 

区民は、新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時

にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、感染症の流行状況等を踏まえ、普

段からの健康管理に加え、基本的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、

人混みを避ける等）等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、新型インフル

エンザ等の発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬、体温計等の衛生用品等、

食料品や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている対策等に

ついての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努める。 
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第４節 区の初動対応 
区は、区行動計画の対象となる新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いが

ある場合には、国や都等の関係機関と連携し、国内外の感染症発生状況に関する情報を速や

かに収集・分析し、事態を的確に把握するとともに、必要に応じて台東区危機管理指針に基づ

く「危機管理情報連絡会議」を開催し、庁内の情報共有と連携により、発生に備える。  

なお、新型インフルエンザ等が国内外で発生が確認されてから、区対策本部を設置するま

での間は、庁内の情報共有と連携を強化し、円滑な対策の実施を図るため、「台東区新型イン

フルエンザ等対策会議」（以下「対策会議」という。）を開催し、以下のとおり初動対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.対策会議 

（１）設置 
新型インフルエンザ等が発生し、都対策本部が設置された時には副区長を委員長とする対

策会議を設置し、全庁的に情報共有と連携を図りつつ、対策を進める。 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）がなされた場合は、直

ちに区対策本部を設置し、対策の実施体制を区対策本部へ移行する。 

緊急事態宣言がなされる前であっても、対策会議において必要と認めた場合には、区対策

本部を設置する。 
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緊急事態宣言が解除され、区対策本部を廃止した時には、対策会議において、それまでの

対策の評価を行い、今後の取組に反映させる。 

 

（２）構成 
ア 委員長    副区長 

イ 副委員長 危機管理室長、健康部長、台東保健所長 

ウ 委員       イ以外の者で東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則（平 

成２５年６月台東区規則第５２号）第４条第１号に掲げる職にある者 

エ 事務局    危機・災害対策課、生活衛生課 

 

（３）所掌事務 
ア 新型インフルエンザ等対策に係る情報収集と情報共有に関すること 

イ 新型インフルエンザ等対策に係る調整に関すること 

ウ 緊急事態宣言がなされる前の段階での区対策本部の設置、その他新型インフルエンザ

等対策の実施体制に関すること 

エ 実施した新型インフルエンザ等対策の評価に関すること 

オ その他、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な事項に関すること 

 

２.対策本部 

（１）設置 
特措法により、政府対策本部長が緊急事態宣言を行ったときには、区長は直ちに区対策本

部を設置する。区対策本部については、特措法で定められたもののほか、必要な事項を定め

るため、東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例（平成２５年６月台東区条例第３８

号）及び東京都台東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則を制定し、全庁的な実施

体制を整備している。 

この条例に基づき、区対策本部は都対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフ

ルエンザ等への対策を総合的に推進する。 

区対策本部長は必要に応じて都対策本部長に対し、都や指定（地方）公共機関等が実施す

る対策に関する総合調整を行うよう要請する。 

 

（２）構成 
ア 本部長    区長 

イ 副本部長 副区長・教育長 

ウ 本部員 

(ア) 部長、担当部長及び参事 

(イ) 会計管理室長及び区議会事務局長 
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(ウ) 教育委員会事務局次長、教育委員会の担当部長及び参事 

(エ)上記の者の所属する部、担当、室及び局の庶務を担当する課の長並びに区議会事

務局次長 

(オ)その他本部長が必要と認める区の職員 

(カ)区を管轄する各消防署長又は各消防署長が指名する各消防署の消防吏員  

エ 本部派遣員 

本部長は特に必要があると認めたときは、指定地方行政機関、区を警備区域とする自

衛隊、他自治体及び指定公共機関等の長に対し、当該機関等の職員の派遣その他の

協力を求めることができる。 

 

本部に本部長室及び部を置き、本部長室は本部長、副本部長及び本部員で構成する。 

本部長は必要に応じ本部の会議を招集する。 
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（２）構成 
ア 本部長    区長 

イ 副本部長 副区長・教育長 

ウ 本部員 

(ア) 部長、担当部長及び参事 

(イ) 会計管理室長及び区議会事務局長 
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(ウ) 教育委員会事務局次長、教育委員会の担当部長及び参事 

(エ)上記の者の所属する部、担当、室及び局の庶務を担当する課の長並びに区議会事

務局次長 

(オ)その他本部長が必要と認める区の職員 

(カ)区を管轄する各消防署長又は各消防署長が指名する各消防署の消防吏員  

エ 本部派遣員 

本部長は特に必要があると認めたときは、指定地方行政機関、区を警備区域とする自

衛隊、他自治体及び指定公共機関等の長に対し、当該機関等の職員の派遣その他の

協力を求めることができる。 

 

本部に本部長室及び部を置き、本部長室は本部長、副本部長及び本部員で構成する。 

本部長は必要に応じ本部の会議を招集する。 
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（３）分掌事務 
部 部長に充てる職 分 掌 事 務 

企画財政部 

（用地・施設活用

担当） 

企画財政部長 

補佐 

用地・施設活用担当部長

１ 新型インフルエンザ等対策関係の予算に関すること。

２ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

総務部 

（危機管理室） 

（会計管理室） 

（国際・都市交流

推進室） 

危機管理室長 

補佐 

総務部長 

国際・都市交流推進室長

会計管理室長 

１ 本部に関すること（健康部に係るものを除く。）。 

２ 本部の指令、要請及び通報の発議に関すること。

３ 新型インフルエンザ等に係る広報及び広聴に関す

ること。 

４ 備蓄資材及び物資の配分計画に関すること。 

５ 社会活動、事業活動等の自粛要請等（他部に係る

ものを除く。）に関すること。 

６ 東京都新型インフルエンザ等対策本部及び防災

関係機関との連絡に関すること。 

７ 公共交通機関及びライフライン事業者との連絡に

関すること。 

８ 庁舎等の保全管理の総括に関すること。 

９ 職員の新型インフルエンザ等の感染予防に係る

啓発に関すること。 

１０ 職員の動員及び服務に関すること。 

１１ 新型インフルエンザ等対策に必要な現金及び物

品の出納及び保管に関すること。 

１２ 新型インフルエンザ等対策の連絡調整に関する

こと。 

１３ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の

応援に関すること。 

区民部 区民部長 
１ 社会活動、事業活動等の自粛要請等（他部に係る

ものを除く。）に関すること。 

２ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

こども家庭部 こども家庭部長 
１ 保育園等における感染予防及び保健衛生に関す

ること。 

２ 社会活動、事業活動等の自粛要請等（他部に係る

ものを除く。）に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

文化産業観光部 

（産業振興担当） 

文化産業観光部長 

補佐 

産業振興担当部長 

１ 観光客等への情報提供に関すること。 

２ 事業者の事業活動の自粛等に関すること。 

３ 中小企業への融資及び相談に関すること。 

４ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 
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部 部長に充てる職 分 掌 事 務 

福祉部 福祉部長 １ 社会福祉施設等における感染防止に関すること。

２ 要配慮者の支援に関すること。 

３ 生活困窮者の援護に関すること。 

４ 遺体の収容等に関すること。 

５ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の

応援に関すること。 

健康部 

（台東保健所） 

健康部長 

補佐 

台東保健所長 

１ 本部に関すること（総務部に係るものを除く。）。 

２ 防疫及び救護の総括に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関す

ること。 

４ 新型インフルエンザ等の感染予防策等の広報に

関すること。 

５ 区民、医療機関等からの相談（保健医療分野に

限る。）に関すること。 

６ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号）に基づく積

極的疫学調査等に関すること。 

７ 新型インフルエンザウイルス等の検査に関するこ

と。 

８ 患者の移送に関すること。 

９ 予防接種に係る調整及び支援に関すること。 

１０ 抗インフルエンザウイルス薬等に関すること。 

１１ 東京都保健医療局及び他保健所との連携に関

すること。 

１２ 地区医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会、

病院等との連絡に関すること。 

１３ 保健医療情報の収集に関すること。 

１４ 医薬品等の確保及び供給に関すること。 

１５ 備蓄資材及び物資の配分計画に関すること。 

１６ 公衆浴場、食品集積所等の衛生確保に関するこ

と。 

１７ 動物愛護及び動物衛生の確保に関すること。 

１８ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生及び医療

に関すること。 
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部 部長に充てる職 分 掌 事 務 

環境清掃部 環境清掃部長 １ ごみの収集及び処理に関すること。 

２ ごみの排出抑制に関すること。 

３ 資源の使用抑制に関すること。 

４ 野鳥の不審死に係るサーベイランスに関すること。

５ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

都市づくり部 

（拠点まちづくり

担当） 

（土木担当） 

都市づくり部長 

補佐 

拠点まちづくり担当部

長 

土木担当部長 

１ 道路、橋梁、河川、公園等の維持管理に関するこ

と。 

２ 道路管理者等との連絡調整に関すること。 

３ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

教育委員会事務局 

（生涯学習推進担

当） 

教育委員会事務局次

長 

補佐 

生涯学習推進担当部

長 

１ 小中学校、幼稚園、こども園等における感染予防

及び保健衛生に関すること。 

２ 幼稚園給食、こども園給食及び学校給食に関する

こと。 

３ 社会活動、事業活動等の自粛要請等（他部に係る

ものを除く。）に関すること。 

４ 東京都教育庁及び学校との連絡に関すること。 

５ 教育及び学びの継続支援に関すること。 

６ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

区議会事務局 区議会事務局長 
１ 議会との連絡に関すること。 

２ 新型インフルエンザ等の発生時における他部の応

援に関すること。 

※参事については、通常の行政組織において所属する当該部の本部員とし、部長の補佐をする。 

 

３.区政機能の維持 

新型インフルエンザ等の発生時には、区は保健医療業務、危機管理業務など、増大する発

生対応業務を実施するとともに、区民生活に必要不可欠な行政機能を維持していく必要があ

る。一方で、職員の感染等により職員の出勤率が低下し、優先的に取り組むべき業務の実施

が困難になることが想定される。 

このため、ＢＣＰにおいて、新型インフルエンザ等発生時、優先的に取り組む業務や継続・縮

小・休止すべき業務等を選定し、人員が限られる状況下でも継続すべき業務が効率的に遂行

できるよう必要な対策を定める。 

各業務の実施に当たっては、新型インフルエンザ等のウイルスの感染力、病原性及び治療薬

の有効性、職員の出勤率などを判断し、弾力的・機動的に行う。 
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第３章 発生段階等の考え方 

１.発生段階の考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、患者発生の状況に応じて講ずべき対応が異なることか

ら、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができるよう、あら

かじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めておく必

要がある。 

発生段階については、政府行動計画及び都行動計画と同様に、準備期、初動期及び対応期

という３つの時期区分を設定する。準備期は、予防や準備等の平時の取組のための部分であ

り、初動期及び対応期は、発生後の対応のための部分である。 

 

２.各段階の概要 

（１）準備期 
新型インフルエンザ等の発生前の段階では、新型インフルエンザ等対策業務の実施に必要

な人員の確保、感染症サーベイランス等の実施体制の構築、抗インフルエンザウイルス薬やワ

クチン接種に必要な資材及び感染症対策物資等の備蓄、区民に対する啓発や区・企業による

業務継続計画等の策定、ＤＸの推進や人材育成、実践的な訓練の実施による対応体制の定期

的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到に行う。 

 

（２）初動期（Ａ） 

感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本部が設置

されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、感染症の特徴や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑え

て、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態

の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。 

 

（３）対応期 
対策項目によっては、以下の四つの時期に区分し対応を切り替える。 

� 封じ込めを念頭に対応する時期（Ｂ） 

� 病原体の性状等に応じて対応する時期（Ｃ－１） 

� ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期（Ｃ－２） 

� 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期（Ｄ） 
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第３章 発生段階等の考え方 

１.発生段階の考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、患者発生の状況に応じて講ずべき対応が異なることか
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かじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めておく必
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という３つの時期区分を設定する。準備期は、予防や準備等の平時の取組のための部分であ

り、初動期及び対応期は、発生後の対応のための部分である。 

 

２.各段階の概要 

（１）準備期 
新型インフルエンザ等の発生前の段階では、新型インフルエンザ等対策業務の実施に必要

な人員の確保、感染症サーベイランス等の実施体制の構築、抗インフルエンザウイルス薬やワ

クチン接種に必要な資材及び感染症対策物資等の備蓄、区民に対する啓発や区・企業による

業務継続計画等の策定、ＤＸの推進や人材育成、実践的な訓練の実施による対応体制の定期

的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到に行う。 

 

（２）初動期（Ａ） 

感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本部が設置

されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間、感染症の特徴や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑え

て、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態

の推移に応じて迅速かつ柔軟に対応する。 

 

（３）対応期 
対策項目によっては、以下の四つの時期に区分し対応を切り替える。 

� 封じ込めを念頭に対応する時期（Ｂ） 

� 病原体の性状等に応じて対応する時期（Ｃ－１） 

� ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期（Ｃ－２） 

� 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期（Ｄ） 
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第４章 対策項目 

区行動計画は、新型インフルエンザ等対策の二つの主たる目的である「感染拡大を可能な

限り抑制し、区民の生命及び健康を保護する」こと及び「区民生活及び経済活動に及ぼす影響

を最小化する」ことを達成するための戦略を実現する具体的な対策を定めるものである。 

それぞれの対策の切替えのタイミングを示し、関係機関等においても分かりやすく、取り組

みやすいようにするため、以下の１３項目を区行動計画の主な対策項目とする。 

 

（1） 実施体制 

（2） 情報収集・分析 

（3） サーベイランス 

（4） 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

（5） 水際対策 

（6） まん延防止 

（7） ワクチン 

（8） 医療 

（9） 治療薬・治療法 

（10）検査 

（11）保健 

（12）物資 

（13）区民生活及び経済活動の安定の確保 

 

１.対策項目ごとの基本理念と目標 

主な対策項目である１３項目は、新型インフルエンザ等対策の主たる目的の実現に当たって、

それぞれの項目が関連し合っていることから、一連の対策として実施される必要がある。その

ため、以下に示す（１）から（１３）までのそれぞれの対策項目の基本理念と目標を把握し、対策

の全体像や相互の連携を意識しながら対策を行うことが重要である。 

 

（１）実施体制 
感染症危機は区民の生命及び健康、区民生活及び経済活動に広く大きな被害を及ぼすこ

とから、医療従事者や区民・事業者の協力の下、国や都、近隣自治体とも連携し、実効的な対

策を講じていくことが重要である。そのため、新型インフルエンザ等の発生前から、関係機関

間において緊密な連携を維持しつつ、人材の確保・育成や実践的な訓練等を通じて対応能力

を高めておく必要がある。 

新型インフルエンザ等の発生時に、平時における準備を基に、迅速な情報収集・分析及びリ

スク評価を行い、的確な政策判断とその実行につなげていくことで、感染拡大を可能な限り抑
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スク評価を行い、的確な政策判断とその実行につなげていくことで、感染拡大を可能な限り抑
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制し、区民の生命及び健康を保護し、区民生活及び経済活動に及ぼす影響を最小化する。 

 

（２）情報収集・分析 
感染拡大防止を目的としつつ、状況に応じて区民生活及び経済活動との両立を見据えた政

策上の意思決定に資するよう、体系的かつ包括的に情報収集・分析及びリスク評価を行うこと

が重要である。そのため、新型インフルエンザ等の発生前から、効率的な情報収集・分析や提

供の体制を整備するとともに、定期的な情報収集・分析や有事に備えた情報の整理・把握手段

の確保を行う。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症（発生状況や病原体の特徴等）及び医療の状

況等の情報収集・分析並びにリスク評価を実施するとともに、区民生活及び経済活動に関す

る情報等を収集し、リスク評価を踏まえた判断に際し考慮することで、感染症対策と社会経済

活動の両立を見据えた対策の判断につなげられるようにする。 

 

（３）サーベイランス 
感染症危機管理上の判断に資するよう、新型インフルエンザ等の早期探知、発生動向の把

握及びリスク評価を迅速かつ適切に行うことが重要である。そのため、新型インフルエンザ等

の発生前からサーベイランス体制の構築を行うとともに、平時のサーベイランスを実施する。 

新型インフルエンザ等の発生時には、有事の感染症サーベイランスの実施及びリスク評価を

実施し、感染症対策の強化又は緩和の判断につなげられるようにする。 

 

（４）情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
感染症危機においては、様々な情報が錯綜（さくそう）しやすく、不安とともに、偏見・差別等

が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中で、表現の自由に十分配

慮しつつ、各種対策を効果的に行う必要があり、その時点で把握している科学的根拠等に基

づいた正確な情報を迅速に提供するとともに、可能な限り双方向のコミュニケーションを行い、

区民、国、都、医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、区民等が適

切に判断・行動できるようにすることが重要である。このため、区は、平時から、区民等の感染

症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、想定される事態に備え、

リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。 

 

（５）水際対策 
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合は、病原体の国内侵入を完全に防ぐことは困

難であることを前提としつつ、国は、新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の

状況等を踏まえ、迅速に検疫措置の強化や入国制限等の水際対策を実施することにより、国

内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入をできる限り遅らせ、医療提供体制の確保等の

感染症危機への対策に対応する準備のための時間を確保する。 
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国による検疫措置の強化や入国制限等の水際対策の決定に当たっては、感染症の特徴や

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配

慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが国民生活及び社会経済活動に与える

影響を総合的に勘案し、その内容が検討され、実施される。 

区は、国内外から多くの来街者が訪れる日本有数の観光都市であり、海外等で新興感染症

が発生した際には早期から感染症が持ち込まれ、拡大するリスクが高い。 

このため、区は、国や都等と連携しながら、居宅等待機者等に対する健康監視等を行うこと

で、国や都等の水際対策に協力する。 

 

（６）まん延防止 
新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめるととも

に、区民生活及び経済活動への影響を最小化することを目的とする。適切な医療の提供等と

あわせて、必要に応じてまん延防止対策を講ずることで、感染拡大のスピードやピークを抑制

し、治療を要する患者数を医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげることが

重要である。特に、有効な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまでの間は、公衆衛生

上の観点から実施するまん延防止対策は重要な施策である。このため、病原体の性状等を踏

まえたリスク評価を適時適切に行い、強化された医療提供体制においても医療がひっ迫する

水準の大規模な感染拡大が生じるおそれのある場合には、特措法に基づき、政府対策本部は、

必要と考えられる地域・期間等において、迅速にまん延防止等重点措置や緊急事態措置の公

示を行う。 

一方で、特措法第５条において、国民の自由と権利に制限を加える場合、その制限は新型イ

ンフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとするとされていることや、まん延防止

対策が社会経済活動に大きな影響を与える面があることを踏まえ、対策の効果と影響を総合

的に勘案し、新型インフルエンザ等の病原性や感染性等に関する情報、ワクチン及び治療薬の

開発や普及等の状況の変化に応じて、実施しているまん延防止対策の縮小や中止等の見直し

を機動的に行うことが重要である。 

 

（７）ワクチン 
ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、区民の健康を守るとともに、

受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提供体制が対応可能な範囲内

に収めることは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会経済活動への影響を最小限にと

どめることにつながる。区は、医療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体

的な体制や実施方法について準備をしておく必要がある。 

新型インフルエンザ等の発生時には、国は、国内における開発・生産はもとより、外国からの

輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての手段を通じて、安全で有効なワクチンの

迅速な供給を行う。区は、接種に当たって、事前の計画を踏まえつつ、新型インフルエンザ等に
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関する新たな知見を踏まえた柔軟な運用を行う。 

 

（８）医療 
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、人々の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療提供体制の確保は、健康被害を最小限

にとどめ、区民が安心して生活を送るという目的を達成する上で、不可欠な要素である。また、

健康被害を最小限にとどめることは、社会経済活動への影響を最小限にとどめることにもつな

がる。 

感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療の提供を滞り

なく継続するために、平時から、予防計画及び都が策定する医療計画に基づき、有事に関係

機関が連携して感染症医療を提供できる体制を整備する。感染症危機には、通常医療との両

立を念頭に置きつつ、感染症医療の提供体制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する

状況に機動的かつ柔軟に対応することで、区民の生命及び健康を保護する。 

 

（９）治療薬・治療法 
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、人々の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがあることから、健康被害や社会経済活動への影響を最小限

にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素であり、治療薬の開発・実用化等と治療法の確

立は重要な位置付けのものとなる。 

新型インフルエンザ等の発生時に治療薬・治療法を早期に実用化し、患者へ提供可能とす

ることが重要であり、国が主体となって、平時から、大学等の研究機関や製薬企業等の研究開

発力向上のための施策を講じ、人材の育成・確保や技術の維持向上を図るとともに、治療薬

の開発が必要な感染症（重点感染症
３

 ）に対する情報収集・分析を行い、未知の感染症も念頭

に置いた研究開発を推進する。国は、新型インフルエンザ等の発生時に、平時に整備した研究

開発体制を活用し、速やかに治療薬の実用化に向けた取組を実施する。 

また、国は、新型インフルエンザ等の発生時に治療薬の安定的な供給を確保し、迅速に必要

な患者に投与できるよう、平時から製造能力の強化等を図るとともに、医療機関や薬局へ円

滑に流通させる体制を整理し、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに体制が構築できる

よう必要な準備・訓練等を行う。 

 

（１０）検査 
新型インフルエンザ等の発生時における検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、

患者を診断し早期に治療につなげること及び流行の実態を把握することである。また、検査の

 

３ 重点感染症は、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い

医薬品等（ＭＣＭ）の利用可能性を確保することが必要な感染症で、厚生労働省において指定されたものを指す。将来の新型インフルエン

ザ等の発生時における対策の基盤とするため、平時においては、重点感染症を対象とした医薬品等の対策を実施する。 
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適切な実施は、まん延防止対策の適切な検討及び実施や、柔軟かつ機動的な対策の切替え

のためにも重要である。更に、検査が必要な者が必要なときに迅速に検査を受けることができ

ることは、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめることや、感染

拡大防止と社会経済活動の両立にも寄与し得る。このため、新型インフルエンザ等の発生時に

必要な検査が円滑に実施される必要があり、新型インフルエンザ等の発生当初から研究開発

や検査拡充等の体制を迅速に整備することが重要である。また、状況の変化に合わせて、病

原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や検査の特性等を踏まえ、リスク評価に基づき

検査実施の方針を適時かつ柔軟に変更し、検査体制を見直していくことが重要である。 

 

（１１）保健 
新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なることから、地域の感染状況や医療

提供体制の状況等に応じた対策を実施し、区民の生命及び健康を保護する必要がある。その

際、区民への情報提供・共有、リスクコミュニケーションを適切に行い、地域の理解や協力を得

ることが重要である。 

効果的な新型インフルエンザ等対策を実施するため、保健所は、検査の実施及びその結果

分析並びに積極的疫学調査による接触者の探索や感染源の推定を通じ、患者の発生動向の

把握から都に対する情報提供・共有まで重要な役割を担う。 

保健所は、新型インフルエンザ等の感染が拡大し、多数の患者が発生した場合には、積極的

疫学調査、健康観察、検査結果の分析等の業務負荷の急増が想定される。このため、平時か

ら情報収集体制や人員体制の構築、新型インフルエンザ等の発生時に優先的に取り組むべき

業務の整理、ＩＣＴの活用等を通じた業務効率化・省力化を行って地域における新型インフル

エンザ等対策を推進する。 

 

（１２）物資 
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延するおそれがあり、感染

症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等の不足により、新型イン

フルエンザ等対策が滞り、区民の生命及び健康への影響が生じることを防ぐことが重要である。

このため、平時から備蓄等の推進や定期的な備蓄状況の確認等が重要である。 

国は、平時から医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等を推進するとともに、感染

症対策物資等の需給状況の把握等のために必要な体制を整備する。 

また、国及び都は、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症対策物資等の需給状況の把

握を行い、不足が懸念される場合等には、医療機関等で必要な感染症対策物資等が確保さ

れるよう取り組む。 

区は、必要に応じ、都が行政備蓄の配布を行うまでの間、不足する個人防護具を医療機関

等に対し配布する。 
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（１３）区民生活及び経済活動の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、区民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、区民生

活及び経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。このため、新型インフルエンザ等の発生

時に備え、事業者や区民等に必要な準備を行うことを勧奨するとともに、事業者や区民等に対

する支援実施のための準備を行う。新型インフルエンザ等の発生時には、区民生活及び経済

活動の安定の確保に必要な対策や支援を行う。また、事業者や区民等は、平時の準備を基に、

自ら事業継続や感染防止に努める。 

  

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第１節 準備期 
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第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合は、事態を的確に把握

し、関係機関が一丸となって取組を推進することが重要である。そのため、あらかじめ、役割を

整理するとともに、有事の際に機能する指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成

及び確認、それぞれの役割を実現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。 

また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定期的な会議

の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。 

 

１.区行動計画等の作成・変更 

区は、区行動計画を作成・変更する。その際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知

識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。（健康部） 

 

２.実践的な訓練の実施 

区は、政府行動計画及び都行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備え

た実践的な訓練を実施する。（総務部・健康部） 

 

３.体制整備・強化 

① 区は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施するために

必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、ＢＣＰを

作成・変更する。（健康部・関係各部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材、職員等について、キャリア形成の

支援等を行いながら、訓練や養成等を推進する。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、有事において迅速に情報提供・共有を行い、助言を得ることができるよう、医療、

公衆衛生、社会経済等の感染症危機管理に関連する分野の専門家と平時から連携を

強化する。（健康部） 

 

④ 区は、区として一体的・整合的な情報提供・共有を行うことができるよう、必要な体制を

整備する。（総務部・健康部） 

 

⑤ 区は、平時から、国や都と連携し、区民等に対し、感染症に関する基本的な情報や感染
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（１３）区民生活及び経済活動の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には、区民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、区民生

活及び経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。このため、新型インフルエンザ等の発生

時に備え、事業者や区民等に必要な準備を行うことを勧奨するとともに、事業者や区民等に対

する支援実施のための準備を行う。新型インフルエンザ等の発生時には、区民生活及び経済

活動の安定の確保に必要な対策や支援を行う。また、事業者や区民等は、平時の準備を基に、

自ら事業継続や感染防止に努める。 
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第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合は、事態を的確に把握

し、関係機関が一丸となって取組を推進することが重要である。そのため、あらかじめ、役割を

整理するとともに、有事の際に機能する指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成

及び確認、それぞれの役割を実現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。 

また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定期的な会議

の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。 

 

１.区行動計画等の作成・変更 

区は、区行動計画を作成・変更する。その際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知

識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。（健康部） 

 

２.実践的な訓練の実施 

区は、政府行動計画及び都行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備え

た実践的な訓練を実施する。（総務部・健康部） 

 

３.体制整備・強化 

① 区は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施するために

必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、ＢＣＰを

作成・変更する。（健康部・関係各部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材、職員等について、キャリア形成の

支援等を行いながら、訓練や養成等を推進する。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、有事において迅速に情報提供・共有を行い、助言を得ることができるよう、医療、

公衆衛生、社会経済等の感染症危機管理に関連する分野の専門家と平時から連携を

強化する。（健康部） 

 

④ 区は、区として一体的・整合的な情報提供・共有を行うことができるよう、必要な体制を

整備する。（総務部・健康部） 

 

⑤ 区は、平時から、国や都と連携し、区民等に対し、感染症に関する基本的な情報や感染
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症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報やその対策等について、

分かりやすく情報提供・共有を行う。（健康部） 

 

⑥ 区は、感染症危機管理における情報収集・分析について、国及び都等の関係者と連携

し、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に収集・分析、解釈し、感染症対

策における意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を入手する体制を構築する。

（健康部） 

 

⑦ 区は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築のため、研修

や訓練等を実施するとともに、連携強化や役割分担に関する調整を行う。（総務部・健

康部） 

 

⑧ 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員等の養成等を行う。特に国や国立健康

危機管理研究機構（Ｊａｐａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）（以下「ＪＩＨＳ」とい

う。）、都の研修等を積極的に活用しつつ、地域の感染症対策の中核となる保健所の人

材の確保や育成に努める。（総務部・健康部） 

 

４.関係機関の連携の強化 

① 国、都、区及び指定（地方）公共機関は、相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に

備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。（総務部・健康部） 

 

② 国、都、区及び指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業

界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等をはじめとした連携体制を構築す

る。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、東京都が感染症法に基づき組織する東京都感染症対策連携協議会に参加し、入

院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の方針、情報共

有の在り方等について協議する。その協議結果及び国が定める基本指針等を踏まえた

予防計画を策定・変更する。 

なお、予防計画を策定・変更する際には、特措法に基づく行動計画、地域保健対策の推

進に関する基本的な指針に基づく健康危機対処計画と整合性の確保を図る。（健康部） 

 

④ 区は、特措法第２６条の２から第２６条の４までに基づく都道府県による代行や応援の具

体的な運用方法について、都と事前に調整し、着実な準備を進める。（総務部・健康部） 

 

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１章 実施体制 

第２節 初動期 
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第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機管理として事

態を的確に把握するとともに、区民の生命及び健康を保護するため、緊急かつ総合的な対応

を行う必要がある。そのため、準備期における検討等に基づき、必要に応じて危機管理情報連

絡会議等を開催し、区及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型

インフルエンザ等対策を迅速に実施する。 

 

１.新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置 

① 区は、国、都から、特措法、感染症法及び検疫法（昭和２６年法律第２０１号）上の感染症

の類型決定についての情報収集を積極的に行う。（健康部） 

 

② 区は、必要に応じて速やかに危機管理情報連絡会議を開催し、危機情報の連絡及び共

有を行うとともに、危機に対処するための対応策の検討を行う。（総務部・健康部） 

 

２.新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

世界保健機関（ＷＨＯ）が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表（ＰＨＥ

ＩＣ宣言等）する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、国は、直ちに関係部

局や関係省庁等間での情報共有を行う。また、感染症の発生動向や、状況の推移に応じ必要

となる感染症法、検疫法及び特措法上の措置を的確に実施するため、各法律の適用対象の類

型のいずれに該当するかの検討を行い、必要となる政令の改正等を実施する。厚生労働大臣

は、新型インフルエンザ等が発生したと認めたときは、速やかにその旨を公表するとともに、内

閣総理大臣に報告する。 

 

内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等の発生の報告があったときは、り患した場合の症状

の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認められる場合を除き、閣議にかけ

て、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に

報告するとともに、公示する。 

 

国が政府対策本部を設置した場合や都が都対策本部を設置した場合において、区は、対策

会議を開催し、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準

備を進める。 

なお、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに区対策本部を設置し、対策の実施体制を対

策本部へ移行する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

区は、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。（総務部・健康部・関係各部）  
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症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報やその対策等について、

分かりやすく情報提供・共有を行う。（健康部） 

 

⑥ 区は、感染症危機管理における情報収集・分析について、国及び都等の関係者と連携

し、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に収集・分析、解釈し、感染症対

策における意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を入手する体制を構築する。

（健康部） 

 

⑦ 区は、新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築のため、研修

や訓練等を実施するとともに、連携強化や役割分担に関する調整を行う。（総務部・健

康部） 

 

⑧ 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員等の養成等を行う。特に国や国立健康

危機管理研究機構（Ｊａｐａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）（以下「ＪＩＨＳ」とい

う。）、都の研修等を積極的に活用しつつ、地域の感染症対策の中核となる保健所の人

材の確保や育成に努める。（総務部・健康部） 

 

４.関係機関の連携の強化 

① 国、都、区及び指定（地方）公共機関は、相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に

備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。（総務部・健康部） 

 

② 国、都、区及び指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業

界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等をはじめとした連携体制を構築す

る。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、東京都が感染症法に基づき組織する東京都感染症対策連携協議会に参加し、入

院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の方針、情報共

有の在り方等について協議する。その協議結果及び国が定める基本指針等を踏まえた

予防計画を策定・変更する。 

なお、予防計画を策定・変更する際には、特措法に基づく行動計画、地域保健対策の推

進に関する基本的な指針に基づく健康危機対処計画と整合性の確保を図る。（健康部） 

 

④ 区は、特措法第２６条の２から第２６条の４までに基づく都道府県による代行や応援の具

体的な運用方法について、都と事前に調整し、着実な準備を進める。（総務部・健康部） 
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第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機管理として事

態を的確に把握するとともに、区民の生命及び健康を保護するため、緊急かつ総合的な対応

を行う必要がある。そのため、準備期における検討等に基づき、必要に応じて危機管理情報連

絡会議等を開催し、区及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型

インフルエンザ等対策を迅速に実施する。 

 

１.新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置 

① 区は、国、都から、特措法、感染症法及び検疫法（昭和２６年法律第２０１号）上の感染症

の類型決定についての情報収集を積極的に行う。（健康部） 

 

② 区は、必要に応じて速やかに危機管理情報連絡会議を開催し、危機情報の連絡及び共

有を行うとともに、危機に対処するための対応策の検討を行う。（総務部・健康部） 

 

２.新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

世界保健機関（ＷＨＯ）が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表（ＰＨＥ

ＩＣ宣言等）する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、国は、直ちに関係部

局や関係省庁等間での情報共有を行う。また、感染症の発生動向や、状況の推移に応じ必要

となる感染症法、検疫法及び特措法上の措置を的確に実施するため、各法律の適用対象の類

型のいずれに該当するかの検討を行い、必要となる政令の改正等を実施する。厚生労働大臣

は、新型インフルエンザ等が発生したと認めたときは、速やかにその旨を公表するとともに、内

閣総理大臣に報告する。 

 

内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等の発生の報告があったときは、り患した場合の症状

の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認められる場合を除き、閣議にかけ

て、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に

報告するとともに、公示する。 

 

国が政府対策本部を設置した場合や都が都対策本部を設置した場合において、区は、対策

会議を開催し、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準

備を進める。 

なお、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに区対策本部を設置し、対策の実施体制を対

策本部へ移行する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

区は、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。（総務部・健康部・関係各部）  
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なお、国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認

められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場合には、感染症法等に基づく基本的

な感染症対策を実施する。 

 

（１）区対策本部設置等の情報提供 
① 区は、事態及び区対策本部設置等について、報道発表、ホームページへの掲載、ＳＮＳ

での発信等を通じて区民や事業者等に対し、迅速かつ積極的に情報提供を行う。（総

務部・健康部） 

 

② 区は、区の対応について、医療機関等に迅速かつ的確に情報提供・共有し、今後の対応

について関係機関と緊密に連携していく。（総務部・健康部） 

 

（２）区対策本部設置に当たっての全庁を挙げた体制の構築 
① 区の各部署は、ＢＣＰに基づき既存業務を精査し、応援要員を確保するとともに、職員

が感染により不足しても継続業務を執行できる体制を構築する。（関係各部） 

 

② 区の各部署は、区対策本部が基本的対処方針に基づき具体的な対策を決定するまで

の間、具体の対応を感染症の性質や事態の推移に応じて柔軟かつ的確に実施する。

（関係各部） 

 

（３）迅速な対策の実施に必要な予算の確保 
区は、新型インフルエンザ等の発生及びその可能性がある事態を把握した際には、必要とな

る予算を迅速に確保し、速やかに対策を実施する。また、必要に応じて、国及び都の財政支援

の活用も踏まえ、対策に要する経費について地方債を発行することを検討し、所要の準備を

行う。（企画財政部・関係各部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発生から、

特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束
４

するまで、その間の病原体

の変異も含め、長期間にわたる対応も想定されることから、持続可能な実施体制とすることが

重要である。 

感染症危機の状況並びに区民生活及び経済活動の状況や、各対策の実施状況に応じて柔

軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチ

 

４ 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。 
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ンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動的に

対策を切り替えることで、可能な限り早期に少ない影響で感染症危機に対応することを目指

す。 

 

１.基本となる実施体制の在り方 

区は、政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。（総務部・健康部） 

 

（１）対策の実施体制 
① 区は、国が定める基本的対処方針及びＪＩＨＳ等から提供される感染症の特徴に関する

情報、感染状況や医療提供体制のひっ迫状況、区民生活や経済活動に関する情報等に

基づき、適切な新型インフルエンザ等対策を実施する。（健康部・関係各部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必要な対策

を講ずる。（総務部） 

 

（２）国及び都による総合調整及び指示 
国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき

は、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、新型インフルエンザ等対

策に関する総合調整を行う。新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施

されず、都道府県及び指定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある

等、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、

その必要な限度において国は必要な指示を行う。 

 

国は、感染症法に基づき、都道府県等の区域を越えて人材確保又は移送を行う必要がある

場合等において、都道府県等、医療機関その他の関係機関に対して、まん延防止のために必

要な措置に関する総合調整を行う。あわせて、都道府県等が感染症法等に定める事務の管理

等を適切に行わない場合において、全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要がある

と認めるときは、国は必要な指示を行う。 

なお、国は、都道府県等が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をしようとする際に

は、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く
５

。ただし、緊急を要する場合には、指示した措置

について、厚生科学審議会へ速やかに報告する。 

 

都は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき

 

５ 感染症法第５１条の５第２項 
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なお、国は、り患した場合の病状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認

められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場合には、感染症法等に基づく基本的

な感染症対策を実施する。 

 

（１）区対策本部設置等の情報提供 
① 区は、事態及び区対策本部設置等について、報道発表、ホームページへの掲載、ＳＮＳ

での発信等を通じて区民や事業者等に対し、迅速かつ積極的に情報提供を行う。（総

務部・健康部） 

 

② 区は、区の対応について、医療機関等に迅速かつ的確に情報提供・共有し、今後の対応

について関係機関と緊密に連携していく。（総務部・健康部） 

 

（２）区対策本部設置に当たっての全庁を挙げた体制の構築 
① 区の各部署は、ＢＣＰに基づき既存業務を精査し、応援要員を確保するとともに、職員

が感染により不足しても継続業務を執行できる体制を構築する。（関係各部） 

 

② 区の各部署は、区対策本部が基本的対処方針に基づき具体的な対策を決定するまで

の間、具体の対応を感染症の性質や事態の推移に応じて柔軟かつ的確に実施する。

（関係各部） 

 

（３）迅速な対策の実施に必要な予算の確保 
区は、新型インフルエンザ等の発生及びその可能性がある事態を把握した際には、必要とな

る予算を迅速に確保し、速やかに対策を実施する。また、必要に応じて、国及び都の財政支援

の活用も踏まえ、対策に要する経費について地方債を発行することを検討し、所要の準備を

行う。（企画財政部・関係各部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発生から、

特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束
４

するまで、その間の病原体

の変異も含め、長期間にわたる対応も想定されることから、持続可能な実施体制とすることが

重要である。 

感染症危機の状況並びに区民生活及び経済活動の状況や、各対策の実施状況に応じて柔

軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチ

 

４ 患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。 
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ンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動的に

対策を切り替えることで、可能な限り早期に少ない影響で感染症危機に対応することを目指

す。 

 

１.基本となる実施体制の在り方 

区は、政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。（総務部・健康部） 

 

（１）対策の実施体制 
① 区は、国が定める基本的対処方針及びＪＩＨＳ等から提供される感染症の特徴に関する

情報、感染状況や医療提供体制のひっ迫状況、区民生活や経済活動に関する情報等に

基づき、適切な新型インフルエンザ等対策を実施する。（健康部・関係各部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必要な対策

を講ずる。（総務部） 

 

（２）国及び都による総合調整及び指示 
国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき

は、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、新型インフルエンザ等対

策に関する総合調整を行う。新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、当該総合調整に基づく所要の措置が実施

されず、都道府県及び指定公共機関における緊急かつ一体的な対策が行われる必要がある

等、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、

その必要な限度において国は必要な指示を行う。 

 

国は、感染症法に基づき、都道府県等の区域を越えて人材確保又は移送を行う必要がある

場合等において、都道府県等、医療機関その他の関係機関に対して、まん延防止のために必

要な措置に関する総合調整を行う。あわせて、都道府県等が感染症法等に定める事務の管理

等を適切に行わない場合において、全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要がある

と認めるときは、国は必要な指示を行う。 

なお、国は、都道府県等が行う新感染症に係る事務に関し必要な指示をしようとする際に

は、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く
５

。ただし、緊急を要する場合には、指示した措置

について、厚生科学審議会へ速やかに報告する。 

 

都は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき

 

５ 感染症法第５１条の５第２項 
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は、都及び関係区市町村並びに関係指定（地方）公共機関が実施する都の新型インフルエン

ザ等対策に関する総合調整等を行う。 

 

都は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するた

め必要があると認めるときは、区市町村、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機

関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措置その他のこれらの者が実施する措置に関

し必要な総合調整を行う。あわせて、都は、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん

延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置区市に対し、感染症法に定

める入院勧告又は入院措置に関し必要な指示を行う。 

 

（３）職員の派遣・応援への対応 
① 区は、新型インフルエンザ等のまん延によりその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったと認めるときは、都に対し、特定新型インフルエンザ等対策（特措法第２条

第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。以下同じ。）の事務の代行

を要請する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認

めるときは、他の区市町村又は都に対して応援を求める。（総務部・健康部） 

 

（４）必要な財政上の措置 
区は、国及び都からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行し

て財源を確保し、必要な対策を実施する。（企画財政部） 

 

２.まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等について 

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、以下のとおりと

する。なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、第６章（まん延防止）の記載を参

照する。 

 

（１）まん延防止等重点措置の公示までの手続き等 
国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要請等も踏まえ、

推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、まん延防止等重点措置の公示

等を行う。まん延防止等重点措置の公示は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、都道府県

の特定の区域において感染が拡大し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれ

があり、当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点

措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨を示すものである。 

国等による、まん延防止等重点措置の実施の手続は、以下のとおりである。 
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(ア)関係情報の報告 

国及びＪＩＨＳは、準備期及び初動期から実施している国内外からの情報を収集し分析する

体制について、その時々の必要性に応じて、その情報収集・分析の方法や体制を柔軟に変化

させ、専門家等の意見も聴きつつ、リスク評価を行い、まん延防止等重点措置の実施の判断

に必要な関係情報を政府対策本部長に報告する。 

 

(イ)推進会議への意見聴取 

国は、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるため、基本的対処方針の

変更について、推進会議の意見を聴く。 

 

(ウ)まん延防止等重点措置の決定 

国は、まん延防止等重点措置を実施することを決定する。あわせて、基本的対処方針の変

更に関する推進会議の意見を踏まえ、変更案を決定する。 

 

(エ)公示等 

国は、まん延防止等重点措置の公示を行うとともに、基本的対処方針を変更する。 

 

(オ)期間及び区域の指定 

国は、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域を公示する。また、公示する区域

については、発生区域の存在する都道府県を指定する。ただし、人の流れ等を踏まえ柔軟な区

域設定が可能であることにも留意する。 

 

(カ)都道府県による要請又は命令 

都は、まん延防止等重点措置として、営業時間の変更その他の必要な措置を講ずる要請又

は命令を行うに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の

学識経験者の意見を聴く。 

 

(キ)まん延防止等重点措置を実施する必要のある事態の終了 

国は、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、推進会議の意見

を聴いて、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要のある事態が終了した旨

を公示する。 

 

（２）緊急事態宣言の手続 
緊急事態宣言は、緊急事態措置を講じなければ、医療提供体制の限界を超えてしまい、国

民の生命及び健康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態であることを示すもの

である。緊急事態宣言を行うまでの手続、期間や区域の公示及び解除の手続等については、
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は、都及び関係区市町村並びに関係指定（地方）公共機関が実施する都の新型インフルエン

ザ等対策に関する総合調整等を行う。 

 

都は、感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するた

め必要があると認めるときは、区市町村、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機

関に対し、感染症法に定める入院勧告又は入院措置その他のこれらの者が実施する措置に関

し必要な総合調整を行う。あわせて、都は、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん

延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置区市に対し、感染症法に定

める入院勧告又は入院措置に関し必要な指示を行う。 

 

（３）職員の派遣・応援への対応 
① 区は、新型インフルエンザ等のまん延によりその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったと認めるときは、都に対し、特定新型インフルエンザ等対策（特措法第２条

第２号の２に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。以下同じ。）の事務の代行

を要請する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認

めるときは、他の区市町村又は都に対して応援を求める。（総務部・健康部） 

 

（４）必要な財政上の措置 
区は、国及び都からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行し

て財源を確保し、必要な対策を実施する。（企画財政部） 

 

２.まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等について 

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、以下のとおりと

する。なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、第６章（まん延防止）の記載を参

照する。 

 

（１）まん延防止等重点措置の公示までの手続き等 
国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県からの要請等も踏まえ、

推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更するとともに、まん延防止等重点措置の公示

等を行う。まん延防止等重点措置の公示は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、都道府県

の特定の区域において感染が拡大し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれ

があり、当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点

措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨を示すものである。 

国等による、まん延防止等重点措置の実施の手続は、以下のとおりである。 
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(ア)関係情報の報告 
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緊急事態宣言は、緊急事態措置を講じなければ、医療提供体制の限界を超えてしまい、国

民の生命及び健康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態であることを示すもの

である。緊急事態宣言を行うまでの手続、期間や区域の公示及び解除の手続等については、
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上記「２（１）まん延防止等重点措置の公示までの手続き等」のまん延防止等重点措置の手続と

同様であるが、異なる点は以下のとおりである。 

 

国は、緊急事態宣言を行った旨を国会に報告する。また、国は、緊急事態措置を実施する必

要がなくなったと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言を行い、国会に報告

する。 

 

区は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに区対策本部を設置する。緊急事態措置を的

確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行

う。（総務部・健康部・関係各部） 

 

（３）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 
ア 政府対策本部・都対策本部の廃止 

国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性インフルエンザにり患

した場合の病状の程度に比べておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感

染症法に基づき、国民の大部分が免疫を獲得したこと等により、新型インフルエンザ等感染症

若しくは指定感染症と認められなくなった旨の公表がされたとき、若しくは感染症法に基づき、

新感染症に対し、感染症法に定める措置を適用するために定める政令が廃止されたときに、

必要に応じて推進会議の意見を聴いて、政府対策本部を廃止し、その旨を国会に報告すると

ともに、公示する。 

なお、都は、政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都対策本部を廃止する。 

 

イ 区対策本部の廃止 

区は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態が終了した

旨の公示をいう。）がなされたときは、遅滞なく区対策本部を廃止する。（総務部・健康部） 

  

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第２章 情報収集・分析 

第１節 準備期 

35 

 

第２章 情報収集・分析 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

感染症危機管理において、新型インフルエンザ等による公衆衛生上のリスクの把握や評価、

感染症予防や平時の準備、新型インフルエンザ等の発生の早期探知、発生後の対応等の新型

インフルエンザ等対策の決定を行う上では、情報収集・分析が重要な基礎となる。 

情報収集・分析では、新型インフルエンザ等対策の決定に寄与するため、利用可能なあらゆ

る情報源から体系的かつ包括的に感染症に関する情報を収集・分析し、リスク評価を行い、感

染症対策における意思決定及び実務上の判断に資する情報を提供する。 

情報収集・分析の対象となる情報としては、国内外の感染症の発生状況や対応状況、感染

症サーベイランス等から得られた国内の疫学情報、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等のほか、医療提供体制や人流、区民生活及

び経済活動に関する情報、社会的影響等を含む感染症流行のリスクに関する情報が挙げられ

る。 

平時には、定期的に行う情報収集・分析に加えて、情報内容の整理や把握手段の確保を行

う等、有事に向けた準備を行う。 

 

１.実施体制 

区は、有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情報の収集を行い、必要に応じ関

係機関に速やかに情報提供する体制を平時から整備する。 

また、有事の際に必要な人員の確保や配置を計画的に行う。（総務部・健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

初動期には、新たな感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）に関す

る情報収集・分析及びリスク評価を迅速に行う。また、感染症危機管理上の意思決定等に資

する情報収集・分析を行い、対策の検討を行う。 

 

１.実施体制 

① 区は、国や都から、鳥等との接触歴がなく、持続的なヒト－ヒト感染の可能性が確認さ

れるなど、新型インフルエンザ等の関連情報を入手した場合には、必要に応じ、危機管

理情報連絡会議を開催する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、国及び都等と連携して当該感染症に関

する情報収集・分析及びリスク評価の体制を確立する。（健康部） 
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２.リスク評価 

（１）情報収集・分析に基づくリスク評価 
① 区は、国及びＪＩＨＳ等が行うリスク評価等を踏まえ、医療提供体制、検査体制、保健所

等の各体制について、速やかに有事の体制に移行することを判断するとともに、必要な

準備を行う。（健康部） 

 

② 区は、区民生活及び経済活動に関する情報や社会的影響等についても情報収集を行

い、感染症危機が区民生活及び経済活動等に及ぼす影響を早期に分析することを目

指す。（関係各部） 

 

（２）リスク評価体制の強化 
① 区は、国及び都等と連携し、必要な情報を効率的かつ効果的に収集・分析を行い、継続

的にリスク評価を実施する。（健康部） 

 

② 区は、有事の際に、必要な情報を効率的に集約できるよう、準備期に構築した人的・組

織的ネットワークを最大限に活用し、迅速かつ継続的に情報収集・分析を行う。（健康部） 

 

（３）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、国及び都等と連携し、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。

（健康部） 

 

３.情報収集・分析から得られた情報の公表 

区は、国が公表した感染症情報の分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かり

やすく提供する。 

なお、区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。

（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析（ウイルスの伝播

性・病原性・遺伝子変化などの解析、ウイルス制御に関する様々な分野の情報収集）及びリス

ク評価を行い、新型インフルエンザ等対策の決定等に資する情報収集・分析を行う。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大防止と区民生活及び経済活動と

の両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資するよう、リスク評価を

継続的に実施する。 
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１.実施体制 

区は、準備期・初動期において整備した情報提供体制をもとに、国及び都等から得られた情

報を速やかに収集・分析し、その結果を区民や医療機関等へ幅広く提供する。（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）情報収集・分析に基づくリスク評価 
区は、国及び都と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、国内での発生状況、臨床像に関する情報について分析し、包括的なリスク評

価を行う。リスク評価に当たっては、国際機関、研究機関等の情報や、国、検疫所、ＪＩＨＳ及び

都道府県からの報告、積極的疫学調査等により得られた結果等の情報収集・分析に基づき、

リスク評価を実施する。 

この際、感染症危機の経過や状況の変化、これらを踏まえた政策上の意思決定及び実務上

の判断の必要性に応じた包括的なリスク評価を実施する。 

なお、リスク評価に基づく感染症対策の判断に当たっては、区民生活及び経済活動に関す

る情報や社会的影響等についても、考慮する。（総務部・健康部） 

 

（２）リスク評価に基づく情報収集・分析手法の検討及び実施 
① 区は、積極的に国及び都等と連携し、国が実施するリスク評価に協力する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査等

の対象範囲や調査項目を見直す。（健康部） 

 

③ 区は、国及び都等から提供されたまん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等に

関する分析結果について、区民等に分かりやすく情報を提供・共有する。（総務部・健康

部） 

 

（３）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。また、流行状況やリスク

評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を見直し、切り替える。（健康部） 

 

３.情報収集・分析から得られた情報の公表 

区は、国及び都等が公表した感染症情報の分析結果に基づく正確な情報について、区民等

へ分かりやすく提供する。 

なお、区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。

（健康部）  
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区は、国及び都等と連携し、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。

（健康部） 

 

３.情報収集・分析から得られた情報の公表 

区は、国が公表した感染症情報の分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かり

やすく提供する。 

なお、区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。

（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析（ウイルスの伝播

性・病原性・遺伝子変化などの解析、ウイルス制御に関する様々な分野の情報収集）及びリス

ク評価を行い、新型インフルエンザ等対策の決定等に資する情報収集・分析を行う。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染拡大防止と区民生活及び経済活動と

の両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資するよう、リスク評価を

継続的に実施する。 
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１.実施体制 

区は、準備期・初動期において整備した情報提供体制をもとに、国及び都等から得られた情

報を速やかに収集・分析し、その結果を区民や医療機関等へ幅広く提供する。（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）情報収集・分析に基づくリスク評価 
区は、国及び都と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、国内での発生状況、臨床像に関する情報について分析し、包括的なリスク評

価を行う。リスク評価に当たっては、国際機関、研究機関等の情報や、国、検疫所、ＪＩＨＳ及び

都道府県からの報告、積極的疫学調査等により得られた結果等の情報収集・分析に基づき、

リスク評価を実施する。 

この際、感染症危機の経過や状況の変化、これらを踏まえた政策上の意思決定及び実務上

の判断の必要性に応じた包括的なリスク評価を実施する。 

なお、リスク評価に基づく感染症対策の判断に当たっては、区民生活及び経済活動に関す

る情報や社会的影響等についても、考慮する。（総務部・健康部） 

 

（２）リスク評価に基づく情報収集・分析手法の検討及び実施 
① 区は、積極的に国及び都等と連携し、国が実施するリスク評価に協力する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査等

の対象範囲や調査項目を見直す。（健康部） 

 

③ 区は、国及び都等から提供されたまん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等に

関する分析結果について、区民等に分かりやすく情報を提供・共有する。（総務部・健康

部） 

 

（３）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、リスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。また、流行状況やリスク

評価に基づき、柔軟かつ機動的に感染症対策を見直し、切り替える。（健康部） 

 

３.情報収集・分析から得られた情報の公表 

区は、国及び都等が公表した感染症情報の分析結果に基づく正確な情報について、区民等

へ分かりやすく提供する。 

なお、区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。

（健康部）  
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第３章 サーベイランス 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

サーベイランスとは、感染症の予防と対策に迅速に還元するため、新型インフルエンザ等の

発生時に患者の発生動向や海外からの病原体の流入等を体系的かつ統一的な手法で、持続

的かつ重層的に収集・分析を行う取組等をいう。 

新型インフルエンザ等への対策を適時適切に実施するためには、国が海外での新型インフ

ルエンザ等の発生の迅速な察知、発生状況やウイルスの特徴等についての速やかな情報収

集・分析を行う一方で、区においては地域における発生状況の迅速な把握や必要な対策を実

施した上で、その結果を評価することが大切である。そのためには、平時からサーベイランス体

制を確立し、情報を速やかに収集・分析することが重要である。 

このため、平時から感染症サーベイランスシステムやあらゆる情報源の活用により、感染症

の異常な発生を早期に探知するとともに、区内の新型インフルエンザ等の発生状況、患者の発

生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等の

情報を収集する。これらの情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につな

げる。 

 

１.実施体制 

国は、平時から感染症の発生動向等を都道府県等が把握できるよう、指定届出機関
６

 から

の患者報告や、ＪＩＨＳや地方衛生研究所等からの病原体の検出状況やゲノム情報等の報告が

なされる体制を整備する。また、国は、ＪＩＨＳと連携し、国内における新型インフルエンザ等の発

生等を早期に探知することを目的に、海外における感染症の発生動向等に関する情報を集

約・分析する。 

 

都は、感染症サーベイランスシステム、感染症健康危機管理情報ネットワークシステム（Ｋ－

ｎｅｔ）
７

 等を活用し、迅速かつ的確な情報収集・分析を行い、都、保健所、東京都健康安全研究

センター、医療機関における緊密な情報連携体制の構築を実現する。また、有事の際の円滑な

情報収集を実現するため、保健所と協力し、医療機関による電磁的方法による発生届の提出

を促進する。 

 

区は、感染症危機対応時における、業務量の大幅な増加に備え、平時から医療機関・都等と

 

６ 感染症法第１４条第１項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感染症のうち厚生労働省令で定

めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出

を担当する機関 
 
７ 感染症指定医療機関、都区保健所等の感染症対策に携わる諸機関等において、感染症に係る情報収集・分析機能の強化及び一類感

染症等の発生時における迅速・的確な対応を確保するため、各機関間を結ぶ情報ネットワークシステム 
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の緊密な情報連携体制の構築を実現するとともに、医療機関による電磁的方法による発生届

の提出を促進する等、速やかに体制を拡大できるよう準備を行う。（健康部） 

 

２.平時に行う感染症サーベイランス 

① 区は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症について、

指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向等の複数の情報源から

全国的な流行状況を把握する。（健康部） 

 

② 区は、ＪＩＨＳ等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検体を入手し、インフ

ルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）を平時から把握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状

況について共有する。（健康部） 

 

③ 区は、ワンヘルス・アプローチ
８

 の考え方に基づき、ＪＩＨＳ等と連携し、家きん、豚及び野

生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発生

を監視する。 

また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれの

ある者について保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに

行う体制を整備する。（健康部・環境清掃部） 

 

④ 都及び区は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染

症サーベイランスシステムを利用した疑似症サーベイランス
９

 等による新型インフルエン

ザの早期探知の運用の習熟を行う。（健康部） 

 

３.ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

区は、発生届等の電磁的方法による届出が努力義務とされたことを踏まえ、平時より、医師

や指定届出機関の管理者からの電磁的な方法による発生届及び退院等の届出の提出を促進

する。（健康部） 

 

４.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

 

８ 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むこと。 
 
９ 感染症法第１４条第７項及び第８項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受けた都道府県等が、二類感染症、

三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度

が重篤であるものが発生したとき等に、都内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症に

より死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度 
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第３章 サーベイランス 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

サーベイランスとは、感染症の予防と対策に迅速に還元するため、新型インフルエンザ等の

発生時に患者の発生動向や海外からの病原体の流入等を体系的かつ統一的な手法で、持続

的かつ重層的に収集・分析を行う取組等をいう。 

新型インフルエンザ等への対策を適時適切に実施するためには、国が海外での新型インフ

ルエンザ等の発生の迅速な察知、発生状況やウイルスの特徴等についての速やかな情報収

集・分析を行う一方で、区においては地域における発生状況の迅速な把握や必要な対策を実

施した上で、その結果を評価することが大切である。そのためには、平時からサーベイランス体

制を確立し、情報を速やかに収集・分析することが重要である。 

このため、平時から感染症サーベイランスシステムやあらゆる情報源の活用により、感染症

の異常な発生を早期に探知するとともに、区内の新型インフルエンザ等の発生状況、患者の発

生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等の

情報を収集する。これらの情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につな

げる。 

 

１.実施体制 

国は、平時から感染症の発生動向等を都道府県等が把握できるよう、指定届出機関
６

 から

の患者報告や、ＪＩＨＳや地方衛生研究所等からの病原体の検出状況やゲノム情報等の報告が

なされる体制を整備する。また、国は、ＪＩＨＳと連携し、国内における新型インフルエンザ等の発

生等を早期に探知することを目的に、海外における感染症の発生動向等に関する情報を集

約・分析する。 

 

都は、感染症サーベイランスシステム、感染症健康危機管理情報ネットワークシステム（Ｋ－

ｎｅｔ）
７

 等を活用し、迅速かつ的確な情報収集・分析を行い、都、保健所、東京都健康安全研究

センター、医療機関における緊密な情報連携体制の構築を実現する。また、有事の際の円滑な

情報収集を実現するため、保健所と協力し、医療機関による電磁的方法による発生届の提出

を促進する。 

 

区は、感染症危機対応時における、業務量の大幅な増加に備え、平時から医療機関・都等と

 

６ 感染症法第１４条第１項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感染症のうち厚生労働省令で定

めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出

を担当する機関 
 
７ 感染症指定医療機関、都区保健所等の感染症対策に携わる諸機関等において、感染症に係る情報収集・分析機能の強化及び一類感

染症等の発生時における迅速・的確な対応を確保するため、各機関間を結ぶ情報ネットワークシステム 
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の緊密な情報連携体制の構築を実現するとともに、医療機関による電磁的方法による発生届

の提出を促進する等、速やかに体制を拡大できるよう準備を行う。（健康部） 

 

２.平時に行う感染症サーベイランス 

① 区は、平時から、季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症について、

指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向等の複数の情報源から

全国的な流行状況を把握する。（健康部） 

 

② 区は、ＪＩＨＳ等と連携し、指定届出機関からインフルエンザ患者の検体を入手し、インフ

ルエンザウイルスの型・亜型、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）を平時から把握するとともに、感染症サーベイランスシステムを活用し、発生状

況について共有する。（健康部） 

 

③ 区は、ワンヘルス・アプローチ
８

 の考え方に基づき、ＪＩＨＳ等と連携し、家きん、豚及び野

生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型インフルエンザ等の発生

を監視する。 

また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれの

ある者について保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情報共有を速やかに

行う体制を整備する。（健康部・環境清掃部） 

 

④ 都及び区は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染

症サーベイランスシステムを利用した疑似症サーベイランス
９

 等による新型インフルエン

ザの早期探知の運用の習熟を行う。（健康部） 

 

３.ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

区は、発生届等の電磁的方法による届出が努力義務とされたことを踏まえ、平時より、医師

や指定届出機関の管理者からの電磁的な方法による発生届及び退院等の届出の提出を促進

する。（健康部） 

 

４.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

 

８ 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むこと。 
 
９ 感染症法第１４条第７項及び第８項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受けた都道府県等が、二類感染症、

三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度

が重篤であるものが発生したとき等に、都内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症に

より死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度 
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サーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かりやすく提

供・共有する。 

また、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

区は、区内における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の際に、都及び関係機関等と連

携して、速やかに検査を実施することで、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）、臨床像等に関する情報の収集を迅速に行い、リスク評価や感染症危機管理上

の意思決定につなげる。 

 

１.実施体制 

新型インフルエンザウイルス等の特徴の分析や患者の臨床像を把握するため、患者の全数

把握が必要になる。また、帰国者や接触者以外の患者を早期探知することが重要である。 

このため、都が平時において通年実施しているサーベイランスに加え、臨時的にサーベイラ

ンスを追加し、強化する場合、区は協力し実施する。（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）有事の感染症サーベイランス
１０

の開始 
① 区は、国及び都と連携し、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続すると

ともに、新たな感染症の発生を探知した場合には、速やかに疑似症の症例定義の確認

を行い、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。（健康部） 

 

② 区は、感染症の特徴（感染経路等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

臨床像や治療効果、抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入院者数や重症者数

の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイランスを行う等、有事の感染症

サーベイランスを開始する。（健康部） 

 

（２）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、国及び都等と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえた初期段階で

のリスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。（健康部） 

 

 

１０ 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき患者の発生動向（患者発生サーベイランス）、入院

者数、重症者数の収集（入院サーベイランス）、ウイルスゲノム情報の収集（病原体ゲノムサーベイランス）、下水サーベイランス等の複数の

サーベイランスを実施する。 
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３.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

サーベイランスから得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かりやすく情

報提供する。 

なお、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、引き続き新型インフルエンザ等

の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像や治療効果、抗体保有状況等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管

理上の意思決定につなげる。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランスの実施体制の

検討や見直しを行う。 

 

１.実施体制 

区は、初動期に実施していたサーベイランスについて、国及び都等の方針等を踏まえ、実施

方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の検討や見直しを行う。

（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）有事の感染症サーベイランスの実施 
区は、国及び都と連携し、区内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感

染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等について、流行状況

に応じたサーベイランスを実施する。 

また、区は、国及び都が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動

向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。（健康部） 

 

なお、国内の患者数が増加し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報や科

学的知見が蓄積された時点では、患者の全数把握は、その意義が低下するとともに、都道府

県等や医療現場の負担も過大となる。 

 

このため、国は、医療機関からの患者報告による定点把握でも感染動向の把握が可能とな

った際には、患者数の増加に伴う医療機関や保健所等の業務負担も考慮し、患者の全数把握

の必要性を再評価し、定点把握を含めた適切な感染症サーベイランスの実施体制を検討し、
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サーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かりやすく提

供・共有する。 

また、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

区は、区内における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の際に、都及び関係機関等と連

携して、速やかに検査を実施することで、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）、臨床像等に関する情報の収集を迅速に行い、リスク評価や感染症危機管理上

の意思決定につなげる。 

 

１.実施体制 

新型インフルエンザウイルス等の特徴の分析や患者の臨床像を把握するため、患者の全数

把握が必要になる。また、帰国者や接触者以外の患者を早期探知することが重要である。 

このため、都が平時において通年実施しているサーベイランスに加え、臨時的にサーベイラ

ンスを追加し、強化する場合、区は協力し実施する。（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）有事の感染症サーベイランス
１０

の開始 
① 区は、国及び都と連携し、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続すると

ともに、新たな感染症の発生を探知した場合には、速やかに疑似症の症例定義の確認

を行い、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。（健康部） 

 

② 区は、感染症の特徴（感染経路等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

臨床像や治療効果、抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入院者数や重症者数

の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイランスを行う等、有事の感染症

サーベイランスを開始する。（健康部） 

 

（２）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、国及び都等と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえた初期段階で

のリスク評価に基づき、感染症対策を迅速に判断し、実施する。（健康部） 

 

 

１０ 有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき患者の発生動向（患者発生サーベイランス）、入院

者数、重症者数の収集（入院サーベイランス）、ウイルスゲノム情報の収集（病原体ゲノムサーベイランス）、下水サーベイランス等の複数の

サーベイランスを実施する。 
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３.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

サーベイランスから得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民等へ分かりやすく情

報提供する。 

なお、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、引き続き新型インフルエンザ等

の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像や治療効果、抗体保有状況等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管

理上の意思決定につなげる。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランスの実施体制の

検討や見直しを行う。 

 

１.実施体制 

区は、初動期に実施していたサーベイランスについて、国及び都等の方針等を踏まえ、実施

方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の検討や見直しを行う。

（健康部） 

 

２.リスク評価 

（１）有事の感染症サーベイランスの実施 
区は、国及び都と連携し、区内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感

染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等について、流行状況

に応じたサーベイランスを実施する。 

また、区は、国及び都が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動

向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。（健康部） 

 

なお、国内の患者数が増加し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報や科

学的知見が蓄積された時点では、患者の全数把握は、その意義が低下するとともに、都道府

県等や医療現場の負担も過大となる。 

 

このため、国は、医療機関からの患者報告による定点把握でも感染動向の把握が可能とな

った際には、患者数の増加に伴う医療機関や保健所等の業務負担も考慮し、患者の全数把握

の必要性を再評価し、定点把握を含めた適切な感染症サーベイランスの実施体制を検討し、
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適切な時期に移行を実施する。 

 

（２）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、国及び都等と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえたリスク評価

に基づく感染症対策を迅速に判断及び実施する。また、流行状況やリスク評価に基づき、国及

び都の方針や専門家の意見も踏まえ、柔軟かつ機動的に感染症対策を切り替える。（健康部） 

 

３.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

サーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民へ分かりやすく情報

提供する。 

なお、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 
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第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、区民、国、都、医療機関、事業者等と

のリスク情報とその見方の共有等を通じて、区民等が適切に判断・行動できるようにすること

が重要である。このため、区は、平時から、区民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危

機に対する理解を深めるとともに、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取

組を進める必要がある。 

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、

平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情報提供・共有を行い、感染

症に関するリテラシー
１１

 を高めるとともに、区による情報提供・共有に対する認知度・信頼度の

一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限り双方向の

コミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができるよう、発生状況に応じた区民

等への情報提供・共有の項目や手段、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、

更なる情報提供・共有にいかす方法等について整理し、あらかじめ定める。 

 

１.新型インフルエンザ等の発生前における区民等への情報提供・共有 

（１）区における情報提供・共有について 
① 区は、平時から、感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マスク着用

等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等の情報、新型イン

フルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等について、区民等の理解を深め

るため、各種媒体を利用し、可能な限り多言語（やさしい日本語を含む。）や障害者に配

慮した方法で、継続的かつ適時に、分かりやすい情報提供・共有を行う。これらの取組

等を通じ、区による情報提供・共有が有用な情報源として、区民等による認知度・信頼

度が一層向上するよう努める。 

その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与するこ

とについて啓発する。 

また、コールセンター等の設置準備を始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基

づいたリスクコミュニケーションができる体制整備を進める。（健康部） 

 

② 保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大の起点とな

りやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の集団感染が発

生するおそれがあることから、こども家庭部や福祉部や健康部、教育委員会等で連携し

 

１１ 健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力（ヘルスリテラシー）の一環 
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適切な時期に移行を実施する。 

 

（２）リスク評価に基づく感染症対策の判断及び実施 
区は、国及び都等と連携し、感染症サーベイランスで収集した情報等を踏まえたリスク評価

に基づく感染症対策を迅速に判断及び実施する。また、流行状況やリスク評価に基づき、国及

び都の方針や専門家の意見も踏まえ、柔軟かつ機動的に感染症対策を切り替える。（健康部） 

 

３.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

区は、国及び都が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域ごとの実情に応じた

サーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な情報について、区民へ分かりやすく情報

提供する。 

なお、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止への寄与、個人が特定されることのリ

スク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。（健康部） 
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第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、区民、国、都、医療機関、事業者等と

のリスク情報とその見方の共有等を通じて、区民等が適切に判断・行動できるようにすること

が重要である。このため、区は、平時から、区民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危

機に対する理解を深めるとともに、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取

組を進める必要がある。 

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、

平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情報提供・共有を行い、感染

症に関するリテラシー
１１

 を高めるとともに、区による情報提供・共有に対する認知度・信頼度の

一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限り双方向の

コミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができるよう、発生状況に応じた区民

等への情報提供・共有の項目や手段、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、

更なる情報提供・共有にいかす方法等について整理し、あらかじめ定める。 

 

１.新型インフルエンザ等の発生前における区民等への情報提供・共有 

（１）区における情報提供・共有について 
① 区は、平時から、感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マスク着用

等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等の情報、新型イン

フルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等について、区民等の理解を深め

るため、各種媒体を利用し、可能な限り多言語（やさしい日本語を含む。）や障害者に配

慮した方法で、継続的かつ適時に、分かりやすい情報提供・共有を行う。これらの取組

等を通じ、区による情報提供・共有が有用な情報源として、区民等による認知度・信頼

度が一層向上するよう努める。 

その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与するこ

とについて啓発する。 

また、コールセンター等の設置準備を始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基

づいたリスクコミュニケーションができる体制整備を進める。（健康部） 

 

② 保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大の起点とな

りやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の集団感染が発

生するおそれがあることから、こども家庭部や福祉部や健康部、教育委員会等で連携し

 

１１ 健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力（ヘルスリテラシー）の一環 
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て、感染症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の現

場をはじめ、子供に対する分かりやすい情報提供・共有を行う。（こども家庭部・福祉

部・健康部・教育委員会） 

 

③ 新型インフルエンザ等についての正確な知識と適切な予防策について周知を図ること

が重要であり、区民一人一人が感染予防策を理解することで、初めて感染拡大防止が

可能となる。そのため区は、リーフレット、ホームページ、ＳＮＳ等により、新型インフルエ

ンザ等の感染予防策を周知し、発生した場合は、都や区からの情報に従って医療機関

の受診をするなど、感染拡大防止策の普及啓発を図る。（健康部） 

 

（２）偏見・差別等に関する啓発 
区は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医療

従事者、帰国者、外国人そのほかの新型インフルエンザ等に関連する者に対する偏見・差別等

は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対

策の妨げにもなることなど、正確な知識等が情報の受取手に適切に伝わるよう留意しながら、

啓発する。（関係各部） 

 

（３）偽・誤情報に関する啓発 
① 区は、感染症危機において、偽・誤情報の流布、更にＳＮＳ等によって増幅されるインフ

ォデミック
１２

 の問題が生じ得ることから、ＡＩ（人工知能）技術の進展・普及状況等も踏ま

えつつ、区民等のメディアや情報に関するリテラシーの向上が図られるように、情報の

受取手に適切に伝わるよう留意しながら、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発

を行う。（総務部・健康部） 

 

② 区は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等を踏ま

えつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、区民等が正確な

情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

③ 区は、これらの取組等を通じ、区による情報提供・共有が有用な情報源として、区民等

による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。（総務部・健康部） 

 

２.迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備 

区は、情報提供・共有の体制整備等として、以下の取組を行う。 

 

１２ 信頼性の高い情報とそうではない情報が入り混じって不安や恐怖とともに急激に拡散され、社会に混乱をもたらす状況 
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（1） 区は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて区民等へ情報提供・共有する内容に

ついて整理する。また、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語

能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、情

報提供・共有する媒体や方法について整理する。（関係各部） 

 

（2） 区は、区として一体的・整合的ないわゆるワンボイス
１３

 での情報提供・共有を行うことが

できるよう、必要な体制を整備する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

（3） 区は、国から示される感染症の発生状況等に関する公表基準等に基づき、個人情報や

プライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報提供・共有を行う。（健康

部） 

 

３.双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

① 区は、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適

切に行うことができるよう、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、情報の受取手の反

応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理し、必

要な体制を整備する。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を進める。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、区民等に新型

インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確な情報提供・共有を行い、準

備を促す必要がある。 

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、

区民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で最新の科学的根拠等に基づいた正確な情報

について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行う

よう努める。また、感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨

げにもなること等について情報提供・共有し、理解を求めるとともに、偽・誤情報の拡散状況等

を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民

等の不安の解消等に努める。 

 

 

１３ ワンボイスの原則とは、スポークスパーソンを一人に限定することではなく、危機管理を担う多様な情報源からであっても一貫した

情報提供・共有をすることをいう。 
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て、感染症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の現

場をはじめ、子供に対する分かりやすい情報提供・共有を行う。（こども家庭部・福祉

部・健康部・教育委員会） 

 

③ 新型インフルエンザ等についての正確な知識と適切な予防策について周知を図ること

が重要であり、区民一人一人が感染予防策を理解することで、初めて感染拡大防止が

可能となる。そのため区は、リーフレット、ホームページ、ＳＮＳ等により、新型インフルエ

ンザ等の感染予防策を周知し、発生した場合は、都や区からの情報に従って医療機関

の受診をするなど、感染拡大防止策の普及啓発を図る。（健康部） 

 

（２）偏見・差別等に関する啓発 
区は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医療

従事者、帰国者、外国人そのほかの新型インフルエンザ等に関連する者に対する偏見・差別等

は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対

策の妨げにもなることなど、正確な知識等が情報の受取手に適切に伝わるよう留意しながら、

啓発する。（関係各部） 

 

（３）偽・誤情報に関する啓発 
① 区は、感染症危機において、偽・誤情報の流布、更にＳＮＳ等によって増幅されるインフ

ォデミック
１２

 の問題が生じ得ることから、ＡＩ（人工知能）技術の進展・普及状況等も踏ま

えつつ、区民等のメディアや情報に関するリテラシーの向上が図られるように、情報の

受取手に適切に伝わるよう留意しながら、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発

を行う。（総務部・健康部） 

 

② 区は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等を踏ま

えつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有する等、区民等が正確な

情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

③ 区は、これらの取組等を通じ、区による情報提供・共有が有用な情報源として、区民等

による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。（総務部・健康部） 

 

２.迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備 

区は、情報提供・共有の体制整備等として、以下の取組を行う。 

 

１２ 信頼性の高い情報とそうではない情報が入り混じって不安や恐怖とともに急激に拡散され、社会に混乱をもたらす状況 
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（1） 区は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じて区民等へ情報提供・共有する内容に

ついて整理する。また、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語

能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、情

報提供・共有する媒体や方法について整理する。（関係各部） 

 

（2） 区は、区として一体的・整合的ないわゆるワンボイス
１３

 での情報提供・共有を行うことが

できるよう、必要な体制を整備する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

（3） 区は、国から示される感染症の発生状況等に関する公表基準等に基づき、個人情報や

プライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報提供・共有を行う。（健康

部） 

 

３.双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

① 区は、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適

切に行うことができるよう、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、情報の受取手の反

応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理し、必

要な体制を整備する。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を進める。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、区民等に新型

インフルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確な情報提供・共有を行い、準

備を促す必要がある。 

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、

区民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で最新の科学的根拠等に基づいた正確な情報

について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行う

よう努める。また、感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨

げにもなること等について情報提供・共有し、理解を求めるとともに、偽・誤情報の拡散状況等

を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民

等の不安の解消等に努める。 

 

 

１３ ワンボイスの原則とは、スポークスパーソンを一人に限定することではなく、危機管理を担う多様な情報源からであっても一貫した

情報提供・共有をすることをいう。 
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１.情報提供・共有について 

① 区は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制を強化し、区民に対して必

要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行う。（健康部） 

  

② 区は、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十分でない

外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や

方法での情報提供・共有を行う。（関係各部） 

 

③ 区は、患者や医療従事者及びそれらの家族等関係者への偏見をなくすため、区民や報

道機関等に対しては偏見や誤解を生まない適切な情報発信を促す。（総務部・健康部） 

 

④ 区は、感染症の発生状況や留意すべき点をまとめた総覧できるウェブサイトを必要に応

じて立ち上げる。（健康部） 

 

⑤ 区は、国から示される新型インフルエンザ等の発生状況等に関する公表基準等に基づ

き、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報提供・共有

を行う。（健康部） 

 

２.双方向のコミュニケーションの実施 

① 区は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要で

あることから、一方向の情報提供だけでなく、ＳＮＳの動向やコールセンター等に寄せら

れた意見等を通じて、情報の受取手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュ

ニケーションに基づくリスクコミュニケーションを行うよう努める。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するとともに、国から提供された

Ｑ＆Ａをホームページへ掲載する。（健康部） 

 

３.偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 区は、感染症は誰でも感染する可能性があるものであり、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者に対する

偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動

を控える等感染症対策の妨げにもなること等について区民及び事業者に理解を求める。

また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるように留意しながら情報

提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する各種相談窓口に関する情報を整理し、

区民等に周知する。（関係各部） 
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② 区は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等を踏ま

えつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、

区民等が正確な情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、区民を含めた関係者の理解・協力が

不可欠となる。リスク情報とその見方の共有等を通じて、区民等が誤った情報に惑わされるこ

となく、その時々の状況に応じて国、都及び区が発信する情報に基づき、感染予防に向けて適

切に判断や行動できるようにすることが重要である。このため、区は、初動期に引き続き、区民

等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する区民等の理解を深め、適切な行動につながるよ

うその時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやす

く提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行う

よう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与する

ことや、感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨げにもなる

こと等について情報提供・共有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で

得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民等の不安の解消等に

努める。 

 

１.情報提供・共有について 

① 区は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制を強化し、区民に対して必

要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行う。（健康部） 

 

② 区は、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十分でない

外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や

方法での情報提供・共有を行う。（関係各部） 

 

③ 区は、必要に応じて立ち上げた感染症の発生状況や留意すべき点をまとめた総覧でき

るウェブサイトを運営する。（健康部） 

 

２.双方向のコミュニケーションの実施 

① 区は、初動期に引き続き、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュ

ニケーションを行うよう努める。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するとともに、国から提供された
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１.情報提供・共有について 

① 区は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制を強化し、区民に対して必

要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行う。（健康部） 

  

② 区は、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十分でない

外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や

方法での情報提供・共有を行う。（関係各部） 

 

③ 区は、患者や医療従事者及びそれらの家族等関係者への偏見をなくすため、区民や報

道機関等に対しては偏見や誤解を生まない適切な情報発信を促す。（総務部・健康部） 

 

④ 区は、感染症の発生状況や留意すべき点をまとめた総覧できるウェブサイトを必要に応

じて立ち上げる。（健康部） 

 

⑤ 区は、国から示される新型インフルエンザ等の発生状況等に関する公表基準等に基づ

き、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、感染症対策に必要な情報提供・共有

を行う。（健康部） 

 

２.双方向のコミュニケーションの実施 

① 区は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要で

あることから、一方向の情報提供だけでなく、ＳＮＳの動向やコールセンター等に寄せら

れた意見等を通じて、情報の受取手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュ

ニケーションに基づくリスクコミュニケーションを行うよう努める。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するとともに、国から提供された

Ｑ＆Ａをホームページへ掲載する。（健康部） 

 

３.偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 区は、感染症は誰でも感染する可能性があるものであり、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型インフルエンザ等に関連する者に対する

偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動

を控える等感染症対策の妨げにもなること等について区民及び事業者に理解を求める。

また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるように留意しながら情報

提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する各種相談窓口に関する情報を整理し、

区民等に周知する。（関係各部） 

 

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第３節 対応期 

47 

 

② 区は、感染症に関して科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等を踏ま

えつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、

区民等が正確な情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、区民を含めた関係者の理解・協力が

不可欠となる。リスク情報とその見方の共有等を通じて、区民等が誤った情報に惑わされるこ

となく、その時々の状況に応じて国、都及び区が発信する情報に基づき、感染予防に向けて適

切に判断や行動できるようにすることが重要である。このため、区は、初動期に引き続き、区民

等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する区民等の理解を深め、適切な行動につながるよ

うその時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやす

く提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行う

よう努める。また、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与する

ことや、感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではなく、感染症対策の妨げにもなる

こと等について情報提供・共有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で

得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民等の不安の解消等に

努める。 

 

１.情報提供・共有について 

① 区は、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制を強化し、区民に対して必

要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行う。（健康部） 

 

② 区は、区民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、子供、日本語能力が十分でない

外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や

方法での情報提供・共有を行う。（関係各部） 

 

③ 区は、必要に応じて立ち上げた感染症の発生状況や留意すべき点をまとめた総覧でき

るウェブサイトを運営する。（健康部） 

 

２.双方向のコミュニケーションの実施 

① 区は、初動期に引き続き、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュ

ニケーションを行うよう努める。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するとともに、国から提供された
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Ｑ＆Ａをホームページへ掲載する。（健康部） 

 

３.偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 区は、初動期に引き続き、感染者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法

的責任を伴い得ることや、感染症対策の妨げにもなること等について、区民及び事業

者に理解を求める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるよう

留意しながら情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する各種相談窓口に関

する情報を整理し、区民等に周知する。（関係各部） 

 

② 区は、感染症に関する偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、その時点で得られた科

学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民等が正確な情報を円滑に

入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

４.リスク評価に基づく方針の決定・見直し 

区は、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等が明らかになった状況に応じて、

以下のとおり対応する。 

 

（１）封じ込めを念頭に対応する時期 
区内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、感染拡大防止

を徹底することが考えられる。その際、区は、区民等の感染拡大防止措置に対する理解・協力

を得るため、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等について限られた知見しか把

握していない場合は、その旨を含め、感染症対策の根拠を丁寧に説明する。 

区民等の不安が高まり、感染者等に対する偏見・差別等が助長される可能性があることか

ら、改めて、偏見・差別等が許されないことや感染症対策の妨げにもなること、また、個人レベ

ルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与すること、区民等に不要不急の

外出や都道府県間の移動等の自粛を求める際には、それらの行動制限が早期の感染拡大防

止に必要なものであること、事業者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期の感

染拡大防止に必要であること等について、区は、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かり

やすく説明を行う。（健康部・関係各部） 
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（２）病原体の性状等に応じて対応する時期 
ア 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価の大くくりの分類
１４

に基づき、感染拡大防止措置等が見直されることが考えられる。その際、区は、区民等が適切

に対応できるよう、その時点で把握している科学的知見等に基づく感染拡大防止措置等につ

いて、従前からの変更点や変更理由等を含め、分かりやすく説明を行う。（健康部） 

 

イ 子供や若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価や影響の大きい年

齢層に応じて、特措法に基づく措置の強度や区民等への協力要請の方法が異なり得ることか

ら、区は、当該対策を実施する理由等について、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かり

やすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢層に対し、重点的に、可能な限り双方向の

リスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策につい

て、理解・協力を得る。（健康部・関係各部） 

 

（３）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等が低下す

ること及び体制整備などにより新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることによ

り、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく段階では、区は、平時への移行に

伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）について、丁寧に情報提供・共有を

行う。また、個人の判断に委ねる感染症対策に移行することに不安を感じる層がいることが考

えられるため、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見

方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。順次、広報体制の縮小等を行う。

（健康部・関係各部）  

 

１４ 病原体の性状等を踏まえたリスク評価の大くくりの分類とは、以下のとおり。 
ア 病原性及び感染性がいずれも高い場合 
イ 病原性が高く、感染性が高くない場合 
ウ 病原性が高くなく、感染性が高い場合 
エ 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 
それぞれの分類に応じた対応は、「第６章 まん延防止 第３節 対応期 ２（２） 病原体の性状等に応じて対応する時期」に示す。 
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Ｑ＆Ａをホームページへ掲載する。（健康部） 

 

３.偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

① 区は、初動期に引き続き、感染者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法

的責任を伴い得ることや、感染症対策の妨げにもなること等について、区民及び事業

者に理解を求める。また、その状況等を踏まえつつ、情報の受取手に適切に伝わるよう

留意しながら情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する各種相談窓口に関

する情報を整理し、区民等に周知する。（関係各部） 

 

② 区は、感染症に関する偽・誤情報の拡散状況等を踏まえつつ、その時点で得られた科

学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、区民等が正確な情報を円滑に

入手できるよう、適切に対処する。（健康部） 

 

４.リスク評価に基づく方針の決定・見直し 

区は、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等が明らかになった状況に応じて、

以下のとおり対応する。 

 

（１）封じ込めを念頭に対応する時期 
区内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、感染拡大防止

を徹底することが考えられる。その際、区は、区民等の感染拡大防止措置に対する理解・協力

を得るため、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等について限られた知見しか把

握していない場合は、その旨を含め、感染症対策の根拠を丁寧に説明する。 

区民等の不安が高まり、感染者等に対する偏見・差別等が助長される可能性があることか

ら、改めて、偏見・差別等が許されないことや感染症対策の妨げにもなること、また、個人レベ

ルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与すること、区民等に不要不急の

外出や都道府県間の移動等の自粛を求める際には、それらの行動制限が早期の感染拡大防

止に必要なものであること、事業者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期の感

染拡大防止に必要であること等について、区は、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かり

やすく説明を行う。（健康部・関係各部） 
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（２）病原体の性状等に応じて対応する時期 
ア 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価の大くくりの分類
１４

に基づき、感染拡大防止措置等が見直されることが考えられる。その際、区は、区民等が適切

に対応できるよう、その時点で把握している科学的知見等に基づく感染拡大防止措置等につ

いて、従前からの変更点や変更理由等を含め、分かりやすく説明を行う。（健康部） 

 

イ 子供や若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明 

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価や影響の大きい年

齢層に応じて、特措法に基づく措置の強度や区民等への協力要請の方法が異なり得ることか

ら、区は、当該対策を実施する理由等について、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かり

やすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢層に対し、重点的に、可能な限り双方向の

リスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策につい

て、理解・協力を得る。（健康部・関係各部） 

 

（３）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等が低下す

ること及び体制整備などにより新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることによ

り、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく段階では、区は、平時への移行に

伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）について、丁寧に情報提供・共有を

行う。また、個人の判断に委ねる感染症対策に移行することに不安を感じる層がいることが考

えられるため、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見

方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。順次、広報体制の縮小等を行う。

（健康部・関係各部）  

 

１４ 病原体の性状等を踏まえたリスク評価の大くくりの分類とは、以下のとおり。 
ア 病原性及び感染性がいずれも高い場合 
イ 病原性が高く、感染性が高くない場合 
ウ 病原性が高くなく、感染性が高い場合 
エ 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 
それぞれの分類に応じた対応は、「第６章 まん延防止 第３節 対応期 ２（２） 病原体の性状等に応じて対応する時期」に示す。 
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第５章 水際対策 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

平時から国が実施する研修及び訓練に参加し、連携に係る体制整備を構築することで、海

外で新型インフルエンザ等が発生した場合に国と連携した円滑かつ迅速な水際対策を講ずる。 

また、平時から国及び都と連携し、海外における感染症情報の収集を行うことにより、海外

で新型インフルエンザ等が発生した場合に、出国予定者に向けて適時適切な情報提供・共有

を行う。 

 

１.水際対策の実施に関する体制の整備 

区は、国が行う水際対策の実施に係る体制整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、区

における対応方針を整理する。（健康部） 

 

２.出国予定者への情報提供・共有に関する体制の整備 

① 区は、国が行う国外における新型インフルエンザ等の感染状況や水際対策に係る情報

を収集する体制の整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、区における対応方針を

整理する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、国及び都と連携し、出国予定者に対し、収集した情報を分かりやすく提供・共有し、

注意喚起を行う体制を構築する。（健康部） 

 

３.国等との連携 

区は、平時から国が実施する研修及び訓練に参加し、連携に係る体制整備を構築すること

で、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に国と連携した円滑かつ迅速な水際対策を

講ずる。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に国及び都

が実施する水際対策に協力することにより、区内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入

や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、区内の医療提供体制等の確保等の感染症危機へ

の対策に対応する準備を行う時間を確保する。 

また、区の感染状況を適宜国及び都に報告し、国及び都が実施する水際対策の方針決定の

ための情報提供を実施する。国及び都が水際対策を変更した場合には、速やかに体制を変更

する。 
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１.新型インフルエンザ等の発生初期の対応 

① 区は、国及び都と連携し、健康監視対象者の情報を迅速に入手し、感染者発生時に円

滑に対応できる体制を構築する。（健康部） 

 

② 区は、海外からの航空機、船舶において新型インフルエンザ等の感染が疑われる患者

の発生の連絡を受けた場合、検疫所等が実施する防疫措置、疫学調査等に連携・協力

し、患者に対し必要な保健指導を行う。（健康部） 

 

２.新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等 

国において、当該感染症が検疫法上の感染症の類型のいずれかに該当するかの検討がな

され、感染症の政令指定が行われた場合、区は、速やかに関係機関に情報共有するとともに、

必要な体制に移行する。（健康部） 

 

３.検疫強化への協力 

① 区は、国及び都と連携し、健康監視対象者の情報を迅速に入手し、健康監視及び保健

指導を行う。（健康部） 

 

② 区は、居宅等待機者については、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）を踏まえ、居宅等への移動に関し公共交通機関の不使用の要請を行う。（健

康部） 

 

③ 区は、国及び都の対応状況に関する情報提供を適宜受け、必要な感染対策を実施する。

（健康部） 

 

４.新型インフルエンザ等の感染疑い及び有症状者等への対応 

① 区は、国の検疫措置の強化の状況を踏まえ、区民への新型インフルエンザ等に対するＰ

ＣＲ検査等の検査を実施するための検査体制を速やかに整備する。（健康部） 

 

② 区は、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する。（健康部） 

 

５.情報提供 

区は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合において、国が感染症危険情報を発出

した際は、出国予定者に向けた、不要不急の渡航の中止等の注意喚起を行う。（健康部） 

 

６.在外邦人支援 

区は、国が実施する帰国者対応に関し、必要な協力を実施する。（健康部） 
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第５章 水際対策 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

平時から国が実施する研修及び訓練に参加し、連携に係る体制整備を構築することで、海

外で新型インフルエンザ等が発生した場合に国と連携した円滑かつ迅速な水際対策を講ずる。 

また、平時から国及び都と連携し、海外における感染症情報の収集を行うことにより、海外

で新型インフルエンザ等が発生した場合に、出国予定者に向けて適時適切な情報提供・共有

を行う。 

 

１.水際対策の実施に関する体制の整備 

区は、国が行う水際対策の実施に係る体制整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、区

における対応方針を整理する。（健康部） 

 

２.出国予定者への情報提供・共有に関する体制の整備 

① 区は、国が行う国外における新型インフルエンザ等の感染状況や水際対策に係る情報

を収集する体制の整備に関し、適宜、適切に情報共有を行い、区における対応方針を

整理する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、国及び都と連携し、出国予定者に対し、収集した情報を分かりやすく提供・共有し、

注意喚起を行う体制を構築する。（健康部） 

 

３.国等との連携 

区は、平時から国が実施する研修及び訓練に参加し、連携に係る体制整備を構築すること

で、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に国と連携した円滑かつ迅速な水際対策を

講ずる。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に国及び都

が実施する水際対策に協力することにより、区内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入

や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、区内の医療提供体制等の確保等の感染症危機へ

の対策に対応する準備を行う時間を確保する。 

また、区の感染状況を適宜国及び都に報告し、国及び都が実施する水際対策の方針決定の

ための情報提供を実施する。国及び都が水際対策を変更した場合には、速やかに体制を変更

する。 

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第５章 水際対策 

第２節 初動期 

51 

 

１.新型インフルエンザ等の発生初期の対応 

① 区は、国及び都と連携し、健康監視対象者の情報を迅速に入手し、感染者発生時に円

滑に対応できる体制を構築する。（健康部） 

 

② 区は、海外からの航空機、船舶において新型インフルエンザ等の感染が疑われる患者

の発生の連絡を受けた場合、検疫所等が実施する防疫措置、疫学調査等に連携・協力
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２.新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等 

国において、当該感染症が検疫法上の感染症の類型のいずれかに該当するかの検討がな

され、感染症の政令指定が行われた場合、区は、速やかに関係機関に情報共有するとともに、
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感受性等）を踏まえ、居宅等への移動に関し公共交通機関の不使用の要請を行う。（健
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③ 区は、国及び都の対応状況に関する情報提供を適宜受け、必要な感染対策を実施する。
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４.新型インフルエンザ等の感染疑い及び有症状者等への対応 

① 区は、国の検疫措置の強化の状況を踏まえ、区民への新型インフルエンザ等に対するＰ

ＣＲ検査等の検査を実施するための検査体制を速やかに整備する。（健康部） 

 

② 区は、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する。（健康部） 

 

５.情報提供 

区は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合において、国が感染症危険情報を発出

した際は、出国予定者に向けた、不要不急の渡航の中止等の注意喚起を行う。（健康部） 

 

６.在外邦人支援 

区は、国が実施する帰国者対応に関し、必要な協力を実施する。（健康部） 
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第３節 対応期 
＜目的＞ 

新たな病原体（変異株を含む。）の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、感染拡

大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や国内外における

感染拡大の状況等を踏まえながら、国、都及び関係機関と連携して適切に水際対策を実施す

る。 

 

１.封じ込めを念頭に対応する時期 

区は、初動期に引き続き、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施

する。（健康部） 

 

２.病原体の性状等に応じて対応する時期 

区は、初動期に引き続き、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施

する。（健康部） 

 

３.ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

区は、初動期に引き続き、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施

する。（健康部） 

 

４.水際対策の変更の方針の公表 

国は、水際対策の強化、緩和又は中止を行うに当たっては、その方針について国内外に公

表するとともに、関係機関等に必要な対応を依頼する。 

都は、国が公表した水際対策の方針変更について速やかに関係機関等と情報を共有する。 

区は、国及び都から提供された情報をもとに速やかに関係機関等と情報を共有する。 
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第６章 まん延防止 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡

大のスピードやピークを抑制することで、区民の生命及び健康を保護する。このため、対策の

実施等に当たり参考とする必要のある指標やデータ等の整理を平時から行う。 

また、有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対策による社会的

影響を緩和するため、区民や事業者の理解促進に取り組む。 

 

１.新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

① 区は、区行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される内容やその意

義について周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、区民の

生命及び健康を保護するためには、区民一人一人の感染対策への協力が重要である

ことや、実践的な訓練等を行うことの必要性について理解促進を図る。（健康部） 

 

② 区は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染

対策の普及を図る。 

また、自らの感染が疑われる場合は、相談センター（第８章 医療 第１節 準備期 １（１）

に記載）に連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えるこ

と、マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理

解促進を図る。（健康部） 

 

③ 区は、国及び都等の通知に基づき、公共交通機関について、適切な運送を図る観点か

ら、感染症の症状のある者の乗車自粛や、マスク着用等の咳エチケットの徹底、時差出

勤や自転車等の活用の呼び掛け等を行う。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施により感染拡大

のスピードやピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図るための時間を確保するとともに、

ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ、確保された医療提供体制で対応可能と

なるようにする。このため、区内でのまん延の防止やまん延時に迅速な対応がとれるよう準備

等を行う。 
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第３節 対応期 
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２.病原体の性状等に応じて対応する時期 

区は、初動期に引き続き、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施

する。（健康部） 

 

３.ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

区は、初動期に引き続き、国や都と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施

する。（健康部） 

 

４.水際対策の変更の方針の公表 

国は、水際対策の強化、緩和又は中止を行うに当たっては、その方針について国内外に公

表するとともに、関係機関等に必要な対応を依頼する。 

都は、国が公表した水際対策の方針変更について速やかに関係機関等と情報を共有する。 

区は、国及び都から提供された情報をもとに速やかに関係機関等と情報を共有する。 

  

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第６章 まん延防止 

第１節 準備期 

53 

 

第６章 まん延防止 
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１.区内でのまん延防止対策の準備 

① 区は、国や都と相互に連携し、国内における新型インフルエンザ等の患者の発生に備え、

感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者

への対応（外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等）の確認を進める。 

また、区は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する

情報の通知を受けた場合は、相互に連携し、これを有効に活用する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等から、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像等に関する情報等の分析やリスク評価に基づく有効なまん延防止対策に資

する情報を速やかに入手し、区におけるリスク評価を実施する。（健康部） 

 

③ 区は、国からの要請を受けて、ＢＣＰに基づく対応の準備を行う。（関係各部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延防止対策を

講ずることで、医療のひっ迫を回避し、区民の生命及び健康を保護する。その際、区民生活及

び経済活動への影響も十分考慮する。 

また、緊急事態措置をはじめとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動

的に対策を切り替えていくことで、区民生活及び経済活動への影響の軽減を図る。 

 

１.まん延防止対策の内容 

まん延防止対策としては、以下のようなものがある。 

感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、変異の状況、区内の感染

状況、医療提供体制への負荷の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講ずる。 

なお、まん延防止対策を講ずるに際しては、区民生活及び経済活動への影響も十分考慮す

る。 

 

（１）患者や濃厚接触者への対応 
区は、国及び都等と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者への対応

（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請等）等の措置を

行う。また、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等についての情報収集等で得ら

れた知見等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染

拡大防止対策等の有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施

する。（健康部） 
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ア 患者対策 

患者対策の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にすることである。基本的

な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・措置、汚染された場所の消毒などにより行

う場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な感染対策として行

う場合がある。 

このため、区は、医療機関での診察、民間検査機関等による検査により、速やかに患者を特

定し、適切な医療を提供する体制や円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を構築する。

（健康部） 

 

イ 濃厚接触者対策 

① 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者（感染症法において規定される新型イン

フルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が該当する。発生し

た新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と

同居する家族等が想定される。）は、すでに感染している可能性があるため、潜伏期間

中は、区は、必要に応じ、濃厚接触者対策
１５

を実施する。 

なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等と協力し、健康観察のための体制整備や、必要な抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。（健康部） 

 

（２）患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等 
ア 外出等に係る要請等 

都は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リス

クが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請を行う。 

また、都はまん延防止等重点措置として、営業時間が変更されている業態
１６

に属する事業が

行われている場所への外出自粛要請や、緊急事態措置として、生活の維持に必要な場合を除

き、みだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行う。 

区は、都が外出自粛、移動自粛の要請やまん延防止等重点措置を行った際には、区民に対

し分かりやすく周知・説明を行う。（総務部・健康部） 

 

 

 

１５ 濃厚接触者対策は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施される場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任

意の協力を求める基本的な感染対策として実施する場合がある。 
 
１６ 「業態」とは、「営業や企業の状態・形態」を指す言葉であり、特措法における「業態」の指定の趣旨は、営業の形態に着目して、その

時々の発生の動向や感染経路の特徴等を踏まえ、要請の対象を適切に限定することである。「業態」は、例えば「酒を提供する店」「キャバ

レー」のように具体的な営業の形態や産業の分類を指すこともあれば、「飲食サービスの提供」という営業の形態に着目して広くこれに該

当する対象（飲食業）を指すこともある。したがって、感染リスクの高い業態として、例えば「飲食業」を指定することも可能である。 
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１.区内でのまん延防止対策の準備 

① 区は、国や都と相互に連携し、国内における新型インフルエンザ等の患者の発生に備え、

感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者

への対応（外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等）の確認を進める。 

また、区は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する

情報の通知を受けた場合は、相互に連携し、これを有効に活用する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等から、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）、臨床像等に関する情報等の分析やリスク評価に基づく有効なまん延防止対策に資

する情報を速やかに入手し、区におけるリスク評価を実施する。（健康部） 

 

③ 区は、国からの要請を受けて、ＢＣＰに基づく対応の準備を行う。（関係各部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延防止対策を

講ずることで、医療のひっ迫を回避し、区民の生命及び健康を保護する。その際、区民生活及

び経済活動への影響も十分考慮する。 

また、緊急事態措置をはじめとする対策の効果及び影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動

的に対策を切り替えていくことで、区民生活及び経済活動への影響の軽減を図る。 

 

１.まん延防止対策の内容 

まん延防止対策としては、以下のようなものがある。 

感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、変異の状況、区内の感染

状況、医療提供体制への負荷の状況等に応じた、適切なまん延防止対策を講ずる。 

なお、まん延防止対策を講ずるに際しては、区民生活及び経済活動への影響も十分考慮す

る。 

 

（１）患者や濃厚接触者への対応 
区は、国及び都等と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者への対応

（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請等）等の措置を

行う。また、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等についての情報収集等で得ら

れた知見等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染

拡大防止対策等の有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施

する。（健康部） 
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ア 患者対策 

患者対策の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にすることである。基本的

な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・措置、汚染された場所の消毒などにより行

う場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な感染対策として行

う場合がある。 

このため、区は、医療機関での診察、民間検査機関等による検査により、速やかに患者を特

定し、適切な医療を提供する体制や円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を構築する。

（健康部） 

 

イ 濃厚接触者対策 

① 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者（感染症法において規定される新型イン

フルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が該当する。発生し

た新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と

同居する家族等が想定される。）は、すでに感染している可能性があるため、潜伏期間

中は、区は、必要に応じ、濃厚接触者対策
１５

を実施する。 

なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等と協力し、健康観察のための体制整備や、必要な抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。（健康部） 

 

（２）患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等 
ア 外出等に係る要請等 

都は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リス

クが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請を行う。 

また、都はまん延防止等重点措置として、営業時間が変更されている業態
１６

に属する事業が

行われている場所への外出自粛要請や、緊急事態措置として、生活の維持に必要な場合を除

き、みだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行う。 

区は、都が外出自粛、移動自粛の要請やまん延防止等重点措置を行った際には、区民に対

し分かりやすく周知・説明を行う。（総務部・健康部） 

 

 

 

１５ 濃厚接触者対策は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施される場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任

意の協力を求める基本的な感染対策として実施する場合がある。 
 
１６ 「業態」とは、「営業や企業の状態・形態」を指す言葉であり、特措法における「業態」の指定の趣旨は、営業の形態に着目して、その

時々の発生の動向や感染経路の特徴等を踏まえ、要請の対象を適切に限定することである。「業態」は、例えば「酒を提供する店」「キャバ

レー」のように具体的な営業の形態や産業の分類を指すこともあれば、「飲食サービスの提供」という営業の形態に着目して広くこれに該

当する対象（飲食業）を指すこともある。したがって、感染リスクの高い業態として、例えば「飲食業」を指定することも可能である。 
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＜外出自粛要請（特措法第２４条第９項又は第４５条第１項）＞ 

居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の外出や移動」とは、

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、業務の都合上必要となる職場へ

の出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除いた外出を指す。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイドライン） 

 

イ 基本的な感染対策に係る要請等 

区は、区民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本

的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等の取組を勧奨し、必要に応じ、

その徹底を要請する。（総務部・健康部） 

 

（３）事業者や学校等に対する要請 
ア 営業時間の変更や休業要請等 

都は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる必要があると認める業態

に属する事業を行う者に対する営業時間の変更の要請を行う。 

また、都は緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該

施設を使用して催物を開催する者に対する施設の使用制限（人数制限や無観客開催）や停止

（休業）等の要請を行う。 

区は、都が営業時間の変更、施設の使用制限や停止等の要請を行った際には、区民に対し

分かりやすく周知・説明を行う。（関係各部） 

 

＜営業時間の変更の要請等（特措法第２４条第９項、第３１条の８第１項）＞ 

多数の者が利用する場所で、感染拡大が生じている業態に属する事業を行う者に対して、

休業まで至らない営業時間の短縮等の要請を行うこと。当該業態を判断するに当たっては、

施行令第５条の４に規定する以下の事項を勘案して措置を講ずる必要があると認められる者

に対して行う。 

・業態ごとの感染症患者等の数 

・感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生

の状況 

・新型インフルエンザ等の発生の動向や原因 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイドライン） 

 

イ 保育園・幼稚園・学校等における対応 

① 保育園・幼稚園・学校等は、新型インフルエンザ等の発生時には、保健所等と連携の下、

次のとおり感染拡大防止策を講ずる。（こども家庭部・健康部・教育委員会） 
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② 新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒への対応につい

ては、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒等に協力するととも

に、児童・生徒等のマスク着用等の咳エチケット、手洗い等、感染拡大防止に努める。

（こども家庭部・健康部・教育委員会） 

 

③ 患者等の集団発生が見られた場合、保健所等に報告を行うとともに随時、発症者の状

況確認、児童・生徒等の健康観察を行う。臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）の実施

については区と協議し、指示に従い措置を講ずる。（こども家庭部・健康部・教育委員会） 

 

ウ 高齢者施設等の社会福祉施設 

区は、各施設に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、利用者の感染拡大

防止に努めるよう注意喚起を図るとともに、必要に応じて、臨時休業などの措置をとるよう要

請する。（福祉部・健康部） 

 

エ その他の事業者に対する要請 

① 区は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、従業員に基

本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力要請する。また、当該感染症の症

状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレ

ワーク、子供の通う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等

の協力を要請する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施

設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化する。（福祉部・健康部） 

 

③ 区は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等

について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底や、人数制限等による

安全性の確保を要請する。（健康部・関係各部） 

 

２.時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方 

（１）封じ込めを念頭に対応する時期 
国及び都は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、新型インフルエンザ

等の効果的な治療法が確立されていないこと、当該感染症に対する国民の免疫の獲得が不

十分であること等を踏まえ、医療のひっ迫を回避し、国民の生命及び健康を保護するため、必

要な検査を実施し、上記「１（１）患者や濃厚接触者への対応」等に加え、人と人との接触機会を

減らす等の対応により封じ込めを念頭に対策を講ずる。 

このため、国及び都は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を検
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＜外出自粛要請（特措法第２４条第９項又は第４５条第１項）＞ 

居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の外出や移動」とは、

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、業務の都合上必要となる職場へ

の出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除いた外出を指す。 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイドライン） 

 

イ 基本的な感染対策に係る要請等 

区は、区民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本

的な感染対策、時差出勤やテレワーク、オンライン会議の活用等の取組を勧奨し、必要に応じ、

その徹底を要請する。（総務部・健康部） 

 

（３）事業者や学校等に対する要請 
ア 営業時間の変更や休業要請等 

都は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる必要があると認める業態

に属する事業を行う者に対する営業時間の変更の要請を行う。 

また、都は緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該

施設を使用して催物を開催する者に対する施設の使用制限（人数制限や無観客開催）や停止

（休業）等の要請を行う。 

区は、都が営業時間の変更、施設の使用制限や停止等の要請を行った際には、区民に対し

分かりやすく周知・説明を行う。（関係各部） 

 

＜営業時間の変更の要請等（特措法第２４条第９項、第３１条の８第１項）＞ 

多数の者が利用する場所で、感染拡大が生じている業態に属する事業を行う者に対して、

休業まで至らない営業時間の短縮等の要請を行うこと。当該業態を判断するに当たっては、

施行令第５条の４に規定する以下の事項を勘案して措置を講ずる必要があると認められる者

に対して行う。 

・業態ごとの感染症患者等の数 

・感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生

の状況 

・新型インフルエンザ等の発生の動向や原因 

出典：新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（まん延防止に関するガイドライン） 

 

イ 保育園・幼稚園・学校等における対応 

① 保育園・幼稚園・学校等は、新型インフルエンザ等の発生時には、保健所等と連携の下、

次のとおり感染拡大防止策を講ずる。（こども家庭部・健康部・教育委員会） 
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② 新型インフルエンザ等の疑い又はり患していると診断された児童・生徒への対応につい

ては、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒等に協力するととも

に、児童・生徒等のマスク着用等の咳エチケット、手洗い等、感染拡大防止に努める。

（こども家庭部・健康部・教育委員会） 

 

③ 患者等の集団発生が見られた場合、保健所等に報告を行うとともに随時、発症者の状

況確認、児童・生徒等の健康観察を行う。臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）の実施

については区と協議し、指示に従い措置を講ずる。（こども家庭部・健康部・教育委員会） 

 

ウ 高齢者施設等の社会福祉施設 

区は、各施設に対し、新型インフルエンザ等についての情報提供を行い、利用者の感染拡大

防止に努めるよう注意喚起を図るとともに、必要に応じて、臨時休業などの措置をとるよう要

請する。（福祉部・健康部） 

 

エ その他の事業者に対する要請 

① 区は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、従業員に基

本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力要請する。また、当該感染症の症

状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレ

ワーク、子供の通う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等

の協力を要請する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施

設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化する。（福祉部・健康部） 

 

③ 区は、集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等

について、施設の管理者等に対して、基本的な感染対策の徹底や、人数制限等による

安全性の確保を要請する。（健康部・関係各部） 

 

２.時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方 

（１）封じ込めを念頭に対応する時期 
国及び都は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、新型インフルエンザ

等の効果的な治療法が確立されていないこと、当該感染症に対する国民の免疫の獲得が不

十分であること等を踏まえ、医療のひっ迫を回避し、国民の生命及び健康を保護するため、必

要な検査を実施し、上記「１（１）患者や濃厚接触者への対応」等に加え、人と人との接触機会を

減らす等の対応により封じ込めを念頭に対策を講ずる。 

このため、国及び都は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を検
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討することを含め、上記１に記載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる（まん

延防止等重点措置や緊急事態措置の実施の考え方については、第１章 実施体制 第３節 

対応期 ２に記載）。 

区は、国及び都の上記の対策方針に基づき、必要な措置を講ずる。（総務部・健康部・関係

各部） 

 

（２）病原体の性状等に応じて対応する時期 
国及び都等は以下のとおり、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえた

リスク評価の大くくりの分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等に基づく国及びＪＩＨＳによる分析やリスク

評価の結果に基づき、対応を判断する。 

このため、区は、国及び都の判断に基づき、必要な措置を講ずる。（総務部・健康部・関係各

部） 

 

ア 病原性及び感染性がいずれも高い場合 

都は、り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから感染者数の

増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の都民の生命及び健康に影響を与えるお

それがあることから、上記「２（１）封じ込めを念頭に対応する時期」と同様に、都内の状況に応

じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討すると

ともに、強度の高いまん延防止対策を講ずる。 

このため、区は都の対策に基づき、必要な措置を講ずる。（健康部・関係各部） 

 

イ 病原性が高く、感染性が高くない場合 

区は、り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが比較的緩

やかである場合は、基本的には上記「１（１）患者や濃厚接触者への対応」を徹底することで感

染拡大の防止を目指す。（健康部） 

 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、都は、まん延防止等重点

措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

ウ 病原性が高くなく、感染性が高い場合 

区は、り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、基本的に

は、上記「１まん延防止対策の内容」に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施

しつつ、都と協力し宿泊療養や自宅療養等の体制を確保する。（健康部） 

 

また、都は、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで
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対応する。 

 

区は、上記の対策を行ってもなお、区内において医療のひっ迫のおそれが生じた場合等に

ついては、当該状況の発生を公表し、更なる感染拡大防止への協力を区民等及び事業者へ幅

広く呼び掛けるとともに、国による業界団体等との調整、好事例の提供や導入支援等を踏まえ、

より効果的・効率的な感染対策を実施する。（健康部・関係各部） 

 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、都は、まん延防止等重点

措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

エ 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 

区は、子供や高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向があ

る等の特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、そのグループに対

する重点的な感染症対策の実施を検討する。（こども家庭部・福祉部・健康部・教育委員会） 

 

（３）ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 
① 区は、ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下したと認め

られる場合は、上記「１まん延防止対策の内容」に記載した対策の中では強度の低いま

ん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行

を検討する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

② なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、区は、そのリスクに

応じて、上記「２（２）病原体の性状等に応じて対応する時期」に記載した考え方に基づき

対策を講ずる。ただし、そのような場合においても、対策の長期化に伴う区民生活及び

経済活動への影響を勘案しつつ検討を行う。（総務部・健康部・関係各部） 

 

（４）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
区は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体の変異や次

の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。（総務部・健康部・関係各部） 
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討することを含め、上記１に記載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる（まん

延防止等重点措置や緊急事態措置の実施の考え方については、第１章 実施体制 第３節 

対応期 ２に記載）。 

区は、国及び都の上記の対策方針に基づき、必要な措置を講ずる。（総務部・健康部・関係

各部） 

 

（２）病原体の性状等に応じて対応する時期 
国及び都等は以下のとおり、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえた

リスク評価の大くくりの分類に応じた対応の考え方を示すが、有事には、病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等に基づく国及びＪＩＨＳによる分析やリスク

評価の結果に基づき、対応を判断する。 

このため、区は、国及び都の判断に基づき、必要な措置を講ずる。（総務部・健康部・関係各

部） 

 

ア 病原性及び感染性がいずれも高い場合 

都は、り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また、感染性の高さから感染者数の

増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の都民の生命及び健康に影響を与えるお

それがあることから、上記「２（１）封じ込めを念頭に対応する時期」と同様に、都内の状況に応

じて、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討すると

ともに、強度の高いまん延防止対策を講ずる。 

このため、区は都の対策に基づき、必要な措置を講ずる。（健康部・関係各部） 

 

イ 病原性が高く、感染性が高くない場合 

区は、り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが比較的緩

やかである場合は、基本的には上記「１（１）患者や濃厚接触者への対応」を徹底することで感

染拡大の防止を目指す。（健康部） 

 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、都は、まん延防止等重点

措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

ウ 病原性が高くなく、感染性が高い場合 

区は、り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、基本的に

は、上記「１まん延防止対策の内容」に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施

しつつ、都と協力し宿泊療養や自宅療養等の体制を確保する。（健康部） 

 

また、都は、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで
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対応する。 

 

区は、上記の対策を行ってもなお、区内において医療のひっ迫のおそれが生じた場合等に

ついては、当該状況の発生を公表し、更なる感染拡大防止への協力を区民等及び事業者へ幅

広く呼び掛けるとともに、国による業界団体等との調整、好事例の提供や導入支援等を踏まえ、

より効果的・効率的な感染対策を実施する。（健康部・関係各部） 

 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、都は、まん延防止等重点

措置や緊急事態措置の実施を国に対して要請することを検討する。 

 

エ 子供や若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合 

区は、子供や高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾向があ

る等の特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は、そのグループに対

する重点的な感染症対策の実施を検討する。（こども家庭部・福祉部・健康部・教育委員会） 

 

（３）ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 
① 区は、ワクチンや治療薬の開発や普及により、感染拡大に伴うリスクが低下したと認め

られる場合は、上記「１まん延防止対策の内容」に記載した対策の中では強度の低いま

ん延防止対策を実施しつつ、特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行

を検討する。（総務部・健康部・関係各部） 

 

② なお、病原体の変異等により、病原性や感染性が高まる場合には、区は、そのリスクに

応じて、上記「２（２）病原体の性状等に応じて対応する時期」に記載した考え方に基づき

対策を講ずる。ただし、そのような場合においても、対策の長期化に伴う区民生活及び

経済活動への影響を勘案しつつ検討を行う。（総務部・健康部・関係各部） 

 

（４）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
区は、これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い、必要に応じ、病原体の変異や次

の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。（総務部・健康部・関係各部） 
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第７章 ワクチン 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、区民の生命及び健康を保護し、区民生活及び経済活動

に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等に対応したワクチンを迅速

に供給し、円滑な接種が実施できるよう、平時から着実に準備を進める。 

また、ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑な接種を

実現するために、国及び都のほか、医療機関や事業者等とともに、必要な準備を行う。 

 

１.ワクチンの研究開発に係る人材の育成及び活用 

区は、必要に応じて都と連携し、ワクチンの研究開発の担い手の確保を推進するため、研究

機関等を支援する。 

また、研究を推進する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中

核病院や感染症指定医療機関等における研究開発の実施体制強化の支援を目的として、区

は、必要に応じて都と連携し、感染症の基礎研究から治験等臨床研究の領域において育成し

た人材について、キャリア形成の支援等を通じて積極的に活用する。（健康部） 

 

２.ワクチンの接種に必要な資材 

区は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行

い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。（健康部） 

 

表１ 予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】  【医師・看護師用物品】  

□消毒用アルコール綿  

□トレイ  

□体温計  

□医療廃棄物容器、針捨て容器  

□手指消毒剤  

□救急用品  

接種会場の救急体制を踏まえ、必要な物品を

準備すること。代表的な物品を以下に示す。  

・血圧計等  

・静脈路確保用品  

・輸液セット  

・生理食塩水  

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けいれ

ん剤、副腎皮質ステロイド剤等の薬液  

・担架・車椅子 

□マスク  

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ）  

□使い捨て舌圧子  

□膿盆  

□聴診器  

□ペンライト  

【文房具類】  

□ボールペン（赤・黒）  

□日付印  

□スタンプ台  

□はさみ  

【会場設営物品】  

□机  

□椅子  

□スクリーン  

□延長コード  

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤  

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫  

□耐冷手袋等  
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３.ワクチンの供給体制 

（１）ワクチンの流通に係る体制の整備 
① 区は、実際のワクチンの供給に当たって、医療機関単位のワクチン分配量を決定する必

要があるため、平時から区内の医療機関と密に連携し、ワクチンの供給量に応じた医療

機関ごとの分配量の想定等をすることで、ワクチンの供給量が限定された状況に備える。

（健康部） 

 

② 区は、都と協議の上、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、連携体制を構築する。

（健康部） 

 

４.基準に該当する事業者の登録等（特定接種の場合） 

国は、国民等の十分な理解が得られるように、特措法上高い公益性及び公共性が認められ

るものとして、特定接種の対象となる登録事業者及び公務員の詳細について定めておく。 

国は、基準に該当する事業者からの申請に基づき登録事業者を管理するデータベースへの

登録を進める。 

 

（１） 登録事業者の登録に係る周知 
都及び区は、国が管理する特定接種の対象となる登録事業者データベースへの登録につい

て、事業者に対し登録作業に係る周知を行う。（健康部・関係各部） 

 

５.接種体制の構築 

（１）接種体制 
① 区は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できるよう接種会場

や接種に携わる医療従事者の確保の考え方等について整理する。（健康部） 

 

② 区は、地区医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接

種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。（健康部） 

 

（２）特定接種 
① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる区職員については、区が実施主体となり集

団的な接種を円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築を図る。 

また、区は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接

種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。（総務部・

健康部・関係各部） 

 

② 区は、特定接種の対象となる区職員を把握し、国に人数を報告する。 
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第７章 ワクチン 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、区民の生命及び健康を保護し、区民生活及び経済活動

に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等に対応したワクチンを迅速

に供給し、円滑な接種が実施できるよう、平時から着実に準備を進める。 

また、ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑な接種を

実現するために、国及び都のほか、医療機関や事業者等とともに、必要な準備を行う。 

 

１.ワクチンの研究開発に係る人材の育成及び活用 

区は、必要に応じて都と連携し、ワクチンの研究開発の担い手の確保を推進するため、研究

機関等を支援する。 

また、研究を推進する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中

核病院や感染症指定医療機関等における研究開発の実施体制強化の支援を目的として、区

は、必要に応じて都と連携し、感染症の基礎研究から治験等臨床研究の領域において育成し

た人材について、キャリア形成の支援等を通じて積極的に活用する。（健康部） 

 

２.ワクチンの接種に必要な資材 

区は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行

い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。（健康部） 

 

表１ 予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】  【医師・看護師用物品】  

□消毒用アルコール綿  

□トレイ  

□体温計  

□医療廃棄物容器、針捨て容器  

□手指消毒剤  

□救急用品  

接種会場の救急体制を踏まえ、必要な物品を

準備すること。代表的な物品を以下に示す。  

・血圧計等  

・静脈路確保用品  

・輸液セット  

・生理食塩水  

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けいれ

ん剤、副腎皮質ステロイド剤等の薬液  

・担架・車椅子 

□マスク  

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ）  

□使い捨て舌圧子  

□膿盆  

□聴診器  

□ペンライト  

【文房具類】  

□ボールペン（赤・黒）  

□日付印  

□スタンプ台  

□はさみ  

【会場設営物品】  

□机  

□椅子  

□スクリーン  

□延長コード  

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤  

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫  

□耐冷手袋等  
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３.ワクチンの供給体制 

（１）ワクチンの流通に係る体制の整備 
① 区は、実際のワクチンの供給に当たって、医療機関単位のワクチン分配量を決定する必

要があるため、平時から区内の医療機関と密に連携し、ワクチンの供給量に応じた医療

機関ごとの分配量の想定等をすることで、ワクチンの供給量が限定された状況に備える。

（健康部） 

 

② 区は、都と協議の上、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、連携体制を構築する。

（健康部） 

 

４.基準に該当する事業者の登録等（特定接種の場合） 

国は、国民等の十分な理解が得られるように、特措法上高い公益性及び公共性が認められ

るものとして、特定接種の対象となる登録事業者及び公務員の詳細について定めておく。 

国は、基準に該当する事業者からの申請に基づき登録事業者を管理するデータベースへの

登録を進める。 

 

（１） 登録事業者の登録に係る周知 
都及び区は、国が管理する特定接種の対象となる登録事業者データベースへの登録につい

て、事業者に対し登録作業に係る周知を行う。（健康部・関係各部） 

 

５.接種体制の構築 

（１）接種体制 
① 区は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できるよう接種会場

や接種に携わる医療従事者の確保の考え方等について整理する。（健康部） 

 

② 区は、地区医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接

種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。（健康部） 

 

（２）特定接種 
① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる区職員については、区が実施主体となり集

団的な接種を円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築を図る。 

また、区は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接

種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。（総務部・

健康部・関係各部） 

 

② 区は、特定接種の対象となる区職員を把握し、国に人数を報告する。 
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また、特定接種を事業者において実施する方法としては、企業内診療所での接種、外部

の医療機関からの診療による接種が考えられる。このため、企業内診療所の開設につ

いて新たに許可が必要な場合には、区は迅速に対応する。（総務部・健康部） 

 

（３）住民接種 
国は、事前に住民接種の接種順位に関する基本的な考え方を整理する。 

 

区は、迅速な予防接種等を実現するため、平時から以下アからウのとおり準備を行う。 

 

ア 区は、国等の協力を得ながら、区内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接種する

ための体制の構築を図る。 

 

(ア)区は、住民接種については、国及び都の協力を得ながら、区内に居住する希望者が

速やかに接種することができるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求められ

る対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下

に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確にし、地区医師会等と連携の上、接

種体制について検討を行う。 

また、必要に応じ、接種会場において円滑な接種を実施できるよう接種の流れを確認

するシミュレーションを行うなど接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。（健康

部） 

 

�接種対象者数 

�区職員の人員体制の確保 

�医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保 

�接種場所の確保（医療機関、保健所等）及び運営方法の策定 

�接種に必要な資材等の確保 

�国、都及び地区医師会等の関係団体への連絡体制の構築 

�接種に関する区民への周知方法の策定 

 

(イ)区は、以下の表２を参考に、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種

対象者数を推計しておく等、住民接種のシミュレーションを行う。 

また、高齢者施設等の入所者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられ

るよう、福祉部と健康部が連携し接種体制を検討する。（福祉部・健康部） 
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表２ 接種対象者の試算方法の考え方 

 住民接種対象者試算方法 備考 

総人口 人口統計（総人口） Ａ  

基礎疾患の 

ある者 

対象地域の人口の７％ Ｂ  

妊婦 母子健康手帳届出数 Ｃ  

幼児 人口統計（１歳－６歳未満） Ｄ  

乳児 人口統計（１歳未満） Ｅ１  

乳児保護者※ 人口統計（１歳未満）×２ Ｅ２ 

乳児の両親として、対象人口の 

２倍に相当 

小学生・ 

中学生・ 

高校生相当 

人口統計（６歳－１８歳未満） Ｆ  

高齢者 人口統計（６５歳以上） Ｇ  

成人 

対象地域の人口統計から 

上記の人数を除いた人数 
Ｈ 

Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ１＋Ｅ２＋Ｆ＋

Ｇ）＝Ｈ  

※ 乳児（１歳未満の者）が接種不可の場合、その保護者を接種対象者として試算する。 

 

(ウ)区は、接種方法（集団的接種か個別接種）や会場の数、開設時間の設定等により、

必要な医療従事者の数や期間が異なることから、接種方法等に応じ、必要な医療従事

者数を算定する。 

特に、集団的接種においては、多くの医療従事者が必要であることから、区は、地区医

師会等の協力を得てその確保を図る。（健康部） 

 

(エ)区は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推計するほか、

各接種会場について、受付場所、待合場所、問診を行う場所、接種を実施する場所、

経過観察を行う場所、応急処置を行う場所、ワクチンの保管場所及び調剤（調製）場所、

接種の実施に当たる人員の配置のほか、接種会場の入口から出口の導線に交差がな

く、かつそれぞれの場所で滞留が起こらないよう配置を検討する。（健康部） 

 

イ 区は、円滑な接種の実施のため、国が整備するシステムを活用して全国の医療機関と

委託契約を結ぶ等、他の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進める。

（健康部） 

 

ウ 区は、速やかに接種できるよう、地区医師会等の医療関係者や学校関係者等と協力し、

接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種

の具体的な実施方法について準備を進める。（健康部・関係各部） 
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また、特定接種を事業者において実施する方法としては、企業内診療所での接種、外部

の医療機関からの診療による接種が考えられる。このため、企業内診療所の開設につ

いて新たに許可が必要な場合には、区は迅速に対応する。（総務部・健康部） 

 

（３）住民接種 
国は、事前に住民接種の接種順位に関する基本的な考え方を整理する。 

 

区は、迅速な予防接種等を実現するため、平時から以下アからウのとおり準備を行う。 

 

ア 区は、国等の協力を得ながら、区内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接種する

ための体制の構築を図る。 

 

(ア)区は、住民接種については、国及び都の協力を得ながら、区内に居住する希望者が

速やかに接種することができるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求められ

る対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下

に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確にし、地区医師会等と連携の上、接

種体制について検討を行う。 

また、必要に応じ、接種会場において円滑な接種を実施できるよう接種の流れを確認

するシミュレーションを行うなど接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。（健康

部） 

 

�接種対象者数 

�区職員の人員体制の確保 

�医師、看護師、受付担当者等の医療従事者等の確保 

�接種場所の確保（医療機関、保健所等）及び運営方法の策定 

�接種に必要な資材等の確保 

�国、都及び地区医師会等の関係団体への連絡体制の構築 

�接種に関する区民への周知方法の策定 

 

(イ)区は、以下の表２を参考に、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種

対象者数を推計しておく等、住民接種のシミュレーションを行う。 

また、高齢者施設等の入所者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられ

るよう、福祉部と健康部が連携し接種体制を検討する。（福祉部・健康部） 
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表２ 接種対象者の試算方法の考え方 

 住民接種対象者試算方法 備考 

総人口 人口統計（総人口） Ａ  

基礎疾患の 

ある者 

対象地域の人口の７％ Ｂ  

妊婦 母子健康手帳届出数 Ｃ  

幼児 人口統計（１歳－６歳未満） Ｄ  

乳児 人口統計（１歳未満） Ｅ１  

乳児保護者※ 人口統計（１歳未満）×２ Ｅ２ 

乳児の両親として、対象人口の 

２倍に相当 

小学生・ 

中学生・ 

高校生相当 

人口統計（６歳－１８歳未満） Ｆ  

高齢者 人口統計（６５歳以上） Ｇ  

成人 

対象地域の人口統計から 

上記の人数を除いた人数 
Ｈ 

Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ１＋Ｅ２＋Ｆ＋

Ｇ）＝Ｈ  

※ 乳児（１歳未満の者）が接種不可の場合、その保護者を接種対象者として試算する。 

 

(ウ)区は、接種方法（集団的接種か個別接種）や会場の数、開設時間の設定等により、

必要な医療従事者の数や期間が異なることから、接種方法等に応じ、必要な医療従事

者数を算定する。 

特に、集団的接種においては、多くの医療従事者が必要であることから、区は、地区医

師会等の協力を得てその確保を図る。（健康部） 

 

(エ)区は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推計するほか、

各接種会場について、受付場所、待合場所、問診を行う場所、接種を実施する場所、

経過観察を行う場所、応急処置を行う場所、ワクチンの保管場所及び調剤（調製）場所、

接種の実施に当たる人員の配置のほか、接種会場の入口から出口の導線に交差がな

く、かつそれぞれの場所で滞留が起こらないよう配置を検討する。（健康部） 

 

イ 区は、円滑な接種の実施のため、国が整備するシステムを活用して全国の医療機関と

委託契約を結ぶ等、他の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進める。

（健康部） 

 

ウ 区は、速やかに接種できるよう、地区医師会等の医療関係者や学校関係者等と協力し、

接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種

の具体的な実施方法について準備を進める。（健康部・関係各部） 
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６.情報提供・共有 

（１）区民への対応 
区は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深める啓発を行

うとともに、国が情報提供・共有する新型インフルエンザ等対策におけるワクチンの役割や有

効性及び安全性、供給体制・接種体制、接種対象者、接種順位の在り方等の基本的な情報に

ついてホームページやＳＮＳ等を通じて情報提供・共有を行い、区民等の理解促進を図る。（健

康部） 

 

（２）区における対応 
区は、定期の予防接種の実施主体として、地区医師会等の関係団体との連携の下に、適正

かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び区民への情報提供等を行う。（健康部） 

 

都は、こうした区の取組を支援する。 

 

（３）全庁的な連携 
区は、予防接種施策の推進に当たり、全庁的な連携が不可欠であることから、平時から連

携の構築に努める。（健康部・関係各部） 

 

７.ＤＸの推進 

① 区は、予防接種関係のシステムが、国のシステム基盤と連携することで、予防接種事務

のデジタル化が実現されるよう、国が示す標準仕様書に沿って、システムの整備を行う。

（企画財政部・健康部） 

 

② 区は、国のシステム基盤に接種対象者を登録することで、接種勧奨を行う場合に、シス

テムを活用して接種対象者のスマートフォン等に通知できるよう準備を進める。（企画

財政部・健康部） 

 

③ 区は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を区民が把握し、マイナンバー

カードを活用して電子的に予診票情報の登録等を行った接種対象者が当該医療機関

に来院できるよう、環境整備に取り組む。（企画財政部・健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

都及び区は、準備期に計画した接種体制等を活用し、発生した新型インフルエンザ等に関す

る情報を速やかに収集するとともに、必要量のワクチンを確保することで、速やかな予防接種

へとつなげる。 
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１.接種体制の準備 

区は、国からの新型インフルエンザ等に対する特定接種又は住民接種に関する実施方法、

ワクチンの供給量、必要な資材等、接種の対象者・実施方法及び必要な予算措置等に関する

情報提供に基づき、都と連携して接種体制の立ち上げに向け必要な準備を行う。（健康部） 

 

２.接種体制の構築 

区は、接種会場や接種に携わる医療従事者等や資材の確保等、接種体制の構築を行う。

（健康部） 

 

３.特定接種 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、区は、地区医師会等の協力を得

て、その確保を図る。また、区は、接種体制を構築する登録事業者に対して、医療従事者の確

保に向けて地区医師会等の調整が得られるよう必要な支援を行う。（健康部） 

 

４.住民接種 

① 区は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始できるよう、住民基本台帳に

基づく人口や年齢等の情報、接種記録等を管理するシステム基盤等を通じて接種予定

数の把握を行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに、接種

に必要な資材等の確保に向けた調整を開始する。（企画財政部・健康部） 

 

② 接種の準備は、平時の体制で想定している業務量を大幅に上回る業務量が見込まれる

ため、区は、全庁的な実施体制の確保を行う。（関係各部） 

 

③ 区は、予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当部門を決定し

た上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想定、人員リストの作成、業務内容

に係る事前の説明の実施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、業務の優先順

位及び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。 

なお、接種会場のスタッフ、コールセンター、データ入力等、外部委託できる業務につい

ては積極的に外部委託するなど、業務負担の軽減策も検討する。（総務部・健康部） 

 

④ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、区は地区医師会等の協力を

得て、その確保を図る。（健康部） 

 

⑤ 区は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、地区医師会、近隣区、医療機

関、健診機関等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。その際、診療時間の

延長や休診日の接種等も含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保する。 
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また、必要に応じ、区有施設等の医療機関以外の会場において接種を行うことを協議

する。（健康部） 

 

なお、都においては、区の接種の負担を軽減するため、大規模接種会場を設けることも

考えられる。 

 

⑥ 区は、高齢者施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けら

れるよう、区の関係部局等と連携し、接種体制を構築する。（福祉部・健康部） 

 

⑦ 区は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、接種会場の運営方法を検

討することとし、医療従事者以外の運営要員の確保を進める。 

なお、臨時の接種会場を設ける場合は、ワクチンの配送や予約管理、マイナンバーカー

ドを活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務のデジタル化が実現されるよう、

接種会場をシステム基盤に登録するほか、必要な設備の整備等の手配を行う。（企画財

政部・健康部） 

 

⑧ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づく診療所開設の許

可・届出が必要である。また、区は、接種方法や会場の数、開設時間枠の設定に基づき、

必要な医療従事者数を算定する。（健康部） 

 

⑨ 接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等

の重篤な副反応がみられた際に、応急治療ができるための救急処置用品を、あらかじ

め地区医師会等と協議の上、準備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、適切な

管理を行う。 

また、実際に重篤な副反応が発生した場合、発症者の速やかな治療や搬送に資するよ

う、あらかじめ、会場内の従事者について役割を確認するとともに、都及び地区医師会

等の医療関係者や消防機関と調整を行い、搬送先となる接種会場近隣の二次医療機

関等を選定し情報共有することにより、適切な連携体制を確保する。 

なお、必要物品は、表３のようなものが想定されるため、会場の規模やレイアウトを踏ま

えて必要数や確保方法等を検討する。（健康部） 
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表３ 接種会場において必要と想定される物品 

【準備品】  【医師・看護師用物品】  

□消毒用アルコール綿  

□トレイ  

□体温計  

□医療廃棄物容器、針捨て容器  

□手指消毒剤  

□救急用品  

接種会場の救急体制を踏まえ、必要な物品を

準備すること。代表的な物品を以下に示す。  

・血圧計等  

・静脈路確保用品  

・輸液セット  

・生理食塩水  

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けいれ

ん剤、副腎皮質ステロイド剤等の薬液 

・担架・車椅子  

□マスク  

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ）  

□使い捨て舌圧子  

□膿盆  

□聴診器  

□ペンライト  

【文房具類】  

□ボールペン（赤・黒）  

□日付印  

□スタンプ台  

□はさみ  

【会場設営物品】  

□机  

□椅子  

□スクリーン  

□延長コード  

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤  

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫  

□耐冷手袋等  

   

⑩ 感染性産業廃棄物が運搬されるまでに保管する場所は、周囲に囲いを設け、当該廃棄

物の保管場所である旨等を表示した掲示板を掲げること等の必要な措置を講じる。そ

の他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の基準を遵守す

る。 

また、廃棄物処理業者と収集の頻度や量等について協議する。（健康部） 

 

⑪ 感染予防の観点から、接種経路の設定に当たっては、ロープなどにより進行方向に一

定の流れをつくることや、予診票の記入漏れや予防接種の判断を行うに際し、接種の流

れが滞ることがないよう配慮する。また、会場の確保については、被接種者が一定の間

隔を取ることができるように広い会場を確保することや要配慮者への対応が可能なよう

に準備を行う。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

都及び区は、あらかじめ準備期に計画したワクチンの供給体制及び接種体制に基づき、ワク

チンの接種を実施する。また、実際のワクチンの供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関

係者間で随時の調整を行い、対象者への接種が区内全体で速やかに進むよう取り組む。更に、

ワクチンを接種したことによる副反応等についても適切な情報収集・提供を行うとともに、健康

被害が発生した場合に備え、救済制度の周知に努める。 
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表３ 接種会場において必要と想定される物品 
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１.ワクチンや必要な資材の供給 

国は、ワクチンや接種に必要な資材の供給量について計画を策定する。国が一括してワクチ

ン、注射針やシリンジ等の供給を担う場合、円滑に供給されるよう流通管理を行う。 

 

① 区は、国からの要請を受けて、区に割り当てられた量の範囲内で、接種実施医療機関

等の接種可能量等に応じてワクチンを割り当てる。なお、特定の医療機関等に接種を希

望する者が集中しないよう留意する。（健康部） 

 

② 区は、国からの要請を受けて、ワクチンの供給の偏り等の問題を解消するために、都を

中心に調整を行い、地域間の融通等を行う。（健康部） 

 

２.接種体制 

① 区は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。（健康部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等の病原体の流行株が変異した場合に、追加接種が必要と

なることも想定し、そうした場合においても混乱なく円滑に接種が進められるよう都及

び医療機関と連携して、接種体制の継続的な整備に努める。（健康部） 

 

３.特定接種 

（１）地方公務員に対する特定接種の実施 
区は、特定接種を実施することを国が決定した場合において、国及び都と連携し、新型イン

フルエンザ等対策の実施に携わる対象者に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同

意を得て特定接種を行う。（総務部・健康部） 

 

（２）登録事業者等に対する対応 
区は、登録事業者等に対し、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有効性・安全性に関す

る情報、相談窓口（コールセンター等）の連絡先など、接種に必要な情報を提供する。（健康部・

関係各部） 

 

４.住民接種 

（１）住民接種の接種順位の決定 
国は、接種の順位に係る基本的な考え方に加え、重症化しやすい特定のグループ等の発生

した新型インフルエンザ等の病原性等に関する情報を踏まえ、住民への接種順位を決定する。 

 

（２）予防接種の準備 
区は、国及び都と連携して、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、予防接種の接
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種体制の準備を行う。（健康部） 

 

（３）接種体制の構築 
① 区は、国からの要請を受けて、準備期及び初動期に整理・構築した接種体制に基づき、

具体的な接種体制の構築を進める。（健康部） 

 

② 区は、接種状況等を踏まえ、接種の実施会場の追加等を検討する。（健康部） 

 

③ 区は、各会場において予診を適切に実施するほか、医療従事者や誘導のための人員、

待合室や接種場所等の設備、接種に要する資材（副反応の発生に対応するためのもの

を含む。）等を確保する。（健康部） 

 

④ 区は、発熱等の症状がある等予防接種を行うことが不適当な状態にある者については、

接種会場への来場を控えるよう広報等により周知すること、接種会場において掲示等

により注意喚起すること等により、感染対策を図る。 

また、医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、接種に係るリスク等も考慮

して、接種を実施する場合であっても、予診及び副反応に関する情報提供をより慎重に

行う。（健康部） 

 

⑤ 医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、基本的

に勤務先、あるいは療養を担当する医療機関等において接種を行う。 

ただし、在宅医療を受療中の患者や、高齢者施設等に入所する者であって、当該医療

機関における接種が困難な場合、訪問による接種も検討する。（福祉部・健康部） 

 

⑥ 区は、高齢者施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けら

れるよう、区の関係部局等と連携し、接種体制を構築する。（福祉部・健康部） 

 

（４）接種に関する情報提供・共有 
① 区は、実施主体として、区民からの基本的な相談に応じる。また、区は、接種の目的や

優先接種の意義等、ワクチンの有効性・安全性、接種の時期、方法など、区民一人一人

がどのように対応するべきかについて、分かりやすく伝える。（健康部） 

 

② 区は、予約受付体制を構築し、接種を開始する。区は、国に対し、接種状況に関する報

告を行う。（健康部） 

 

③ 区は、接種対象者のマイナポータルアプリ等がインストールされたスマートフォン等に通
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知し接種勧奨を行う。スマートフォン等の活用が困難な者に対しては、紙の接種券を発

行する等対応を行う。（企画財政部・健康部） 

 

④ 区は、接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して通知するほか、ウ

ェブサイトやＳＮＳを活用して周知する。なお、電子的に情報を収集することが困難な者

に対しては、広報紙への掲載等、紙での周知を実施する。（健康部） 

 

（５）接種体制の拡充 
区は、感染状況を踏まえ、必要に応じて区有施設等を活用した医療機関以外の接種会場の

増設等を検討する。 

区は、高齢者施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられる

よう、区の関係部局等と連携し、接種体制を構築する。（企画財政部・区民部・福祉部・健康

部・関係各部） 

 

（６）接種記録の管理 
区は、地方公共団体間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた

者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に国が整備したシステムを活用し、接種記

録の適切な管理を行う。（企画財政部・健康部） 

 

５.健康被害救済制度 

予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等からの申請に基づ

き、国の審査会において予防接種と健康被害との因果関係について審査を行い、その結果に

基づき給付が行われる。給付の実施主体は、特定接種の場合はその実施主体、住民接種の場

合は区となる。 

なお、住民接種における健康被害救済の実施主体は、接種した場所が住所地以外でも、住

所地の区市町村となる。 

区は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請を受け付け

るほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適切に行う。（健康部） 

 

６.情報提供・共有 

① 区は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副反応疑い報告や健康

被害救済申請の方法等）に加え、国が情報提供・共有する予防接種に係る情報につい

て、区民への周知・共有を行う。（健康部） 

 

② 区は、区内における接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談窓口など、

必要な情報提供を行う。 
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また、区は、パンデミック時に定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対

象疾病のまん延が生じないよう、引き続き定期の予防接種の必要性等の周知に取り組

む。（健康部） 
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また、区は、パンデミック時に定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対

象疾病のまん延が生じないよう、引き続き定期の予防接種の必要性等の周知に取り組

む。（健康部） 
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第８章 医療 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、患者数の増大が予想されるため、地域の医療資

源（医療人材や病床等）には限界があることを踏まえつつ、都は平時において予防計画及び医

療計画に基づき医療機関等との間で医療措置協定等を締結することで、有事における新型イ

ンフルエンザ等に対する医療提供体制及び通常医療の提供体制の確保を行う。 

また、区は、平時から医療機関等を中心とした関係者を交えた訓練や研修等の実施、東京

都感染症対策連携協議会等の活用等を行うことで、有事の際の地域の医療提供体制につい

て準備と合意形成を図るとともに、医療機関等が有事に適切に対応を行えるよう支援を行う。 

 

１.基本的な医療提供体制 

① 都が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、都内の保健所とも有事の

役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させることにより、

都民等に対して必要な医療を提供する。 

区は相談センターを開設する役割を担う。（健康部） 

 

都は、予防計画及び医療計画に基づき医療提供体制の目標値を設定するとともに、医

療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は

医療人材の派遣に関する協定を締結し、地域の医療機関等の役割分担を明確化する

ことで、新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。 

 

② 区は、新型インフルエンザ等感染症患者が発生した際には、感染症の重篤性・感染力等

を勘案して適切な移送方法が必要となることから、関係機関（民間救急事業者等）とも

協議の上、円滑な移送が可能となるよう、体制整備を行う。（健康部） 

 

（１）相談センター 
区は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、早期に相談センターを整

備する。相談センターは、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、受診

先となる感染症指定医療機関等の案内を行う。（健康部） 

 

（２）感染症指定医療機関 
感染症法に基づき国が行う新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

１７

 前は、感

 

１７ 感染症法第１６条第２項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表をいう。 
 

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第８章 医療 

第１節 準備期 

73 

 

染症指定医療機関が中心となって新型インフルエンザ等患者の受入等に対応する。その後も、

感染症指定医療機関は、都内の感染症医療提供体制の中核として役割を果たす。 

 

（３）病床確保を行う協定締結医療機関
１８

（第一種協定指定医療機関
１９

） 
病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事の際には、

都からの要請に応じて、病床を確保し、入院医療を提供する。新型インフルエンザ等の流行初

期（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表から約３か月を想定。以下この章にお

いて同じ。）においては、流行初期医療確保措置
２０

 の対象となる協定締結医療機関（以下「流

行初期医療確保措置協定締結医療機関」という。）が対応を行い、その後順次その他の協定

締結医療機関も対応を行う。 

 

（４）発熱外来を行う協定締結医療機関
２１

（第二種協定指定医療機関
２２

） 
発熱外来を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事の際には、

都からの要請に応じて、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ、簡

易テント、駐車場等で診療する場合を含む。）を設ける。その上で、あらかじめ発熱患者等の対

応時間帯等の情報を住民に周知し、又は地域の医療機関等と共有して、発熱患者等を受け入

れる体制を構築する。 

新型インフルエンザ等の流行初期においては、流行初期医療確保措置協定締結医療機関

が対応を行い、その後順次その他の協定締結医療機関も対応を行う。 

 

（５）自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関
２３

（第二種協定指定医療機関） 
自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基

づき、有事の際には、都からの要請に応じて、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所におい

て、自宅療養者、宿泊療養者及び高齢者施設等における療養者に対して、往診や電話・オンラ

イン診療等、処方薬の配送・服薬指導、訪問看護等を行う。 

 

 

１８ 感染症法第３６条の２第１項第１号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
 
１９ 感染症法第６条第１６項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。 
 
２０ 感染症法第３６条の９第１項に基づく、感染症の流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対して、補助金・診療報

酬が充実するまでの一定期間、感染症の流行前と同水準の収入を補償する措置（病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療

報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結医療機関は外来分の診療報酬収入を補償） 
 
２１ 感染症法第３６条の２第１項第２号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
 
２２ 感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。 
 
２３ 感染症法第３６条の２第１項第３号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
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第８章 医療 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、患者数の増大が予想されるため、地域の医療資

源（医療人材や病床等）には限界があることを踏まえつつ、都は平時において予防計画及び医

療計画に基づき医療機関等との間で医療措置協定等を締結することで、有事における新型イ

ンフルエンザ等に対する医療提供体制及び通常医療の提供体制の確保を行う。 

また、区は、平時から医療機関等を中心とした関係者を交えた訓練や研修等の実施、東京

都感染症対策連携協議会等の活用等を行うことで、有事の際の地域の医療提供体制につい

て準備と合意形成を図るとともに、医療機関等が有事に適切に対応を行えるよう支援を行う。 

 

１.基本的な医療提供体制 

① 都が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、都内の保健所とも有事の

役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させることにより、

都民等に対して必要な医療を提供する。 

区は相談センターを開設する役割を担う。（健康部） 

 

都は、予防計画及び医療計画に基づき医療提供体制の目標値を設定するとともに、医

療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は

医療人材の派遣に関する協定を締結し、地域の医療機関等の役割分担を明確化する

ことで、新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。 

 

② 区は、新型インフルエンザ等感染症患者が発生した際には、感染症の重篤性・感染力等

を勘案して適切な移送方法が必要となることから、関係機関（民間救急事業者等）とも

協議の上、円滑な移送が可能となるよう、体制整備を行う。（健康部） 

 

（１）相談センター 
区は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、早期に相談センターを整

備する。相談センターは、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、受診

先となる感染症指定医療機関等の案内を行う。（健康部） 

 

（２）感染症指定医療機関 
感染症法に基づき国が行う新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

１７

 前は、感

 

１７ 感染症法第１６条第２項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表をいう。 
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染症指定医療機関が中心となって新型インフルエンザ等患者の受入等に対応する。その後も、

感染症指定医療機関は、都内の感染症医療提供体制の中核として役割を果たす。 

 

（３）病床確保を行う協定締結医療機関
１８

（第一種協定指定医療機関
１９

） 
病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事の際には、

都からの要請に応じて、病床を確保し、入院医療を提供する。新型インフルエンザ等の流行初

期（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表から約３か月を想定。以下この章にお

いて同じ。）においては、流行初期医療確保措置
２０

 の対象となる協定締結医療機関（以下「流

行初期医療確保措置協定締結医療機関」という。）が対応を行い、その後順次その他の協定

締結医療機関も対応を行う。 

 

（４）発熱外来を行う協定締結医療機関
２１

（第二種協定指定医療機関
２２

） 
発熱外来を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基づき、有事の際には、

都からの要請に応じて、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ、簡

易テント、駐車場等で診療する場合を含む。）を設ける。その上で、あらかじめ発熱患者等の対

応時間帯等の情報を住民に周知し、又は地域の医療機関等と共有して、発熱患者等を受け入

れる体制を構築する。 

新型インフルエンザ等の流行初期においては、流行初期医療確保措置協定締結医療機関

が対応を行い、その後順次その他の協定締結医療機関も対応を行う。 

 

（５）自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関
２３

（第二種協定指定医療機関） 
自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に基

づき、有事の際には、都からの要請に応じて、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所におい

て、自宅療養者、宿泊療養者及び高齢者施設等における療養者に対して、往診や電話・オンラ

イン診療等、処方薬の配送・服薬指導、訪問看護等を行う。 

 

 

１８ 感染症法第３６条の２第１項第１号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
 
１９ 感染症法第６条第１６項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。 
 
２０ 感染症法第３６条の９第１項に基づく、感染症の流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対して、補助金・診療報

酬が充実するまでの一定期間、感染症の流行前と同水準の収入を補償する措置（病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療

報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結医療機関は外来分の診療報酬収入を補償） 
 
２１ 感染症法第３６条の２第１項第２号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
 
２２ 感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。 
 
２３ 感染症法第３６条の２第１項第３号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
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（６）後方支援を行う協定締結医療機関
２４ 

後方支援を行う協定締結医療機関は、都と締結した協定に基づき、都からの要請に応じて、

新型インフルエンザ等からの回復後引き続き入院が必要な患者の転院受入や新型インフルエ

ンザ等患者以外の患者の受入れを行う。 

 

（７）医療人材の派遣を行う協定締結医療機関
２５ 

医療人材の派遣を行う協定締結医療機関は、都と締結した協定に基づき、感染拡大期等の

医療人材が不足する際には、都からの要請に応じて、新型インフルエンザ等に対応するため、

医療人材を医療機関等に派遣する。 

 

（８）一般医療機関 
区は、地区医師会等の医療関係団体等と連携し、一般医療機関に対して感染症に関する適

切な情報を提供するなど必要な支援を実施する。 

感染症指定医療機関や協定締結医療機関以外の一般医療機関においても、国、都、区及

び地区医師会等の医療関係団体等からの情報を積極的に活用し、地域の感染状況等に応じ

て、感染症の診療並びに感染拡大防止のための措置や患者等への指導など必要な対応を、患

者の人権を尊重しながら実施する。（健康部） 

 

２.民間宿泊事業者等 

都は、民間宿泊事業者等との間で協定の締結を進めて宿泊療養施設の確保を行う。また、

対応期において軽症者等を受け入れる場合の運営の方法等を事前に検討し、あらかじめ新型

コロナでの対応を踏まえた宿泊療養施設の施設運営に関するマニュアルを作成する。 

 

３.研修や訓練の実施を通じた人材の育成等 

① 区や医療機関等は、新型インフルエンザ等への対応力を向上させ、有事における対応

体制に円滑に移行できるようにするため、平時から有事に備えた感染症対応訓練や研

修を行う。（健康部） 

 

② 区は、速やかに感染症有事体制に移行するため、対策本部設置訓練などの全庁的な訓

練や研修を行う。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確立するため、例えば、平時

から整備している連絡体制を確認する情報伝達訓練や、区長等が出席する対策本部

 

２４ 感染症法第３６条の２第１項第４号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
 
２５ 感染症法第３６条の２第１項第５号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
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設置訓練等について、年１回を基本として全庁的に実施する。（総務部・健康部） 

 

４.新型インフルエンザ等の発生時のためのＤＸ推進 

国は、新型インフルエンザ等の発生時における対応能力の向上や業務負担の軽減等のため、

医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）の改善、感染症サーベイランスシステムの活用、電

子カルテ情報の標準化等、ＤＸを推進する。また、電子カルテと発生届の連携に向けて検討を

進める。 

 

都は、国の取組状況も踏まえ、医療機関における電子カルテの導入支援や、感染症サーベ

イランスシステム、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等の活用を通じてＤＸを推進し、

入院調整等の効率化を図る。 

 

区は、感染症危機対応に備えるため、平時から医療機関による電磁的方法による発生届の

提出を促進する等、ＤＸの推進による効率化を図る。（健康部） 

 

５.都道府県連携協議会等の活用 

区は、都が開催する東京都感染症対策連携協議会に参加し、これらの関係機関と協議した

結果を踏まえ、予防計画を策定・変更するとともに、平時から緊密な連携体制を構築すること

で、感染症危機発生時における体制を整備する。（健康部） 

 

６.特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保 

都は、特に配慮が必要な患者
２６

 について、患者の特性に応じた受入れ医療機関の設定及び

病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。 

 

区は、感染症危機発生の際は、特に配慮が必要な患者の入院調整に当たっては、都や各診

療ネットワーク等との連携を図り、早期の調整を図る。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した場合は、感染症危

機から区民の生命及び健康を保護するため、適切な医療提供体制を確保する。 

区は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前より、国及び都等から得られ

た感染症に係る情報を踏まえ、必要な医療を提供する体制の確保を図る。また、国及び都等

から提供・共有された情報や要請を基に、都及び医療機関等と連携し、相談・受診から入退院

 

２６ 精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症の人、がん患者、外国人等 
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（６）後方支援を行う協定締結医療機関
２４ 
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２４ 感染症法第３６条の２第１項第４号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関をいう。 
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設置訓練等について、年１回を基本として全庁的に実施する。（総務部・健康部） 
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までの流れを迅速に整備する。 

更に、区は、地域の医療提供体制の確保状況を常に把握するとともに、区内の医療機関や

区民等に対して、感染したおそれのある者については感染症指定医療機関等を案内する相談

センター等の相談先や受診の手順等を分かりやすく示すなど、区民に円滑に適切な医療を受

けるための情報提供や方針提示を行う。 

 

１.新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する知見の共有等  

区は、国及び都等から提供された新型インフルエンザ等の発生状況、感染症の特徴や病原

体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を含む診断・治療に関する情報等を医療機関、消

防機関、高齢者施設等に周知する。（福祉部・健康部） 

 

２.医療提供体制の確保等 

① 区は、国からの要請を受けて、発熱外来の迅速な稼働の前提となる検査を実施するた

め、東京都健康安全研究センターと連携した検査体制を確立する。（健康部） 

 

② 区は、都と連携し、地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等について区民等に

周知する。（健康部） 

 

③ 区は、準備期に構築した体制により、関係機関と連携の上、適切に移送を実施する。（健

康部） 

 

３.相談センターの整備 

① 区は、国からの要請を受けて、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談

を受け、必要に応じて、感染症指定医療機関等の受診につなげる相談センターの整備

を速やかに行うとともに、不安な方や受診先の案内が必要な方、症例定義に該当する

有症状者等は、相談センターに相談するよう、区民等に周知を行う。（健康部） 

 

② 区は、状況に応じて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、適宜、相談センター

の対応人数、開設時間等を調整する等適切に相談ができる体制を整備する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、区民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがある。健康被害を最小限にとどめ、区民が安心して生活を

送ることができるよう、適切な医療提供体制を確保し、新型インフルエンザ等の患者及びその

他の患者に必要な医療を提供する必要がある。 
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このため、区は、初動期に引き続き、国及び都等から提供・共有された新型インフルエンザ

等に係る情報を基に、病原性や感染性等に応じて変化する地域の実情に応じて、都や医療機

関等と連携し、新型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に適切な医療が提供できるよ

う対応を行う。 

また、区は、国及び都等と連携し、一部の医療機関等がひっ迫する場合等の準備期に整備

する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある場合にも機動的かつ柔軟に対応する。 

 

１.適切な医療提供体制の構築に向けた対応 

（１）医療機関等に対する要請等 
都は、準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した医療提供体制等が適切

に確保できるよう、感染症指定医療機関に対して必要な医療を提供するよう要請するとともに、

協定締結医療機関に対して準備期に締結した協定に基づき必要な医療を提供するよう要請

する。 

 

区は、民間搬送事業者等と連携して、患者及び症状が回復した者について、自宅、発熱外

来、入院医療機関、宿泊療養施設等の間での移動手段を確保する。 

また、区民等に対し、症状が軽微な場合における救急車両の利用を控える等、救急車両の

適正利用について周知する。（健康部） 

 

（２）特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保 
都は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性に応じた受入れ医療機関の設定及び病

床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保を行う。 

 

区は、特に配慮が必要な患者の入院調整に当たっては、都や各診療ネットワーク等との連携

を図り、早期の調整を図る。（健康部） 

 

（３）適切な医療受診に向けた区民等への呼び掛け等 
区は、都と協力し、地域の医療提供体制に関する情報や、相談センター及び受診先となる発

熱外来の一覧等、医療機関への受診方法等について区民等に周知する。（健康部） 

 

２.時期に応じた医療提供体制の構築 

（１）流行初期 
ア 協定に基づく医療提供体制の確保等 

都は、都内の感染状況を踏まえ、必要に応じて、感染症指定医療機関に加えて、流行初期

医療確保措置協定締結医療機関においても、患者に適切な入院医療及び外来医療を提供す

る体制を確保するよう要請する。 
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都は、状況に応じて速やかに入院調整本部を設置し、円滑な入院調整の仕組みを構築する。

入院調整に当たっては、国が作成して示す「重症化する可能性が高い患者を判断するための

指標」を参考にしつつ、新型インフルエンザ等の重症度のほか、基礎疾患や重症化リスク、合

併症のリスク、障害の有無、要介護度など、患者の容態を総合的に考慮して行う。また、国の

感染症サーベイランスシステム等を活用するとともに、システムの運用状況や感染症の特徴、

医療提供体制の状況等を踏まえ、ＤＸの活用を図るなど、関係者間において迅速かつ効率的

な情報共有等が可能な体制を整備する。 

 

区は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症法

に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医療確保措置協定締結医療機

関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理し

た役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。（健康部） 

 

イ 相談センターの強化 

区は、国からの要請を受けて、相談センターの強化を行う。また、症例定義に該当する有症

状者や感染したおそれのある者が、相談センターを通じて、発熱外来を受診するよう、区民等

に周知を行う。（健康部） 

 

（２）流行初期以降 
ア 協定に基づく医療提供体制の確保等 

都は、都内の感染状況を踏まえ、必要に応じて、感染症指定医療機関及び流行初期医療

確保措置協定締結医療機関に加えて、その他の協定締結医療機関においても対応を要請し、

医療提供体制を確保する。 

 

① 区は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症

法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う協定締結医療機関に移送する。

入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分

担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。（健康部） 

 

② 区は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じて症状の状態等を把握

するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度の測定等を行う体制を確保

する。（健康部） 

 

イ 相談センターの維持 

区は、流行初期の取組を継続して行う。（健康部） 
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（３）ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 
都は、協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関を減らす等、感染状況等を踏まえて柔

軟かつ機動的に対応する。 

なお、変異株の出現等により、感染が再拡大した場合又はそのおそれがある場合は、協定に

基づき措置を講ずる協定締結医療機関を増やす等、必要な対策を実施する。 

 

都は、必要に応じて、相談センターにおいて、発熱外来を案内する仕組みから、有症状者が

発熱外来を直接受診する仕組みに移行する。 

 

区は、国及び都等の方針に基づき、区民等に対して周知する。（健康部） 

 

（４）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等が低下す

ること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることにより、特措法によらな

い基本的な感染症対策に移行する場合、区は、国及び都等の示す方針に基づき、新型インフ

ルエンザ等発生前における通常の医療提供体制に段階的に移行する。（健康部） 
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第９章 治療薬・治療法 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめる

上で、医療の提供が不可欠な要素となる。国や都と緊密な情報共有体制を確保しながら、最

新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法の情報を速やかに医療機関等に提供し、

医療機関等がこれらを早期に活用できるよう、平時からそのための体制づくりを行う。 

 

１.治療薬・治療法の研究開発の推進 

（１）基礎研究及び臨床研究等の人材育成 
区は、必要に応じて都と連携し、治療薬・治療法の研究開発の担い手を確保するため、研究

機関等を支援する。 

また、研究を推進する医療機関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中

核病院や感染症指定医療機関等における臨床研究等の実施体制強化の支援を目的として、

区は、必要に応じて都と連携し、感染症の基礎研究から治験等臨床研究の領域において育成

した人材について、キャリア形成の支援等を通じて積極的に活用する。（健康部） 

 

２.医療機関等への情報提供・共有体制の整備 

区は、新型インフルエンザ等の発生時に、当該感染症の患者の診療を行う医療機関等が、

有効な治療薬・治療法に関する情報を早期に入手し活用できるよう、平時から国や都、医療機

関等と連携し、情報提供・共有体制について確認する。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、準備期に構築した

体制を活用して、医療機関等に対し治療薬や治療法に関する最新の知見に関する情報提供

を行い、また、治療薬の適切な供給・使用がなされるよう関係機関との調整等を行う。 

 

１.医療機関等及び区民等への情報提供・共有 

区は、国及び都等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診断・治療に資す

る情報等を収集し、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬・治療法に関する情報を医療機

関や薬局のほか、医療従事者、区民等に対して迅速に提供・共有する。（健康部） 

 

２.治療薬の適正使用 

区は、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、治療に用いる新型インフルエンザ等の

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第９章 治療薬・治療法 

第３節 対応期 

81 

 

治療薬を適切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

３.抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

① 区は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同居者等の濃

厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露した者に対して、必

要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時の対応を指導する。症状

が現れた場合は、感染症指定医療機関等への移送に必要に応じて協力する。（健康部） 

 

② 区は、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイルス薬を適

切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

国及び都は、新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に

有効な治療薬を確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平に届くことを目指した

対応を行う。 

 

１.治療薬・治療法の開発後の対応 

① 区は、区民が新型インフルエンザ等の治療薬・治療法の開発・実用化の進捗を踏まえた

治療を受けられ、また、適切な受療行動をとれるよう、医療機関等に最新の知見を踏ま

えた情報提供を行うとともに、区民等に対し治療薬や治療法に関する有効性や安全性

等の正確な情報、対象となる患者等の考え方、対応可能な医療機関等の情報や受診の

方法等について分かりやすく発信し、必要に応じて専用コールセンター等の設置を行う

など、区民への丁寧な情報提供に努める。（健康部） 

 

② 区は、治療薬・治療法の普及状況に応じて、都と連携し、治療薬の投与可能な医療機関

への受診・入院調整を行うなど、必要な患者が円滑に治療を受けられる体制を整える。

（健康部） 

 

２.医療機関等及び区民等への情報提供 

区は、引き続き、国や都等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診断・治療

に資する情報及び策定された診療指針等を収集し、医療機関や薬局のほか、医療従事者、区

民等に対して迅速に提供する。（健康部） 

 

３.治療薬の適正使用 

区は、引き続き、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型イン
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治療薬を適切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

３.抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

① 区は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同居者等の濃

厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露した者に対して、必

要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時の対応を指導する。症状

が現れた場合は、感染症指定医療機関等への移送に必要に応じて協力する。（健康部） 

 

② 区は、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイルス薬を適

切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

国及び都は、新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に

有効な治療薬を確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平に届くことを目指した

対応を行う。 

 

１.治療薬・治療法の開発後の対応 

① 区は、区民が新型インフルエンザ等の治療薬・治療法の開発・実用化の進捗を踏まえた

治療を受けられ、また、適切な受療行動をとれるよう、医療機関等に最新の知見を踏ま

えた情報提供を行うとともに、区民等に対し治療薬や治療法に関する有効性や安全性

等の正確な情報、対象となる患者等の考え方、対応可能な医療機関等の情報や受診の

方法等について分かりやすく発信し、必要に応じて専用コールセンター等の設置を行う

など、区民への丁寧な情報提供に努める。（健康部） 

 

② 区は、治療薬・治療法の普及状況に応じて、都と連携し、治療薬の投与可能な医療機関

への受診・入院調整を行うなど、必要な患者が円滑に治療を受けられる体制を整える。

（健康部） 

 

２.医療機関等及び区民等への情報提供 

区は、引き続き、国や都等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診断・治療

に資する情報及び策定された診療指針等を収集し、医療機関や薬局のほか、医療従事者、区

民等に対して迅速に提供する。（健康部） 

 

３.治療薬の適正使用 

区は、引き続き、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型イン
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フルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

４.中長期的予後の把握と合併症に対する治療法等の研究 

国は、ＪＩＨＳや関係学会等と連携し、必要に応じて、新型インフルエンザ等の感染に伴う合併

症や中長期的な予後を把握するとともに、合併症に対する治療法等について分析し、必要な

研究を実施する。これにより得られた知見については、診療指針等に適宜反映するとともに、

都道府県や医療機関、国民等に対して周知する。 

 

区は、国及び都等が示す情報等を医療機関や区民等に対して迅速に提供する。（健康部） 

 

５.抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

国は、都と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、患者の治療を優

先することから、患者との濃厚接触者（同居者を除く。）への抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与を原則として見合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与につ

いては、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。 

 

区は、国及び都の方針に基づき適切に対応する。（健康部） 
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第１０章 検査 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

患者の診断は、患者の症状、他の患者への接触歴、病原体へのばく露歴、病原体の存在や

病原体に対する人体の反応を確認する各種検査の結果等に基づき行われる。 

検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療につなげるこ

と及び流行の実態を把握することである。 

 

１.検査体制の整備 

① 区は、有事において検査を円滑に実施するため、検体採取容器や検体採取器具等の検

査物資の備蓄及び確保を進める。（健康部） 

 

② 区は、医療機関等において、検体の採取のみを行った場合に、検査実施機関へ迅速に

検体の搬送を行えるよう、準備期から体制の整備に努める。（健康部） 

 

③ 都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等や検査等措置協定を締結し

ている民間検査機関等における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状

況の情報を把握し、毎年度その内容を国に報告するとともに、当該機関等からの検査

体制の整備に向けた相談等への対応を行う。区は、その状況を把握する。（健康部） 

 

２.訓練等による検査体制の維持及び強化 

① 区は、予防計画に基づいた検査が適切に実施できるよう、平時より都及び東京都健康

安全研究センターと検査体制の確認を行い、検査体制の維持に努める。（健康部） 

 

② 区は、有事において、速やかに体制を移行するため、全庁的な研修・訓練を行う。その

際、関係する多数の機関に対して訓練の参加を促進する。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、感染症のまん延に備え、感染症法に基づく東京都感染症対策連携協議会を活用

し、平時から関係機関等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化するとともに、

検査体制・方針等について関係機関と協議した結果等を踏まえ、予防計画を策定・変更

する。（健康部） 

 

３.研究開発体制の構築 

区は、国が主導する検査法の研究開発について、区内の感染症の診療を行う医療機関等、

治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に

―82―



第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第９章 治療薬・治療法 

第３節 対応期 

82 

 

フルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう周知する。（健康部） 

 

４.中長期的予後の把握と合併症に対する治療法等の研究 

国は、ＪＩＨＳや関係学会等と連携し、必要に応じて、新型インフルエンザ等の感染に伴う合併

症や中長期的な予後を把握するとともに、合併症に対する治療法等について分析し、必要な

研究を実施する。これにより得られた知見については、診療指針等に適宜反映するとともに、

都道府県や医療機関、国民等に対して周知する。 

 

区は、国及び都等が示す情報等を医療機関や区民等に対して迅速に提供する。（健康部） 

 

５.抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

国は、都と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、患者の治療を優

先することから、患者との濃厚接触者（同居者を除く。）への抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与を原則として見合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与につ

いては、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。 

 

区は、国及び都の方針に基づき適切に対応する。（健康部） 

  

第２部 各対策項目の考え方及び取組 

第１０章 検査 

第１節 準備期 

83 
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際、関係する多数の機関に対して訓練の参加を促進する。（総務部・健康部） 

 

③ 区は、感染症のまん延に備え、感染症法に基づく東京都感染症対策連携協議会を活用

し、平時から関係機関等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化するとともに、

検査体制・方針等について関係機関と協議した結果等を踏まえ、予防計画を策定・変更

する。（健康部） 

 

３.研究開発体制の構築 

区は、国が主導する検査法の研究開発について、区内の感染症の診療を行う医療機関等、

治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に
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積極的に協力する。（健康部） 

 

４.検査関係機関等との連携 

区は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、区内の感染症の診療を

行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。（健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

区内での新型インフルエンザ等の発生時に、適切な検査の実施により患者を早期発見する

ことで、適切な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把

握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめる。 

 

１.検査体制の整備 

都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等、検査等措置協定締結機関等に

おける「検査体制の充実・強化」に係る検査実施能力の確保状況を確認し、速やかに検査体制

を立ち上げるとともに、検査実施能力の確保状況について定期的に国に報告する。区は、その

状況を把握するとともに、東京都健康安全研究センターと連携した検査体制を整備する。（健

康部） 

 

２.検査体制の立上げと維持 

区は、新型インフルエンザ等の発生初期に発熱外来が設置されていない状況では、相談セ

ンターに感染が疑われる者から相談があった際には、適切に検査を実施する体制を構築する。

（健康部） 

 

３.検査方法の精度管理、妥当性の評価 

区は、東京都健康安全研究センター等と連携し、病原体の適正な管理や検査の精度管理の

推進により、病原体検査の信頼性を確保するよう努める。（健康部） 

 

４.研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及 

区は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、区内の感染症の診療を

行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

初動期に引き続き、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適切な医療提供
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につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把握し、新型インフルエン

ザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめる。また、感染症の特徴や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）の変化、感染症の流行状況の変化、検査の特徴等も踏まえ

つつ、社会経済活動の回復や維持を図ることについても検査の目的として取り組む。 

 

１.検査体制の拡充 

① 区は、初動期に引き続き、東京都健康安全研究センターと連携した検査を実施するとと

もに、検査方法等が確立され、民間検査機関でも検査が可能になった後には、民間検

査機関を活用して検査能力を拡充する。 

また、台東保健所検査センターの設備で実施可能な検査方法が確立された後は、必要

に応じて早急に検査体制を整え、東京都健康安全研究センターと民間検査機関の補完

をすることにより、区の検査実施能力を拡充する。（健康部） 

 

② 区は、区内の検査需要への対応能力を向上するため、都が締結した検査等措置協定締

結機関以外の民間検査機関や医療機関に協力を要請し、検査需要に対応できる検査

体制を構築する。（健康部） 

 

③ 区は、国が実施する国内の検査体制の維持や拡充等のための見直しに応じて、適宜、

区内の検査体制の見直しを実施する。（健康部） 

 

２.研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及 

① 区は、国及びＪＩＨＳが主導する検査診断技術の研究開発について、区内の感染症の診

療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。（健康部） 

 

② 区は、国及び都等において、新たに、より安全性が高い検査方法や検体採取方法が開

発された場合は、これらの手法の医療機関等への速やかな普及に協力する。（健康部） 

 

３.診断薬・検査機器等の調達・供給に係る調整 

区は、国が緊急承認・特例承認等により活用可能とした診断薬・検査機器等について関係

者に周知し、円滑に活用できるよう体制を整備する。（健康部） 

 

４.リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し 

区は、区民生活・経済活動との両立を目的とする検査の利活用について、国が示す検査実

施の方針を参考にしながら、地域における検査キャパシティの状況や、地域における当該検査

の実施ニーズ等を考慮して都と連携し適切に実施する。（健康部） 
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につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把握し、新型インフルエン
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第１１章 保健 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

感染症有事には、区は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの地域の実情に応

じた感染症対策の実施を担う点で、感染症危機時の中核となる存在である。区は、関係機関

等による感染症対策の支援、医療機関や地区医師会等関係団体との連絡調整等、感染症の

発生予防等のための事前対応型の取組を推進する。 

都及び区は、感染症の発生状況や地域における医療の提供状況等の情報等を収集する体

制を平時から構築する。また、感染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、感染症危機に

対する迅速かつ適切な危機管理を行うことができる人材の中長期的な育成、外部人材の活用

も含めた必要な人材の確保、業務量の想定、感染症危機管理に必要な機器及び機材の整備、

物品の備蓄等を行うことによりその機能を果たすことができるようにする。 

また、収集・分析した感染症に係る情報を関係者や区民と積極的に共有し、感染症の発生

状況と対策に関する共通理解を形成することにより、有事の際の迅速な情報提供・共有と連携

の基盤づくりを行う。 

 

１.人材の確保 

区は、流行開始（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表）から１か月間におい

て想定される業務量に対応するため、保健所職員、応援職員、ＩＨＥＡＴ
２７

要員等の感染症有事

体制を構成する人員を確保する。（総務部・健康部） 

 

２.外部の専門職（ＩＨＥＡＴ等）等の活用 

① 区は、ＩＨＥＡＴの運用の主体として、ＩＨＥＡＴ要員の確保、名簿管理、研修を行う。また、

所属先があるＩＨＥＡＴ要員については支援が円滑に実施されるよう所属機関との調整

等を行う。更に、保健所における受入体制が整備されるよう人員や財源の確保、マニュ

アルの整備等必要な支援を行う。（健康部） 

 

② 区は、ＩＨＥＡＴ要員に関する募集や広報を、特に、地域における外部の専門職や保健所

を退職した者等の行政機関での勤務経験者等に対し積極的に行う。（健康部） 

 

③ 区は、健康危機発生時に速やかにＩＨＥＡＴ要員の支援を受けることができるよう、ＩＨＥ

ＡＴ要員の受入体制を整備する。また、保健所が行うＩＨＥＡＴ要員の確保及びＩＨＥＡＴ

要員に対する研修・訓練に取り組む。（健康部） 

 

２７ ＩＨＥＡＴとは、Ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ ｄｉｓｅａｓｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍの略称であり、感染症法に基づき新型イン

フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合、その他の健康危機が発生した場合において外部の専門職を有効に活用する

ことを目的とし、健康危機発生時に地域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み。 
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３.受援体制の整備 

区は、感染症有事体制を構成する人員のリストを作成し、定期的に点検・更新を行うなど、

受援の体制を整備する。（総務部・健康部） 

 

４.業務継続計画を含む体制の整備 

① 区は、国からの要請を受けて、予防計画に定める保健所の感染症有事体制（保健所に

おける流行開始から１か月間において想定される業務量に対応する人員確保数及びＩＨ

ＥＡＴ要員の確保数）の状況を毎年度確認する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、予防計画に基づき、平時より東京都健康安全研究センターとの連携体制を構築

することで、病原体検査等を適切に実施できる体制を確保する。（健康部） 

 

③ 区は、ＢＣＰを策定する。ＢＣＰの策定に当たっては、有事における区の業務を整理する

とともに、有事に円滑にＢＣＰに基づく業務体制に移行できるよう、平時からＩＣＴや外部

委託の活用等により、業務の効率化を図る。 

なお、業務の優先度の整理については、各業務の縮小・延期・停止が区民の生活や安

全確保に与える影響や、縮小・延期・停止することにより法令違反となる可能性の有無

等を踏まえて行う。（関係各部） 

 

５.研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築 

（１）研修・訓練等の実施 
① 区は、国からの要請を受けて、保健所の感染症有事体制を構成する人員（ＩＨＥＡＴ要員

を含む。）への年１回以上の研修や新型インフルエンザ等の発生及びまん延を想定した

訓練を実施する。（健康部） 

 

② 区は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や都等の研修等を積極的に活用しつつ、

保健所の人材育成に努める。（健康部） 

 

③ 区は、東京都健康安全研究センターにおいて実施している実地疫学調査研修及び国立

保健医療科学院やＪＩＨＳ等で実施される感染症対策・感染症検査等に関する研修会や

実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ）等に、保健所の職員等を積極的に派遣すると

ともに、感染症に関する研修等を開催すること等により保健所の職員等に対する研修

の充実を図る。更に、これらにより感染症に関する知識を習得した者を保健所等におい

て活用等を行う。（健康部） 

 

④ 区は、速やかに感染症有事体制に移行できるよう全庁的な研修・訓練を実施し、感染症
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危機への対応能力の向上を図る。（総務部・健康部） 

 

（２）多様な主体との連携体制の構築 
① 都及び区は、新型インフルエンザ等の発生に備え、東京都感染症対策連携協議会等を

活用し、平時から保健所や東京都健康安全研究センター等のみならず、管内の一般市

町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要な調整等を通じ、連

携を強化する。（健康部） 

 

② 都及び区は、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施

の方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾患等の傷病者の救急搬送等

について東京都感染症対策連携協議会等において協議し、その結果を踏まえ、必要に

応じ予防計画を策定・変更する。 

なお、予防計画を策定・変更する際には、区行動計画、都行動計画、都が作成する医療

計画及び予防計画、並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づき区が

作成する健康危機対処計画と整合性の確保を図る。（健康部） 

 

③ 有事に、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況、

病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設で療養する場合には、陽性

者への食事の提供等の実施や宿泊施設の確保等が必要となる。 

そのため、都が主体となり、民間宿泊事業者等と協定を締結するなど連携体制を構築

し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。 

 

６.保健所の体制整備 

① 区は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査、病原体の収集や

分析等の専門的業務を適切に実施するために、感染症がまん延した際の情報量と業務

量の増大を想定し、効率的な情報集約と柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築

する。また、保健所における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備するとともに、

感染症対応業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずる。く

わえて、外部委託や他の区市町村の協力を活用しつつ健康観察を実施できるよう体制

を整備する。（総務部・健康部） 

 

② 区は、予防計画において、保健所の体制整備に関する事項として、病原体等の検査の

実施体制、感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項、感染症の

予防に関する保健所の体制の確保に関する事項等を記載し、数値目標として、検査の

実施件数（実施能力）、保健所職員等の研修・訓練回数、保健所の感染症対応業務を

行う人員確保数、即応可能なＩＨＥＡＴ要員の確保数（ＩＨＥＡＴ研修受講者数）を記載す
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る。（健康部） 

 

③ 区は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備えた準備を計

画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量に対応するための人

員の確保、研修・訓練の実施、ＩＣＴ活用等による業務の効率化、地区医師会等の関係

機関との連携強化等に取り組む。（総務部・健康部） 

 

④ 区は、訓練結果の評価を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行うとともに、保健所

の感染症有事体制を構成する人員については、平時から対象人員のリストを作成して

おき、定期的に点検・更新を行う。（総務部・健康部） 

 

⑤ 区は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型

コロナ等の流行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速に把握する体制を

整備する。（健康部） 

 

⑥ 区は、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等を活用し、協定締結医療機関の協定

の準備状況（病床確保・発熱外来等の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状

況等）を把握する。（健康部） 

 

⑦ 区は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）に基づく獣医師

からの届出又は野鳥等に対する調査等に基づき、地域における鳥インフルエンザの発

生状況等を把握する。また、医療機関から鳥インフルエンザの感染が疑われる者につい

て区に情報提供・共有があった場合に、区と医療機関で情報提供・共有を行う体制を整

備する。（健康部・環境清掃部） 

 

⑧ 区は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的

に協力する。（健康部） 

 

７.ＤＸの推進 

区は、感染症サーベイランスシステムによる感染者数の把握、健康観察（本人からの報告及

び保健所・医療機関等が健康状態を確認するための自動架電を含む。）や、医療機関等情報

支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等による医療機関の病床の稼働状況、医療スタッフの状況、受診者

数の把握等について、平時から研修・訓練等により活用方法を習得する。（健康部） 
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８.地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

① 区は、国及び都から提供された情報や媒体を活用しながら、地域の実情に応じた方法

で、区民に対して情報提供・共有を行う。また、区民への情報提供・共有方法や、コール

センター等の設置をはじめとした区民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケー

ションの在り方等について、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報の区民

への情報提供・共有体制を構築できるようにする。（健康部） 

 

② 区は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である区民等と可能な限り双方向の

コミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行うことができるよう、

区民等が必要とする情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理する。

（健康部） 

 

③ 区は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医

療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ること

や、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について啓発する。

（健康部・関係各部） 

 

④ 区は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等

の情報共有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができ

るよう、平時における感染症情報の共有においても適切に配慮する。（健康部・関係各

部） 

 

⑤ 区は、都等と連携し、感染症対策に必要な情報の収集を行い、地域における総合的な

感染症の情報の発信拠点として、感染症についての情報共有や相談等のリスクコミュ

ニケーションを行う。（健康部） 

 

⑥ 区に寄せられる区民の相談等は、感染症危機の発生を探知する契機となることも少な

くないことから、区は、平時から区民からの相談に幅広く応じることを通じて、情報の探

知機能を高める。 

区は、病院、診療所、高齢者施設等において感染症が発生し又はまん延しないよう、最

新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は

管理者に適切に提供する。 

また、施設内感染に関する情報や研究の成果及び講習会・研修に関する情報を、地区

医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院、診療所、高齢者施設等の現場の関係者

に普及し、活用を促す。（健康部・関係各部） 
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第２節 初動期 
＜目的＞ 

初動期は区民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進めることが重

要である。 

区は、予防計画及び健康危機対処計画等に基づき、有事体制への移行準備を進め、感染

症法で定める新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速に対応できるよう

にする。 

また、区民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症の国内

での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することにより、地域の協力を得ながら感

染拡大のリスクを低減する。 

 

１.有事体制への移行準備 

① 区は、国からの要請や助言を受けて、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制（保

健所における流行開始から１か月間において想定される業務量に対応する人員確保数

及びＩＨＥＡＴ要員の確保数）を適切に把握するとともに、必要に応じて、公表後に備えた

以下の（１）から（５）までの対応に係る準備を行う。（総務部・健康部） 

 

（１） 医師の届出等で患者を把握した場合の患者等への対応（入院勧告・措置や積極的

疫学調査等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康観察

の実施、有症時の対応指導等） 

（２） 積極的疫学調査等による、集団感染（クラスター）の発生状況の把握 

（３） ＩＨＥＡＴ要員に対する業務従事の要請 

（４） 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務効率化 

（５） 東京都健康安全研究センターと連携した検査体制の迅速な整備 

 

② 区は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制を

適切に把握し、速やかに東京都健康安全研究センターと連携した検査体制を立ち上げ

る。 

また、応援職員の派遣、他の地方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対

する応援要請等の交替要員を含めた人員の確保に向けた準備を進める。（総務部・健

康部） 

 

③ 区は、健康危機対処計画に基づき、都と連携し、感染症有事体制を構成する人員の参

集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準

備を進める。（総務部・健康部・関係各部） 
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症法で定める新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速に対応できるよう

にする。 

また、区民に対しても、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症の国内

での発生を想定したリスクコミュニケーションを開始することにより、地域の協力を得ながら感

染拡大のリスクを低減する。 

 

１.有事体制への移行準備 

① 区は、国からの要請や助言を受けて、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制（保

健所における流行開始から１か月間において想定される業務量に対応する人員確保数

及びＩＨＥＡＴ要員の確保数）を適切に把握するとともに、必要に応じて、公表後に備えた

以下の（１）から（５）までの対応に係る準備を行う。（総務部・健康部） 

 

（１） 医師の届出等で患者を把握した場合の患者等への対応（入院勧告・措置や積極的

疫学調査等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康観察

の実施、有症時の対応指導等） 

（２） 積極的疫学調査等による、集団感染（クラスター）の発生状況の把握 

（３） ＩＨＥＡＴ要員に対する業務従事の要請 

（４） 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務効率化 

（５） 東京都健康安全研究センターと連携した検査体制の迅速な整備 

 

② 区は、国からの要請や助言も踏まえて、予防計画に基づく保健所の感染症有事体制を

適切に把握し、速やかに東京都健康安全研究センターと連携した検査体制を立ち上げ

る。 

また、応援職員の派遣、他の地方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対

する応援要請等の交替要員を含めた人員の確保に向けた準備を進める。（総務部・健

康部） 

 

③ 区は、健康危機対処計画に基づき、都と連携し、感染症有事体制を構成する人員の参

集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性

等）等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準

備を進める。（総務部・健康部・関係各部） 
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④ 区は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的

に協力する。（健康部） 

 

⑤ 区は、国内外での発生状況を考慮しつつ、急速に広範囲で感染が確認されることも想

定して、感染症有事体制への移行準備を行う。（総務部・健康部・関係各部） 

 

⑥ 区は、有事体制への移行準備を進めるため、準備期において確認した以下の項目を改

めて確認する。（関係各部） 

 

（1）ＢＣＰの内容及びＢＣＰに記載されている、有事において縮小・延期することを検討  

することとされている業務 

（2）東京都感染症対策連携協議会において協議・整理を行った以下の項目 

ア 入院調整の方法 

イ 保健所体制 

ウ 検査体制・方針 

エ 搬送・移送・救急体制 

（3）各業務（相談対応・検査等）の実施体制の構築手順（一元化や外部委託の手順を含む。）  

 

２.区民への情報提供・共有の開始 

① 区は、国の要請に基づき相談センターを整備し、発生国・地域からの帰国者等や有症状

者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機関等への受診につながるよう周

知する。（健康部） 

 

② 区は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の区民への周知、Ｑ＆Ａの

公表、コールセンター等の設置等を通じて、区民に対する速やかな情報提供・共有体制

を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対

策の意義を共有する。（健康部） 

 

３.新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に区内で感染が確認された場合の対応 

① 区は、政府行動計画第３部第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）２－２－１
２８

 

２８ 政府行動計画第３部第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）２－２－１とは、下記のとおりである。 

２－２－１． 有事の感染症サーベイランスの開始 

国は、都道府県等、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに、新たな感染症の発

生を探知した場合には、速やかに疑似症の症例定義を行い、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。また、国は、都道府県

等、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、新型インフルエンザ等の患者の全数把握を始めとする患者発生サーベイランス等の強化により、患者の

発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化する。 

また、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、国民の抗体保有状況等の必要な知見を得るた
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で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生

等の公表前に区内で疑似症患者が発生したことを把握した場合は、当該者に対して積

極的疫学調査及び検体採取を実施するとともに、感染症のまん延を防止するため、必

要に応じて感染症指定医療機関への入院について協力を求める。（健康部） 

 

② 区は、国からの通知があった時は、速やかに区内の医療機関に対して、暫定症例定義

に該当する患者を診察した場合は疑似症の届出を行うよう協力依頼する。 

区内の医療機関からの疑似症の届出により、疑似症患者を把握した時は、直ちに国に

報告するとともに、当該医療機関への検体提出の要請あるいは保健所等における検体

採取により、検体を確保する。 

疑似症の届出に関して報告をした際、国からの検体提出の要請があった場合には、そ

れに応じて検体を送付する。 

疑似症患者を把握した場合、国と互いに連携して、ＪＩＨＳが示す指針等に基づき、当該

患者に対して積極的疫学調査を行う。また、感染が確認された場合の区民への情報提

供・共有、リスクコミュニケーションにおいても、互いに連携して対応するとともに、区民

等からのニーズ、リスクの認知とまん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク

等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、対応する必要が

ある。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、都及び区が定める予防計画及び健康危機対処計画や

準備期に整理した医療機関等の関係機関との役割分担・連携体制に基づき、保健所等が求め

られる業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機関が連

携して感染症危機に対応することで、区民の生命及び健康を保護する。 

その際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏

まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。 

 

１.有事体制への移行 

① 区は、応援職員の派遣、他の地方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対

する応援要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立するとともに、東京

都健康安全研究センターと連携した検査体制を速やかに確保する。（総務部・健康部） 

 

 

め、入院者数や重症者数の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイランスを行う等、有事の感染症サーベイランスを開始す

る。 
新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を地方衛生研究所等において、亜型等の同定を行い、ＪＩＨＳは、それを

確認する。（厚生労働省、農林水産省、環境省） 
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④ 区は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的

に協力する。（健康部） 

 

⑤ 区は、国内外での発生状況を考慮しつつ、急速に広範囲で感染が確認されることも想

定して、感染症有事体制への移行準備を行う。（総務部・健康部・関係各部） 

 

⑥ 区は、有事体制への移行準備を進めるため、準備期において確認した以下の項目を改

めて確認する。（関係各部） 

 

（1）ＢＣＰの内容及びＢＣＰに記載されている、有事において縮小・延期することを検討  

することとされている業務 

（2）東京都感染症対策連携協議会において協議・整理を行った以下の項目 

ア 入院調整の方法 

イ 保健所体制 

ウ 検査体制・方針 

エ 搬送・移送・救急体制 

（3）各業務（相談対応・検査等）の実施体制の構築手順（一元化や外部委託の手順を含む。）  

 

２.区民への情報提供・共有の開始 

① 区は、国の要請に基づき相談センターを整備し、発生国・地域からの帰国者等や有症状

者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機関等への受診につながるよう周

知する。（健康部） 

 

② 区は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の区民への周知、Ｑ＆Ａの

公表、コールセンター等の設置等を通じて、区民に対する速やかな情報提供・共有体制

を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対

策の意義を共有する。（健康部） 

 

３.新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に区内で感染が確認された場合の対応 

① 区は、政府行動計画第３部第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）２－２－１
２８

 

２８ 政府行動計画第３部第３章第２節（「サーベイランス」における初動期）２－２－１とは、下記のとおりである。 

２－２－１． 有事の感染症サーベイランスの開始 

国は、都道府県等、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに、新たな感染症の発

生を探知した場合には、速やかに疑似症の症例定義を行い、当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。また、国は、都道府県

等、ＪＩＨＳ及び関係機関と連携し、新型インフルエンザ等の患者の全数把握を始めとする患者発生サーベイランス等の強化により、患者の

発生動向等の迅速かつ的確な把握を強化する。 

また、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、国民の抗体保有状況等の必要な知見を得るた
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で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生

等の公表前に区内で疑似症患者が発生したことを把握した場合は、当該者に対して積

極的疫学調査及び検体採取を実施するとともに、感染症のまん延を防止するため、必

要に応じて感染症指定医療機関への入院について協力を求める。（健康部） 

 

② 区は、国からの通知があった時は、速やかに区内の医療機関に対して、暫定症例定義

に該当する患者を診察した場合は疑似症の届出を行うよう協力依頼する。 

区内の医療機関からの疑似症の届出により、疑似症患者を把握した時は、直ちに国に

報告するとともに、当該医療機関への検体提出の要請あるいは保健所等における検体

採取により、検体を確保する。 

疑似症の届出に関して報告をした際、国からの検体提出の要請があった場合には、そ

れに応じて検体を送付する。 

疑似症患者を把握した場合、国と互いに連携して、ＪＩＨＳが示す指針等に基づき、当該

患者に対して積極的疫学調査を行う。また、感染が確認された場合の区民への情報提

供・共有、リスクコミュニケーションにおいても、互いに連携して対応するとともに、区民

等からのニーズ、リスクの認知とまん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク

等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、対応する必要が

ある。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時に、都及び区が定める予防計画及び健康危機対処計画や

準備期に整理した医療機関等の関係機関との役割分担・連携体制に基づき、保健所等が求め

られる業務に必要な体制を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機関が連

携して感染症危機に対応することで、区民の生命及び健康を保護する。 

その際、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏

まえ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする。 

 

１.有事体制への移行 

① 区は、応援職員の派遣、他の地方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対

する応援要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立するとともに、東京

都健康安全研究センターと連携した検査体制を速やかに確保する。（総務部・健康部） 

 

 

め、入院者数や重症者数の収集（入院サーベイランス）及び病原体ゲノムサーベイランスを行う等、有事の感染症サーベイランスを開始す

る。 
新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を地方衛生研究所等において、亜型等の同定を行い、ＪＩＨＳは、それを

確認する。（厚生労働省、農林水産省、環境省） 
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② 区は、ＩＨＥＡＴ要員への支援の要請については、ＩＨＥＡＴ運用支援システム（ＩＨＥＡＴ．Ｊ

Ｐ）を用いて行い、要請の際には、ＩＨＥＡＴ要員に対し、支援が必要な期間、活動場所及

び業務内容等を提示する。また、ＩＨＥＡＴ要員へ支援の要請を行う際に、ＩＨＥＡＴ要員

の本業の雇用主等に対し要請に必要な調整を行う。（健康部） 

 

③ 区は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的

に協力する。（健康部） 

 

２.主な対応業務の実施 

区は、予防計画及び健康危機対処計画に基づき整備・整理した組織・業務体制や役割分担

等に基づき、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以下の（１）から（７）までに記載す

る感染症対応業務を実施する。 

 

（１）相談対応 
① 区は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、感染したおそれのある

者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえて、必要に

応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。（健康部） 

 

② 区は、症例定義に該当する有症状者は、まず相談センターに電話により問い合わせるこ

と等をインターネット、ポスター、広報等を活用し、区民等に広く周知する。（健康部） 

 

（２）検査・サーベイランス 
① 区は、国の方針に基づき、地域の実情と感染症対策の必要性を踏まえ、検査の実施範

囲を判断する。（健康部） 

 

② 区は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向等に応

じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。（健康部） 

 

③ 区は、流行初期（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おおむね１か月

まで）において、以下アからウまでに記載する対応により検査体制の立ち上げを行う。

（健康部） 

 

ア 区は、国が決定した検査実施の方針や、地域の流行状況等の実情を踏まえるとともに、

検査体制を拡充するため、都と連携し、検査実施可能数、検査実施数等の状況を把握

する。 
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イ 区は、区内の検査需要への対応能力を向上するため、民間検査機関でも検査が可能に

なった後には、民間検査機関を活用して検査能力を拡充する。 

また、台東保健所検査センターの設備で実施可能な検査方法が確立された後は、早急

に検査体制を整え、東京都健康安全研究センターと民間検査機関の補完をすることに

より、区の検査実施能力を拡充する。 

 

ウ 区は、流行初期以降（新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おおむね１

か月以降。以下本章において同じ。）において、安定的な検査・サーベイランス機能の確

保のため、病原体の特徴や性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況、保健所

における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて検査

体制を見直す。 

 

（３）積極的疫学調査 
① 区は、感染源の推定や濃厚接触者等の特定を行うため、感染者又は感染者が属する集

団に対して、ＪＩＨＳが示す指針等に基づき積極的疫学調査を行う。（健康部） 

 

② 区は、積極的疫学調査を通じて集団感染（クラスター）への対策等を行うに当たって、必

要に応じて、都の実地疫学調査チーム等への派遣や相談及びＪＩＨＳに対して実地疫学

の専門家等の派遣を要請する。（健康部） 

 

国は、新型インフルエンザ等について、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）を踏まえ、積極的疫学調査の対象範囲を見直し、都道府県等に対し、その内容を

周知する。無症状病原体保有者からの感染が確認される等、他の感染症と大きく異なる特徴

が判明した場合は、積極的疫学調査によって得られる効果や保健所における業務負荷等も勘

案した上で、対象範囲や調査項目を検討し、都道府県等に対し、その内容を周知する。 

 

都は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を変更の上、速

やかに保健所等関係機関に周知するとともに、都民に対し適切に情報発信する。 

 

③ 区は、流行初期以降においては、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）、流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国等が示す方針も踏まえな

がら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す。（健康部） 

 

（４）入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送 
① 区は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合は、医師が

判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク、医療機関等情報支
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援システム（Ｇ－ＭＩＳ）等により把握した協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及

び病床使用率、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や流

行状況等を踏まえて、速やかに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又

は宿泊療養の調整を行う。なお、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）等が明らかでない場合は、区は、得られた知見を踏まえた対応について、必

要に応じ国及びＪＩＨＳへ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。入院の優先度や

入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医

療機関等と適切に連携して対応する。（健康部） 

 

② 入院先医療機関への移送に際しては、準備期において東京都感染症対策連携協議会

等を通じて事前に協議した内容等に基づき、都及び区は関係機関（民間救急事業者等）

による移送の協力を依頼する。（健康部） 

 

③ 区は、入院勧告を実施する際は、患者に対して、入院が必要な理由などの説明を行い、

その理解を得るよう努めるとともに、応急入院から本入院に移行する際の意見を述べる

機会の付与や退院請求、審査請求に関することなど、入院勧告の通知に記載された事

項を含め十分に説明を行う。（健康部） 

 

④ 区は、入院勧告等を行った場合には、患者の人権に十分に配慮しつつ、医療機関との

協力の下、患者の病状や治療経過等の情報を整理し、まん延防止対策等を実施する。

（健康部） 

 

⑤ 区は、入院勧告・措置を受けた患者が、感染症法に基づく退院請求を行った場合、医療

機関と連携して当該患者が退院基準に適合しているかどうかの確認を速やかに行う。

（健康部） 

 

（５）健康観察及び生活支援 
① 区は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握し、医師が判断した

当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受

性等）、流行状況等を勘案した上で、当該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療

養するよう協力を求める場合は、当該患者等やその濃厚接触者に対して、外出自粛要

請や就業制限を行うとともに、外部委託を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行

う。（健康部） 

 

② 区は、必要に応じ、食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むため

に必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に努める。（健康部） 
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③ 区は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察について、感

染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を活用することで、保健所の業務

効率化・負荷軽減を図る。（健康部） 

 

④ 区は、新型インフルエンザ等患者への健康観察について、感染症サーベイランスシステ

ムを活用して行う場合は、症状が急変した時に速やかに医療機関での受診が可能とな

るよう、あらかじめ当該患者に、体調悪化時の連絡先等を伝えておく。 

区は、新型インフルエンザ等患者の症状の程度、地域の感染状況、病床使用率等を勘

案し、やむを得ず自宅での療養を求めることとした時は、感染症サーベイランスシステム

を活用した健康観察に加え、架電等を通じて、直接健康状態を確認できるようにしてお

く。（健康部） 

 

（６）健康監視 
区は、検疫所から通知があったときは新型インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等

待機者等に対して健康監視を実施する。（健康部） 

 

（７）情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
① 区は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時に

とるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策等について、区民等の理解を深めるた

め、区民に対し、分かりやすく情報提供・共有を行う。（健康部） 

 

② 区は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等

の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、適切な配慮をしつ

つ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。（健康

部・関係各部） 

 

３.感染状況に応じた取組 

（１）流行初期 
ア 迅速な対応体制への移行 

① 区は、流行開始を目途に予防計画に基づく感染症有事体制へ切り替えるとともに、東京

都健康安全研究センター等の有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握する。

（総務部・健康部） 

 

② 区は、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、応援職員の派遣、他の地

方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。（総務
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に必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に努める。（健康部） 
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③ 区は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察について、感
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② 区は、高齢者、子供、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等

の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、適切な配慮をしつ

つ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。（健康

部・関係各部） 

 

３.感染状況に応じた取組 

（１）流行初期 
ア 迅速な対応体制への移行 

① 区は、流行開始を目途に予防計画に基づく感染症有事体制へ切り替えるとともに、東京

都健康安全研究センター等の有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握する。

（総務部・健康部） 

 

② 区は、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、応援職員の派遣、他の地

方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。（総務
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部・健康部） 

 

③ 区は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等のＩＣＴツールの活用や都での業

務の一元化・外部委託等により、業務の効率化を推進する。（健康部） 

 

④ 区は、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、関係機関と連携

して疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を行う。（健康部） 

 

⑤ 区は、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成する人員の参集、必要な物

資・資機材の調達等を行う。（総務部・健康部） 

 

⑥ 区は、国及びＪＩＨＳが主導する感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感

受性等）等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的

に協力する。（健康部） 

 

イ 無症状病原体保有者への検査拡充 

区は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等の評価を踏まえ、

無症状病原体保有者への検査が必要と判断された場合は、検査対象者等を関係機関へ周知

する。（健康部） 

 

（２）流行初期以降 
ア 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し 

① 区は、国が示した疫学調査の範囲及び方法を踏まえ、対象範囲や調査項目を変更の上、

速やかに区民に対し適切に情報発信する。（健康部） 

 

② 区は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、応援職員の派遣、

他の地方公共団体に対する応援派遣要請、ＩＨＥＡＴ要員に対する応援要請等を行う。

（総務部・健康部） 

 

③ 区は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、外部委託や都での業

務の一元化等による業務効率化を進める。（健康部） 

 

④ 区は、感染症対応業務について、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担

等に基づき関係機関と連携して行うとともに、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、

感染性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場

合は、地域の実情や保健所の業務負荷等も踏まえて、保健所の人員体制の見直し、感
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染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。（総務部・健康部） 

 

⑤ 区は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した食事の提供等の実施体制や医

療提供体制に基づき実施する。（健康部） 

 

（３）特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 
区は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所における有事の体制等の段階

的な縮小についての検討を行い、実施する。また、特措法によらない基本的な感染症対策へ

の移行に伴い留意すべき点（医療提供体制や感染対策の見直し等）及びこれに伴う保健所等

での対応の縮小について、区民に対し、丁寧に情報提供・共有を行う。（健康部） 
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第１２章 物資 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

感染症対策物資等は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療提供体制、検査検体の採取、

患者搬送等の業務を安全に実施するために欠かせないものである。そのため、区は、備蓄の

推進等の必要な準備を適切に行うことにより、有事に必要な感染症対策物資等が確保できる

ようにする。 

 

１.感染症対策物資等の備蓄等 

区は、区行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実

施に必要な感染症対策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備蓄状況等を確認する。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条第１項の

規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。（総務部・健康部） 

 

２.医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等 

都は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防護具の備蓄等を推進す

るほか、同計画の数値目標等を踏まえつつ、有事の感染症診療及び通常医療との両立の観点

からも、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を定期的に確

認する。 

なお、都は、感染症まん延時に医療現場で個人防護具が不足した場合に備え、必要な物資

の備蓄体制の確保に向けた取組を進める。 

都は、協定を締結していない医療機関等に対しても、施設内感染等の発生などの状況に備

え必要な感染症対策物資等の備蓄・配置に努めるよう要請する。 

 

区は、高齢者施設等に対して、可能な限り必要な感染症対策物資等の備蓄に努めるよう呼

び掛ける。（福祉部・健康部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、区民の生命及び健康への影

響が生じることを防ぐため、区は、有事に必要な感染症対策物資等を確保する。 

 

１.感染症対策物資等の備蓄状況等の確認 

都は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物

資等について協定締結医療機関の備蓄・配置状況を確認する。 
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２.感染症対策物資等の円滑な供給に向けた準備 

都は、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等に関して調査を行った上で、十

分な量を確保する。 

都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、協定締結医

療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれのある場合等には、不

足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具を配布する準備等を行う。 

 

区は必要に応じ、都が行政備蓄の配布を行うまでの間、不足する個人防護具を医療機関等

に対し配布する準備等を行う。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、区民の生命及び健康への影

響が生じることを防ぐため、初動期に引き続き、区は、感染症対策物資等の需給状況の確認、

行政備蓄からの配布等を適切に行うことにより、各機関において必要な感染症対策物資等を

確保する。 

 

１.感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等 

都は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、新型インフルエンザ等の特徴も踏

まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を随時確認する。 

 

２.不足物資の供給等適正化 

都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、協定締結医

療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれのある場合等には、不

足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具の配布を行う。 

 

区は必要に応じ、都が行政備蓄の配布を行うまでの間、不足する個人防護具を医療機関等

に対し配布する。（健康部） 

 

３.備蓄物資等の供給に関する相互協力 

都は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足するときは、関

係各局、他の地方公共団体、指定（地方）公共機関等の関係機関との間で、備蓄する物資及び

資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し相互に協力するよう調整に努める。 
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２.感染症対策物資等の円滑な供給に向けた準備 

都は、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等に関して調査を行った上で、十

分な量を確保する。 

都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、協定締結医

療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれのある場合等には、不

足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具を配布する準備等を行う。 

 

区は必要に応じ、都が行政備蓄の配布を行うまでの間、不足する個人防護具を医療機関等

に対し配布する準備等を行う。（健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、区民の生命及び健康への影

響が生じることを防ぐため、初動期に引き続き、区は、感染症対策物資等の需給状況の確認、

行政備蓄からの配布等を適切に行うことにより、各機関において必要な感染症対策物資等を

確保する。 

 

１.感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等 

都は、システム等を利用して、協定締結医療機関に対し、新型インフルエンザ等の特徴も踏

まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を随時確認する。 

 

２.不足物資の供給等適正化 

都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、協定締結医

療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそれのある場合等には、不

足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防護具の配布を行う。 

 

区は必要に応じ、都が行政備蓄の配布を行うまでの間、不足する個人防護具を医療機関等

に対し配布する。（健康部） 

 

３.備蓄物資等の供給に関する相互協力 

都は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足するときは、関

係各局、他の地方公共団体、指定（地方）公共機関等の関係機関との間で、備蓄する物資及び

資材を互いに融通する等、物資及び資材の供給に関し相互に協力するよう調整に努める。 
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第１３章 区民生活及び経済活動の安定の確保 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時には、区民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、新型イン

フルエンザ等そのものによる影響や新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により

区民生活及び経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。 

区は、自ら必要な準備を行いながら、事業者や区民等に対し、適切な情報提供・共有を行い、

必要な準備を行うことを勧奨する。 

 

１.情報共有体制の整備 

区は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、関係部署間での連携や関係機関との連

携のため、必要となる情報共有体制を整備する。（健康部・関係各部） 

 

２.支援の実施に係る仕組みの整備 

区は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等の給付・交

付等について、ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高齢者やデジタル機器

に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に情報が届くように留意する。（企画財政

部・関係各部） 

 

３.物資及び資材の備蓄 

① 区は、区行動計画に基づき、第１２章 物資 第１節 準備期 １で備蓄する感染症対策物

資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、

必要な食料品や生活必需品等を備蓄する。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第４９条第１項の規定による物資及び資

材の備蓄と相互に兼ねることができる。（総務部・健康部） 

 

② 区は、事業者や区民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒薬等の

衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。（健康部） 

 

４.生活支援を要する者への支援等の準備 

区は、国からの要請を受けて、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障害者等

の要配慮者等への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応

等について、都と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続を検討する。（福祉部・健康

部） 
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５.火葬体制の構築 

区は、都の火葬体制を踏まえ、区内における火葬の適切な実施ができるよう関係部署との

調整を行う。（福祉部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や区民等に、事

業継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼び掛ける。 

また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、区民や事業者に対し、換気、マスク着用

等咳エチケット、手洗い、人混みを避ける、時差出勤の実施等の基本的な感染予防策等の勧

奨や、事業者に対しては当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨及び

職場における感染予防策の徹底の要請、また、国の情報や発生状況、都の対応を説明し、各

事業者に感染拡大防止策の実施の協力や、政府が緊急事態宣言をした場合に施設の使用や

催物の制限があり得ることについて事前に周知するなど速やかに対応を行い、区民生活及び

経済活動の安定を確保する。 

 

１.事業継続に向けた準備等 

区は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との接触機会を減らす

観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理の徹底、感染が疑われる症状が見

られる職員等への休暇取得の勧奨、オンラインを組み合わせたハイブリッドな会議等の活用、

テレワークや時差出勤の推進等の感染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう要請する。

（健康部・関係各部） 

 

２.区民生活への配慮 

① 区は、区有施設での感染対策の段階的な実施・準備や施設の利用縮小・休止の検討及

び区が実施するイベントでの感染対策の段階的な実施・準備やイベントの中止・延期の

検討を行う。（関係各部） 

 

② 区は、行政手続上の申請等について、対面での機会を減らすよう検討し、大災害発生

時に実施されている行政上の申請期限の延長について、国及び都に対し情報の提供を

求め、必要な対応を準備する。（関係各部） 

 

③ 区は、可能な限りごみの収集体制を維持する。感染拡大によりごみの収集体制の維持

が困難な場合は、区民及び事業者にごみの排出抑制への協力を要請し、可燃ごみのみ

の収集へ移行する。（環境清掃部） 
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第１３章 区民生活及び経済活動の安定の確保 

第１節 準備期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生時には、区民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、新型イン

フルエンザ等そのものによる影響や新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により

区民生活及び経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。 

区は、自ら必要な準備を行いながら、事業者や区民等に対し、適切な情報提供・共有を行い、

必要な準備を行うことを勧奨する。 

 

１.情報共有体制の整備 

区は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、関係部署間での連携や関係機関との連

携のため、必要となる情報共有体制を整備する。（健康部・関係各部） 

 

２.支援の実施に係る仕組みの整備 

区は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等の給付・交

付等について、ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高齢者やデジタル機器

に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に情報が届くように留意する。（企画財政

部・関係各部） 

 

３.物資及び資材の備蓄 

① 区は、区行動計画に基づき、第１２章 物資 第１節 準備期 １で備蓄する感染症対策物

資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、

必要な食料品や生活必需品等を備蓄する。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第４９条第１項の規定による物資及び資

材の備蓄と相互に兼ねることができる。（総務部・健康部） 

 

② 区は、事業者や区民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒薬等の

衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。（健康部） 

 

４.生活支援を要する者への支援等の準備 

区は、国からの要請を受けて、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障害者等

の要配慮者等への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応

等について、都と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続を検討する。（福祉部・健康

部） 
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５.火葬体制の構築 

区は、都の火葬体制を踏まえ、区内における火葬の適切な実施ができるよう関係部署との

調整を行う。（福祉部） 

 

第２節 初動期 
＜目的＞ 

新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や区民等に、事

業継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼び掛ける。 

また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、区民や事業者に対し、換気、マスク着用

等咳エチケット、手洗い、人混みを避ける、時差出勤の実施等の基本的な感染予防策等の勧

奨や、事業者に対しては当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨及び

職場における感染予防策の徹底の要請、また、国の情報や発生状況、都の対応を説明し、各

事業者に感染拡大防止策の実施の協力や、政府が緊急事態宣言をした場合に施設の使用や

催物の制限があり得ることについて事前に周知するなど速やかに対応を行い、区民生活及び

経済活動の安定を確保する。 

 

１.事業継続に向けた準備等 

区は、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染の可能性のある者との接触機会を減らす

観点から、必要に応じて事業者に対し、従業員の健康管理の徹底、感染が疑われる症状が見

られる職員等への休暇取得の勧奨、オンラインを組み合わせたハイブリッドな会議等の活用、

テレワークや時差出勤の推進等の感染拡大防止に必要な対策等の準備をするよう要請する。

（健康部・関係各部） 

 

２.区民生活への配慮 

① 区は、区有施設での感染対策の段階的な実施・準備や施設の利用縮小・休止の検討及

び区が実施するイベントでの感染対策の段階的な実施・準備やイベントの中止・延期の

検討を行う。（関係各部） 

 

② 区は、行政手続上の申請等について、対面での機会を減らすよう検討し、大災害発生

時に実施されている行政上の申請期限の延長について、国及び都に対し情報の提供を

求め、必要な対応を準備する。（関係各部） 

 

③ 区は、可能な限りごみの収集体制を維持する。感染拡大によりごみの収集体制の維持

が困難な場合は、区民及び事業者にごみの排出抑制への協力を要請し、可燃ごみのみ

の収集へ移行する。（環境清掃部） 
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④ 区は、区民の暮らしの安全・安心を守ることができるよう、必要に応じて感染発生地域

の警戒活動を行うとともに、警察・消防等と連携し、災害発生への対応など警察・消防

機能を維持し、地域住民と連携して防犯活動を維持する。（総務部） 

 

３.遺体の火葬・安置 

区は、都を通じての国からの要請を受けて、感染拡大に伴う死亡者数の増加等により、火葬

場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、震災等で予定されている場所等、

一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を行う。（総務部・福祉部・健康部） 

 

第３節 対応期 
＜目的＞ 

準備期での対応を基に、区民生活及び経済活動の安定を確保するための取組を行う。また、

新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた影響を緩和するため、区民・

事業者等への必要な支援及び対策を行うことにより、区民生活及び経済活動の安定の確保に

努める。 

 

１.区民の生活の安定の確保を対象とした対応 

（１）心身への影響に関する施策 
区は、新型インフルエンザ等そのものによる影響及び新型インフルエンザ等のまん延の防止

に関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、メンタルヘルス

対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、子供の発達・発育に関する影響への対応等）を

講ずる。（福祉部・健康部） 

 

（２）生活支援を要する者への支援 
区は、国からの要請を受けて、高齢者、障害者等の要配慮者等に必要に応じ生活支援（見

回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送等の対応を行う。（福祉部・健康部） 

 

（３）教育及び学びの継続に関する支援 
区は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限やその他長期間の学校の臨時

休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関する取組等の必要な

支援を行う。（教育委員会） 

 

（４）生活関連物資等の価格の安定等 
① 区は、区民生活及び経済活動の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適

切な供給を図る必要があることから、都と連携し、食料品、生活関連物資等の価格高騰

や、買占め及び売惜しみが生じないよう、消費者や事業者の動向を把握し、必要に応じ
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て、適切な行動を呼び掛ける等、適切な措置を講ずる。（総務部・文化産業観光部・健康

部） 

 

② 区は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、区民への迅

速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、区民からの相談窓口・情報収集

窓口の充実を図る。（関係各部） 

 

③ 区は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しく

は役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、

又は生じるおそれがあるときは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急

措置に関する法律（昭和４８年法律第４８号）、国民生活安定緊急措置法（昭和４８年法

律第１２１号）その他の法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講ずる。（総務部・

文化産業観光部・健康部） 

 

（５）埋葬・火葬の特例等 
① 区は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施できる

よう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備

している場所を活用した遺体の保存を適切に行うものとする。（総務部・福祉部・健康部） 

 

② 区は、都を通じて国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えるこ

とが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。（総

務部・福祉部・健康部） 

 

③ 区は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保する。 

万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には、区は、臨時

遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、都から火葬場の火葬能力に

ついて最新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよう努める。（総務部・福祉部・健康

部） 

 

④ 新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となっ

た場合、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があるときは、厚生労働

大臣が定める地域や期間においては、区においても埋火葬の許可を受けられるととも

に、公衆衛生上の危害を防止するために特に緊急の必要があると認められるときは埋

火葬の許可を要しない等の特例が設けられるため、区は、当該特例に基づき埋火葬に

係る手続を行う。（区民部・福祉部・健康部） 
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⑤ 区は、「埋火葬許可証」の発行に当たっては、「一類感染症等」を明記するとともに、迅速

に発行できるようにする。（区民部） 

 

２.社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

（１）事業継続に関する事業者への要請等 
区は、事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、事業所や職場における感染対

策の実施を要請する。（関係各部） 

 

（２）事業者に対する支援 
区は、新型インフルエンザ等そのものによる影響及び新型インフルエンザ等のまん延の防止

に関する措置による事業者の経営及び区民生活への影響を緩和し、経済活動の安定を図るた

め、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、

公平性にも留意し、効果的に講ずる。（文化産業観光部） 

 

３.区民生活及び経済活動の両方の安定の確保を対象とした対応 

（１）新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資 
区は、政府系金融機関等が、新型インフルエンザ等緊急事態において、償還期限又は据置

期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じた措置を

講ずる場合は、事業活動の円滑な継続を図るため、関係機関と連携し、適切な対応が可能な

支援体制を構築する。（文化産業観光部） 

 

４.区民生活及び経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

① 区は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等そのものによる影響及び新型イン

フルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた区民生活及び経済活動への影

響に対し、必要に応じた支援を行う。なお、支援策の検討に当たっては、経済的に困窮

している者等が特に大きな影響を受けることに配慮する。（関係各部） 

 

② 区は、国から行政手続上の申請期限の延長が通知された場合は、速やかに周知し、区

民の権利利益を保護する。（関係各部） 
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ＳＤＧｓの達成に向けて 
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現に向けて、

平成２７年９月に国連サミットで採択された令和１２年までの国際目標です。ＳＤＧｓでは、１７の

目標（ゴール）と１６９のターゲットを設定しています。 
 
区行動計画は、新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制による区民の生命及び健康の保護

と区民生活・経済活動に及ぼす影響を最小化することを目的とした計画であることから、ＳＤＧ

ｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」における「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活

を確保し、福祉を推進する」と深く関連しています。 
 
本区においても、目標３をはじめとして、関連する目標の達成に向けて、区行動計画の着実

な推進を図ってまいります。 
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【参考】 

１．台東区新型インフルエンザ等対策行動計画 検討経過 

日程 内容 

令和７年 ４月２５日 例月常任委員会 保健福祉委員会に報告 

（台東区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定につ

いて） 

令和７年 ８月２８日 台東区保健所運営協議会 

台東区健康危機管理連絡協議会・医療体制検討部会 

（外部有識者への意見聴取） 

令和７年 ８月２９日 特措法第８条第３項に基づき、東京都より意見聴取 

令和７年１２月１２日 第４回定例会 保健福祉委員会に報告 

（台東区新型インフルエンザ等対策行動計画中間のまと

めについて） 

令和７年１２月 ７日～ 

令和８年 １月 ７日 

中間のまとめに対するパブリックコメント実施 

令和８年 １月２９日 台東区保健所運営協議会 

台東区健康危機管理連絡協議会・医療体制検討部会 

（最終案の報告） 

令和８年 ２月２７日 第１回定例会 保健福祉委員会に最終案を報告 

（台東区新型インフルエンザ等対策行動計画について） 
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２．東京都台東区保健所運営協議会 

（１） 東京都台東区保健所運営協議会条例 

昭和５０年３月２６日 

条例第６号 

保健所法施行令第６条第３項に基づき制定 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第１１条の規定に基づき、台東保健

所に東京都台東区保健所運営協議会（以下「協議会」という。）を設置し、その組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、区長が任命又は委嘱する委員３０人以内をもつて組織する。 

 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員として、ふさわしくないと認める場合は、

前項の規定にかかわらず、協議会の意見をきいて、委員を解任することができる。 

 

（会長の設置及び権限） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会は、台東保健所長が招集する。 

２ 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。 

 

（協議会の庶務） 

第６条 協議会の庶務は、台東保健所において処理する。 
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【参考】 

109 

 

２．東京都台東区保健所運営協議会 

（１） 東京都台東区保健所運営協議会条例 

昭和５０年３月２６日 

条例第６号 

保健所法施行令第６条第３項に基づき制定 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第１１条の規定に基づき、台東保健

所に東京都台東区保健所運営協議会（以下「協議会」という。）を設置し、その組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、区長が任命又は委嘱する委員３０人以内をもつて組織する。 

 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員として、ふさわしくないと認める場合は、

前項の規定にかかわらず、協議会の意見をきいて、委員を解任することができる。 

 

（会長の設置及び権限） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会は、台東保健所長が招集する。 

２ 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。 

 

（協議会の庶務） 

第６条 協議会の庶務は、台東保健所において処理する。 
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（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例施行の日において委嘱する委員の任期は、第３条第１項の規定にかかわらず、昭

和５０年９月３０日までとする。 

付 則（平成６年９月３０日条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１３年３月２７日条例第５０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（２） 東京都台東区保健所運営協議会 名簿 

令和８年１月２９日現在 

役職 氏  名 役職名 

会 長 田村 順二 下谷医師会会長 

委 員 堀 浩一朗 浅草医師会会長 

委 員 山口 幸一 東京都台東区歯科医師会会長 

委 員 川又 正典 浅草歯科医師会会長 

委 員 三浦 啓一 下谷薬剤師会会長 

委 員 髙橋 正也 浅草薬剤師会会長 

委 員 佐野 晋 台東区獣医師会代表 

委 員 愛甲 聡 永寿総合病院院長 

委 員 今井 要一 台東区町会連合会 入谷地区町会連合会会長 

委 員 青田 時子 台東区町会連合会女性部副代表 

委 員 西川 哲生 台東区健康推進委員 

委 員 田中 充 台東区社会福祉事業団事務局長 

委 員 原嶋 伸夫 台東つばさ福祉会事務局長 

委 員 坂井 明徳 警視庁上野警察署長 

委 員 内藤 一宏 東京消防庁上野消防署長                

委 員 石黒 雅浩 都立精神保健福祉センター所長 

委 員 飯田 龍生 台東食品衛生協会会長 

委 員 �田 和雄 台東環境衛生協会会長 

委 員 水田 渉子 台東区健康部長 

【参考】 
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３．台東区健康危機管理連絡協議会・医療体制検討部会 

（１） 台東区健康危機管理連絡協議会設置要綱 

（設 置） 

第１条 台東区における健康危機管理対策上の連携や情報交換を図るため、警察・消防・医師

会等の関係機関による「台東区健康危機管理連絡協議会」（以下「連絡協議会」という。）を

設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 連絡協議会は、次に掲げる事項について情報交換及び協議を行う。 

 （１） 食中毒健康危機管理に関する事項 

 （２） 感染症健康危機管理に関する事項 

 （３） 飲料水健康危機管理に関する事項 

 （４） 薬品による健康危機管理に関する事項 

 （５） 各種災害による健康危機管理に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、健康危機管理に関する事項 

 

（組 織） 

第３条 連絡協議会は、次に掲げる委員により組織する。 

（１） 下谷医師会員 ２名 

（２） 浅草医師会員 ２名 

（３） 台東区歯科医師会員 １名 

（４） 台東区浅草歯科医師会員 １名 

（５） 下谷薬剤師会員 １名 

（６） 浅草薬剤師会員 １名 

（７） 警視庁職員 ４名 

（８） 東京消防庁職員 ３名 

（９） 危機管理室長 

（１０） 健康部長 

（１１） 台東保健所長 

２ 連絡協議会に会長を置き、台東保健所長をもって充てる。 

３ 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

 

（部 会） 

第４条 会長は、第２条に規定する事項について具体的、専門的な調査研究を行うため、連絡

協議会に部会を設置することができる。 
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（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例施行の日において委嘱する委員の任期は、第３条第１項の規定にかかわらず、昭

和５０年９月３０日までとする。 

付 則（平成６年９月３０日条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１３年３月２７日条例第５０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（２） 東京都台東区保健所運営協議会 名簿 

令和８年１月２９日現在 

役職 氏  名 役職名 

会 長 田村 順二 下谷医師会会長 

委 員 堀 浩一朗 浅草医師会会長 

委 員 山口 幸一 東京都台東区歯科医師会会長 

委 員 川又 正典 浅草歯科医師会会長 

委 員 三浦 啓一 下谷薬剤師会会長 

委 員 髙橋 正也 浅草薬剤師会会長 

委 員 佐野 晋 台東区獣医師会代表 

委 員 愛甲 聡 永寿総合病院院長 

委 員 今井 要一 台東区町会連合会 入谷地区町会連合会会長 

委 員 青田 時子 台東区町会連合会女性部副代表 

委 員 西川 哲生 台東区健康推進委員 

委 員 田中 充 台東区社会福祉事業団事務局長 

委 員 原嶋 伸夫 台東つばさ福祉会事務局長 

委 員 坂井 明徳 警視庁上野警察署長 

委 員 内藤 一宏 東京消防庁上野消防署長                

委 員 石黒 雅浩 都立精神保健福祉センター所長 

委 員 飯田 龍生 台東食品衛生協会会長 

委 員 �田 和雄 台東環境衛生協会会長 

委 員 水田 渉子 台東区健康部長 
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３．台東区健康危機管理連絡協議会・医療体制検討部会 

（１） 台東区健康危機管理連絡協議会設置要綱 

（設 置） 

第１条 台東区における健康危機管理対策上の連携や情報交換を図るため、警察・消防・医師

会等の関係機関による「台東区健康危機管理連絡協議会」（以下「連絡協議会」という。）を

設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 連絡協議会は、次に掲げる事項について情報交換及び協議を行う。 

 （１） 食中毒健康危機管理に関する事項 

 （２） 感染症健康危機管理に関する事項 

 （３） 飲料水健康危機管理に関する事項 

 （４） 薬品による健康危機管理に関する事項 

 （５） 各種災害による健康危機管理に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、健康危機管理に関する事項 

 

（組 織） 

第３条 連絡協議会は、次に掲げる委員により組織する。 

（１） 下谷医師会員 ２名 

（２） 浅草医師会員 ２名 

（３） 台東区歯科医師会員 １名 

（４） 台東区浅草歯科医師会員 １名 

（５） 下谷薬剤師会員 １名 

（６） 浅草薬剤師会員 １名 

（７） 警視庁職員 ４名 

（８） 東京消防庁職員 ３名 

（９） 危機管理室長 

（１０） 健康部長 

（１１） 台東保健所長 

２ 連絡協議会に会長を置き、台東保健所長をもって充てる。 

３ 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

 

（部 会） 

第４条 会長は、第２条に規定する事項について具体的、専門的な調査研究を行うため、連絡

協議会に部会を設置することができる。 
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２ 前項の部会に部会長を置き、部会の構成並びに部会長及び委員の選任方法について必要

な事項は会長が別に定める。 

 

（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会 議） 

第６条 連絡協議会は会長が、部会は部会長が招集する。 

２ 会長及び部会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くこと

ができる。 

３ 会議及び会議録等は、公開とする。ただし、会長、部会長又は委員の発議により出席委員

の過半数により議決したときは、会議を公開しないことができる。 

４ 会議又は会議録等を公開するときは、会長又は部会長は必要な条件を付すことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 連絡協議会及び部会の事務局は、生活衛生課に置く。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会及び部会の運営について必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は平成１８年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２２年９月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２６年８月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は令和４年８月１５日から施行する。 
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付 則 

この要綱は令和５年９月１日から施行する。 

 

（２） 台東区健康危機管理連絡協議会 名簿 

令和８年１月２９日現在 

氏  名     役    職    名     

城所 功文 下谷医師会 副会長 

倉持 晋久 下谷医師会 理事 

加藤 浩司 浅草医師会 副会長 

鈴木 賢次郎 浅草医師会 理事 

武田 智道 東京都台東区歯科医師会 総務理事 

田島 清馨 浅草歯科医師会 総務理事 

尾山 聡美 下谷薬剤師会 理事 

星野 佳史 浅草薬剤師会 副会長 

鶴田 慎太郎 警視庁上野警察署 警務課 課長代理 

早川 智彦 警視庁下谷警察署 警務課 課長代理 

三浦 政世 警視庁浅草警察署 警務課 課長代理 

大野 裕輔 警視庁蔵前警察署 警務課 課長代理 

橋本 厚也 東京消防庁上野消防署 警防課 救急係長 

野原 謙司 東京消防庁浅草消防署 警防課 救急係長 

野村 香司 東京消防庁日本堤消防署 警防課 救急係長 

杉光 邦彦 台東区 危機管理室長 

水田 渉子 台東区 健康部長 兼 台東保健所長 

 

  

―112―



【参考】 

112 

 

２ 前項の部会に部会長を置き、部会の構成並びに部会長及び委員の選任方法について必要

な事項は会長が別に定める。 

 

（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会 議） 

第６条 連絡協議会は会長が、部会は部会長が招集する。 

２ 会長及び部会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くこと

ができる。 

３ 会議及び会議録等は、公開とする。ただし、会長、部会長又は委員の発議により出席委員

の過半数により議決したときは、会議を公開しないことができる。 

４ 会議又は会議録等を公開するときは、会長又は部会長は必要な条件を付すことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 連絡協議会及び部会の事務局は、生活衛生課に置く。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会及び部会の運営について必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は平成１８年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２２年９月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は平成２６年８月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は令和４年８月１５日から施行する。 
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付 則 

この要綱は令和５年９月１日から施行する。 

 

（２） 台東区健康危機管理連絡協議会 名簿 

令和８年１月２９日現在 

氏  名     役    職    名     

城所 功文 下谷医師会 副会長 

倉持 晋久 下谷医師会 理事 

加藤 浩司 浅草医師会 副会長 

鈴木 賢次郎 浅草医師会 理事 

武田 智道 東京都台東区歯科医師会 総務理事 

田島 清馨 浅草歯科医師会 総務理事 

尾山 聡美 下谷薬剤師会 理事 

星野 佳史 浅草薬剤師会 副会長 

鶴田 慎太郎 警視庁上野警察署 警務課 課長代理 

早川 智彦 警視庁下谷警察署 警務課 課長代理 

三浦 政世 警視庁浅草警察署 警務課 課長代理 

大野 裕輔 警視庁蔵前警察署 警務課 課長代理 

橋本 厚也 東京消防庁上野消防署 警防課 救急係長 

野原 謙司 東京消防庁浅草消防署 警防課 救急係長 

野村 香司 東京消防庁日本堤消防署 警防課 救急係長 

杉光 邦彦 台東区 危機管理室長 

水田 渉子 台東区 健康部長 兼 台東保健所長 
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（３） 台東区健康危機管理連絡協議会医療体制検討部会設置要綱 

（設 置） 

第１条 台東区における新型インフルエンザ等発生時の医療体制等について専門的・効率的に

検討するため、台東区健康危機管理連絡協議会要綱第４条に基づき、台東区危機管理連

絡協議会（以下「連絡協議会」という。）に医療体制検討部会（以下「部会」という。）を設置す

る。 

 

（検討事項） 

第２条 部会は、次に掲げる事項について情報交換及び検討を行う。 

 （１） 新型インフルエンザ等発生時の台東区内における医療体制に関する事項 

 （２） 住民接種の実施体制に関する事項 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、健康危機事案発生時の台東区内における医療体制に関

する事項 

 

（組 織） 

第３条 部会は、次に掲げる委員により組織する。ただし、第１号から第６号まで及び第１２号か

ら第１４号までについては、連絡協議会の委員をもって充てる。 

（１） 下谷医師会員 ２名 

（２） 浅草医師会員 ２名 

（３） 台東区歯科医師会員 １名 

（４） 台東区浅草歯科医師会員 １名 

（５） 下谷薬剤師会員 １名 

（６） 浅草薬剤師会員 １名 

（７） 都立駒込病院 １名 

（８） 永寿総合病院 ２名 

（９） 浅草病院 １名 

（１０） 浅草寺病院 １名 

（１１） 区立台東病院 １名 

（１２） 危機管理室長 

（１３） 健康部長 

（１４） 台東保健所長 

２ 部会に部会長を置き、台東保健所長をもって充てる。 

３ 部会長に事故があるときは、部会長のあらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、前条第１項第１号から第６号まで及び
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第１２号から第１４号までの委員の任期については、それぞれ連絡協議会の委員の任期とす

る。また、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（報 告） 

第５条 部会長は、検討結果について、連絡協議会に報告する。 

 

付 則 

この要綱は平成２９年１０月２日から施行する。 

付 則 

この要綱は令和４年８月１５日から施行する。 

付 則 

この要綱は令和５年９月１日から施行する。 

 

（４） 台東区健康危機管理連絡協議会医療体制検討部会 名簿 

令和８年１月２９日現在 

氏  名 役    職    名 

城所 功文 下谷医師会 副会長 

倉持 晋久 下谷医師会 理事 

加藤 浩司 浅草医師会 副会長 

鈴木 賢次郎 浅草医師会 理事 

武田 智道 東京都台東区歯科医師会 総務理事 

田島 清馨 浅草歯科医師会 総務理事 

尾山 聡美 下谷薬剤師会 理事 

星野 佳史 浅草薬剤師会 副会長 

今村 顕史 東京都立駒込病院 感染症科部長 

萩原 政夫 永寿総合病院 副院長 

宮脇 正芳 永寿総合病院 感染制御部長 

日野 博文 浅草病院 院長 

黒田 忠英 浅草寺病院 院長 

藤原 直樹 台東区立台東病院 副管理者 

杉光 邦彦 台東区 危機管理室長 

水田 渉子 台東区 健康部長 兼 台東保健所長 
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（３） 台東区健康危機管理連絡協議会医療体制検討部会設置要綱 

（設 置） 
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氏  名 役    職    名 

城所 功文 下谷医師会 副会長 

倉持 晋久 下谷医師会 理事 

加藤 浩司 浅草医師会 副会長 

鈴木 賢次郎 浅草医師会 理事 

武田 智道 東京都台東区歯科医師会 総務理事 

田島 清馨 浅草歯科医師会 総務理事 

尾山 聡美 下谷薬剤師会 理事 
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藤原 直樹 台東区立台東病院 副管理者 

杉光 邦彦 台東区 危機管理室長 

水田 渉子 台東区 健康部長 兼 台東保健所長 
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４．パブリックコメントについて 

「台東区新型インフルエンザ等対策行動計画中間のまとめ」について、パブリックコメントを

実施し、区公式ホームページや各区民事務所などで、区民などから広くご意見を募りました。 

 

意見受付期間 令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月７日（水） 

意見受付場所 

区公式ホームページでの受付のほか、各区民事務所・分室・

地区センター、区政情報コーナー、生活衛生課・保健予防課窓

口で中間のまとめ閲覧・意見受付。 

意見受付件数 ３人、３件 

提出方法の内訳 

郵送 ０人（ ０件）     ファクシミリ ０人（ ０件） 

ホームページ ３人（ ３件） 持参 ０人（ ０件） 
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